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長崎国際大学

I. 建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等

1 .建学の精神・大学の基本理念

九州文化学園30周年記念誌「激動躍進の30 年」 で創設者安部芳雄は、建学に至るまで

の心情を綴り、終戦の惨状の中から将来の日本のあるべき姿に思いを致し、道義を建直し

文化を高める教育の場の必要性を強く 思い、九州女子専門学校の設立を決意したと述べて

いる。 昭和26(1951）年に財団法人九州文化学院から変わった学校法人九州文化学園は、 昭

和31(1956）年「学園の教育理想」 と して 「新しい女性が持たねばならない高い知性と豊か

な教養と、近代生活の改善に耐え得るたくましい意志と健康な体を養い、 更に日本女性の

誇るべき徳性と品格の香 り 高さを身につけさせようとする独特の人間教育を行う 。 J こと を

明文化し、以来この教育理想が要約されて 「高い知性と豊かな教養j 「優れた徳性と 品格」

「たくましい意志と健康な身体」の備わった人材を育成する ことを建学の精神として学生、

教職員に周知してきた。

平成12(2000）年の長崎国際大学（以下「本学」とい う）の設置にあたっては、設置者で

ある九州文化学園の建学の精神に加えて、本学は建学の理念を「人間尊重を基本理念、に、

よりよい人間関係とホス ピタリティ の探求 ・実現、並びに文化と健康を大切にする社会の

建設に貢献する教育・研究」と定めて、社会の要請に応え、専門職業人と研究者の育成を

行う こ とと しfこ。

2. 使命と目的

本学の使命と目的は 「長崎国際大学学則」 の第1章 第1節 第1条に明確に定めている。

本学では、この目的を達成するために、建学の理念に加えて教育の 目標を「1.専門的知識

と技能に加えて、 知性、 感性、人間性の備わった人材の育成。 2.地域から愛され、 地域社

会に貢献できる人材の育成。 3.異文化を理解し国際社会に貢献でき る人材の育成。 J のよ う

に定めて、学生各自の知的能力と人格の向上並びに将来の社会での活動に資する教育を実

施している。

II. 沿革と現況

1. 本学の沿革

く〉学校法人の沿革

昭和 20(1945）年 12 月

昭和 22(1947）年 2 月

昭和 26(1951）年 2 月

平成 7(1995）年

平成 18(2006）年

。 大学の沿革

平成 11(1999）年 12 月 22 日

平成 12(2000）年 4 月 1 日

九州文化学院創立

財団法人九州文化学院設置認可

学校法人九州文化学園へ組織変更認可

学校法人九州文化学園創立 50 周年

学校法人九州文化学園創立 60 周年

長崎国際大学設置認可

人聞社会学部国際観光学科、社会福祉学科

長崎国際大学開学

人聞社会学部国際観光学科、 社会福祉学科開設



平成 12(2000）年 4 月 6 日

平成 13(2001）年 12 月 20 日

平成 14(2002）年 4 月 1 日

平成 15(2003）年 11 月 27 日

平成 16(2004）年 4 月 1 日

平成 17(2005）年 12 月 5 日

平成 17(2005）年 12 月 5 日

平成 18(2006）年 1 月 28 日

平成 18(2006）年 4 月 1 日

長崎国際大学

長崎国際大学第 1 回入学式

健康管理学部健康栄養学科設置認可

健康管理学部健康栄養学科開設

大学院人聞社会学研究科（修士課程） 設置認可

観光学専攻、社会福祉学専攻

大学院人聞社会学研究科（修士課程）

観光学専攻、社会福祉学専攻開設

薬学部薬学科設置認可

大学院健康管理学研究科（修士課程） 設置認可

健康栄養学専攻

大学院人聞社会学研究科（博士後期課程）設置認可

地域マネジメン ト専攻

薬学部薬学科開設

大学院健康管理学研究科（修士課程）

健康栄養学専攻開設

大学院人聞社会学研究科（博士後期課程）

地域マネジメ ン ト専攻開設

平成山1紳 10 月 31 日｜大学院薬学研究科舶課程）設置認可
医療薬学専攻

平成鉛（2014）年 4 月 1 日 ｜ 大学院薬学研究科（博士課程）
医療薬学専攻開設

2. 本学の現況

・大学名

長崎国際大学

・所在地

長崎県佐世保市ノ＼ウステンポス町 2825-7

．学部の構成

学 部 学 科

国際観光学科
人聞社会学部

社会福祉学科

健康管理学部 健康栄養学科

薬学部 薬学科

大学院 専攻

観光学専攻

人間社会学研究科 社会福祉学専攻

地域マネジメント専攻

健康管理学研究科 健康栄養学専攻

薬学研究科 医療薬学専攻
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入学定員

180 

80 

80 

120 

修士課程

入学定員

10 

10 

4 

3 年次編入学定員

20 

10 

10 

博士後期課程 ・ 博士課程

入学定員

3 

3 



長崎国際大学

－学生数、教員数、職員数

学部 学科 1 年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6 年次 言十

国際観光学科 165 140 168 187 660 

人間社会学部 社会福祉学科 56 52 60 41 209 

計 221 192 228 228 869 

健康栄養学科 75 93 80 99 347 
健康管理学部

計 75 93 80 99 347 

薬学科 142 160 97 96 97 98 690 
薬学部

計 142 160 97 96 97 98 690 

合計 438 445 405 423 97 98 1906 

大学院 専攻 1年次 2 年次 3 年次 4年次 言十

観光学専攻 3 5 8 

人聞社会学研究科 社会福祉学専攻 1 4 5 

地域マネジメン ト専攻 3 1 。 4 

人聞社会学研究科計 7 10 。 17 

健康管理学研究科 健康栄養学専攻 4 2 6 

健康管理学研究科計 4 2 6 

薬学研究科 医療薬学専攻 4 4 

薬学研究科計 4 4 

合計 15 12 。 27 

専任教 員数
学部 ・ 学科、その他の組織 助手 非常勤

教授 准教授 講師 助教 計

国際観光学科 12 6 8 3 29 1 28 
人間社会学部

社会福祉学科 6 4 4 2 16 1 24 

人聞社会学部計 18 10 12 5 45 2 52 

健康管理学部 健康栄養学科 6 3 " リ 2 16 8 18 

健康管理学部計 6 3 5 2 16 8 18 

薬学部 薬学科 18 15 10 8 51 3 16 

薬学部計 18 15 10 8 51 3 16 

ぷ口〉、 言十 42 28 27 15 112 13 86 

正職員 ｜ パー ト ｜ 合計

人数 59 7 hb
 

hb
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長崎国際大学

E 評価機構が定める基準に基づく自己評価

基準 1. 使命・目的等

1-1 使命・目的及び教育目的の明確性

《1-1 の視点》

ト1－① 意昧・内容の具体性と明確性

ト1－② 簡潔な文章化

(1) 1-1 の自己判定

基準項目 1 1 を満たしている。

(2) 1 -1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

ト1ー①意味・内容の具体性と明確性

・本学においては、母体となる九州｜文化学園の建学の精神のほか、建学の理念、教育の 目

標、モッ トーを定めている。本学の使命 ・目的及び教育目的については、学則等に明記

している。

《九州文化学園建学の精神》

「高い知性と豊かな教養」「優れた徳性と品格J 「たくましい意志と健康な身体」の

備わった人間の育成。

《長崎国際大学建学の理念》

人間尊重を基本理念に、よりよい人間関係とホスピタリティの探求 ・実現、 並びに

文化と健康を大切にする社会の建設に貢献する教育 ・研究。

《長崎国際大学教育の目標》

1. 専門的知識と技能に加えて、知性、感性、人間性の備わった人材の育成。

2. 地域から愛され、地域社会に貢献できる人材の育成。

3. 異文化を理解し国際社会に貢献できる人材の育成。

《モットー》

いつも、人から。 そして、心から。

【資料 1-1-1］学校法人九州文化学園寄附行為 【資料 1-1-2] 長崎国際大学学則

【資料 1・ 1・3］長崎国際大学大学院学則

【資料 1- 1 ・4］「2015 長崎国際大学大学案内」 p.1、「履修の手引j 、「学生便覧」

・ 本学の使命 ・ 目的については、「全人教育」 を旨とする学校法人九州文化学園の建学の精

神から発展し、一貫して 「人間尊重J を理念に据え、地域社会・国際社会に貢献でき る

人材育成を行う学部・学科の目的を制定しており、「長崎国際大学学則」 第 1 条におい

て 「教育基本法及び学校教育法に基づき、学術の中心と して、広く知識を授け、深く専

門の学芸を教授研究するとともに、 学校法人九州｜文化学園の建学の精神に則り、高い知

性と豊かな教養、優れた徳性と品格、 た く ましい意志と健康な身体の備わった人間を育

成することを目的とする。」と明記し、長崎国際大学大学院学則第 2 条において 「学術

の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、 文は高度の専門性が求められる職業

を担 う ための深い学識及び車越した能力を培い、文化の進展に寄与することを 目的とす

る。 J と 、 具体性と明確性を持って明示している。
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長崎国際大学

ト1－②簡潔な文章化

・本学の使命・目的は簡潔な文章で表現され、周知されている。

《学部の目的》

学部は、学部に設ける学科の専攻分野に関する専門的知識と技能を修得し、知性、

感性、人間性を備え、地域社会・国際社会に貢献できる人材を育成すること を教育

研究上の目的とする。

《学科の目的》

(1）国際観光学科は、観光及び関連する領域の専門的知識 ・技能を修得し、観光産

業・事業、国際交流、まちづくりの各分野で実践的に活動でき る人材を育成す

る。

(2）社会福祉学科は、社会福祉及び関連する領域の専門的知識・ 技能を修得し、福

祉行政・計画、 福祉臨床、福祉経営の各分野で実践的に活動できる人材を育成

する。

(3）健康栄養学科は、健康と栄養に関する領域の専門的知識・技能を修得し、 健康

と栄養の維持・管理の分野で実践的に活動できる栄養士・ 管理栄養士を育成す

る。

(4） 薬学科は、薬学に関する専門的知識・ 技能を修得し、 医療薬学の分野で実践的

に活動できる薬剤師を育成する。

《人聞社会学研究科の目的》

(1）人聞社会学研究科は、地域に根ざした教育研究を基本とし、社会が求める高度

専門職業人及び研究者の養成を行うとともに、 観光、福祉及びそれらを基礎と

した地域マネジメン ト領域における研究を行うことを 目的とする。

(2）観光学専攻は、観光と観光産業に関する高度な研究及び専門知識の教授によっ

て、広く観光関連分野で社会に貢献しう る高度専門職業人及び研究者を養成す

ること を 目的とする。

(3）社会福祉学専攻は、社会福祉の理論と実践に関する高度な研究及び専門知識の

教授によって、広く社会福祉関連分野で社会に貢献し うる高度専門職業人及び

研究者を養成することを目的とする。

(4）地域マネジメン ト専攻は、 人間尊重の精神に支えられた新たな概念の地域マネ

ジメン ト に関する高度な研究及び専門知識の教授によって、 特に観光学と社会

福祉学を基礎としたまちづくりに関し広く 地域社会に貢献し、 指導者となりう

る高度専門職業人及び研究者を養成すること を 目的とする。

《健康管理学研究科の目的》

(1）本研究科は健康管理において指導的立場を担 う高度専門職業人の育成を 目 的と

する。

(2） 健康栄養学専攻は健康と栄養を中心とした健康管理において中核を担う高度専

門職業人の育成を目的とする。

《薬学研究科の目的》

(1） 本研究科は、 薬学の全ての分野において最高水準の教育 ・ 研究活動を行い、 高

度医療を担う薬剤師、 生命科学の発展に寄与する研究者および医療行政に貢献
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長崎国際大学

する人材を養成すること を 目 的とする。

(2） 医療薬学専攻は医療薬学、社会薬学、 育薬学を機軸に最高水準の教育 ・研究活

動を行い、「医療社会薬学」 、 「薬物治療設計学」 、「予防薬学」 および 「医療基盤

薬学」などの分野で実践的な研究能力を有する優れた先導的医療系薬学研究者

（在宅医療研究者、がん・ 疹痛緩和研究者、 処方設計研究者、予防薬学研究者、

育薬研究者、 医療行政研究者等）を養成すること を目的とする。

【資料 1 - 1-5 ］ 長崎国際大学学則 ［資料 1-1-6 ］ 長崎国際大学大学院人聞社会学研究科

規程 【資料 1・1・7］長崎国際大学大学院 健康管理学研究科規程 ［資料 1-1 ・8 ］ 長崎国

際大学大学院薬学研究科規程［資料 1・ 1・9］「学生便覧」 【資料 1・1・ 10］長崎国際大学

ホームページ

(3) 1-1 の改善・向上方策（将来計画）

・今後も、「人間尊重j の理念及びそれを踏まえた学部・学科の 目的を堅持しつつ、学生及

び教職員への更なる周知徹底を図る。

1-2 使命・目的及び教育目的の適切性

《1-2 の視点》

1-2ー① 個性・特色の明示

ト2－② 法令への適合

1-2－③ 変化への対応

(1) 1-2 の自己判定

基準項目 1-2 を満たしている。

(2) 1-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

1-2－①個性・特色の明示

・本学では、 建学の理念として 「人間尊重を基本理念に、 よりよい人間関係とホスピタリ

ティ の探求 ・ 実現、並びに文化と健康を大切にする社会の建設に貢献する教育 ・ 研究。」

を掲げ、 教育の目標に 「 1.専門的知識と技能に加えて、知性、感性、 人間性の備わった

人材の育成。 2.地域から愛され、地域社会に貢献できる人材の育成。 3.異文化を理解し

国際社会に貢献できる人材の育成。 j を定め、各主要文書等にそれらの基本理念を明示し、

また、 ホームページ上で公開している。 さらに、 「人間尊重」 の基本理念を本学のモット

ーとシンボルマークによ り明示している。

【資料 1・2・ 1］「学生便覧」 【資料 1・2・2］長崎国際大学学則

【資料 1 -2- 3 ］ 長崎国際大学ホームページ

・観光、 福祉、医療等に携わる地域社会 ・ 国際社会に貢献できる人材を育成するため、 「茶

道文化J 「学際連携研究」 「地域の理解と連携」等を独自の科目として配置している。 中

でも 「茶道文化」 については、建学の理念にあるホスピタリティを具現化し、 人間教育

の実践、 伝統文化理解 ・ 国際理解及び地域貢献に資する科目 となっている。

【資料 1・2・4】「講義概要（シラパス） J 全学共通科目 p.33-50、 p .225・226、 p.227・228

【資料 1-2-5】「2013 年度保護者懇談会資料」 p.55 - 58
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1-2－②法令への適合

・前述のとおり、学則第 1 条において「長崎国際大学は、教育基本法及び学校教育法に基

づき 、 学術の中心として、広く知識を授け、 深く専門の学芸を教授研究するとともに、

学校法人九州文化学園の建学の精神に則り、高い知性と豊かな教養、優れた徳性と品格、

たくましい意志と健康な身体の備わった人聞を育成する ことを目的とする。」と規定し、

また第 2 条において「本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的

使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について、自 ら点検及び評価

を行い、 その結果を公表する。」と規定しており、学校教育法第 83 条に照らして大学と

して適切な目的を掲げ、また教育基本法及び学校教育法に基づき学則を策定しているこ

とを明示している。

【資料 1・2・6］長崎国際大学学則

1-2－③ 変化への対応

・平成 12(2000）年度、 人聞社会学部 1 学部で開設した本学は、その後も少子高齢化社会等

の社会情勢の変化を見据え、創意工夫を持って教育改善を進めていく一方で、管理栄養

士を養成する健康管理学部、薬剤師を養成する薬学部を開設し、 広汎な人材輩出に努め

ている。

・平成 22(2010）年には、 あらためて 3 ポ リシーの制定を行うなど、社会情勢等に対応し、

必要に応じて使命・目的及び教育目的の見直し等を行っている。

【資料 1・2-7］平成 22 年度第 5 固定例教授会議事録

・平成 25(2013）年度においては、 実践的な研究能力を有する優れた先導的医療系薬学研究

者を養成することを目的として、 新たに 4年制博士課程の薬学研究科医療薬学専攻を設

置すべく 計画を推進し認可を受けている。

【資料 1・2・8 ］ 薬学研究科設置認可書

(3) 1-2 の改善・向上方策 （将来計画）

・使命・ 目的及び教育目的の適切性に関しては、 大学学則、 大学院学則に明示され、関係

法令とも適合し、常に社会への変化に鑑み対応していることは、 高 く 評価できる。 今後

も法令等を遵守し、適切に対応してし 1 く 。

1-3 使命・目的及び教育目的の有効性

《1-3 の視点》

ト3－① 役員、教職員の理解と支持

1-3ベ~ 学内外への周知

ト3－③ 中長期的な計画及び3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

ト3－④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

(1) 1-3 の自己判定

基準項目 1-3 を満たしている。
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(2) 1 -3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

ト3－① 役員、教職員の理解と支持

・ 使命 ・ 目 的を明示した 「学生便覧J に関しては、毎年度教職員に配布され、 使命 ・目的

の理解に役立てられ、 新規入職者に対しては説明が行われている。

【資料 1・3・ 1】「学生便覧」

・教育の目標に関しては平成 18(2006）年度第 3 固定例教授会で改めて確認して周知 し、 3

ポリシーについては、 使命・目的及び教育目的に基づき平成 22(2010）年度第 5 固定例

教授会で審議して策定してお り、役員、教職員が関与 ・ 参画している。

【資料 1・3・2］平成 18 年度第 3 固定例教授会議事録、平成 22 年度第 5 固定例教授会議事

録

・使命・目的に基づいた大学経営 ・ 教学運営の方針は、 教員に対しては全学教授会、学部

教授会の場において、 職員に対しては朝礼や責任者連絡会の場において周知・ 共有がな

され理解と支持が得られている。

【資料 1-3-3］平成 25 年度事業計画 ［資料 1-3-4］平成 25 年度第 1 固定例全学教授会議

事録 ［資料 1-3-5 ］ 平成 25 年度第 3 固定例人聞社会学部教授会議事録、平成 25 年度第

3 回臨時薬学部教授会議事録

1-3－② 学内外への周知

・使命 ・ 目的及び教育目的については学則に明記し、「学生便覧」 に記載して全学生・ 全教

職員に配布するほか、「履修の手号 IJ への掲載により学生の理解を深め、 大学ホームペー

ジへの掲載により学内外に周知している。

【資料 1 - 3-6］ 「学生便覧」 p.53 【資料 1-3-7 ］ 長崎国際大学学則

【資料 1-3-8］「履修の手引」人聞社会学部 p.i-iii 、 健康管理学部 1 枚目、薬学部 p. i -iii 、

「履修要項」人聞社会学研究科 p.1-5、 健康管理学研究科 p.1-2、薬学研究科 p.1-2

【資料 1・3・9］長崎国際大学ホームページ

1-3－③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

・本学においては、中長期的な計画と して経営改善計画を定め、各事業年度の計画のガイ

ドライ ンとする こ とで、 大学経営 ・ 教学運営の改善に努めている。 経営改善計画におい

ては、「建学の精神 ・ ミッション、 学園の 目指す将来像」の項目 に学園の理念を、「教学

改革計画」 における大学の「現状j の項目に建学理念とモットーを明示し、 使命 ・ 目 的

及び教育目的を踏まえて、実践的人材育成のためのカリ キュ ラム改革・キャ リア開発支

援を計画している。

・事業計画では、各学科の教育活動の項目において、 3 ポリシーによ り 学科の 目的に基づ

き施策を展開すること を明示している。

【資料 1・3・ 10 ］ 経営改善計画「学校法人九州文化学園経営改善計画 平成 23 年度～27 年

度（5 カ年） 〔大学抜粋〕 J 【資料 1-3-11 ］ 平成 25 年度事業計画 p.3-5

ト3－④使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

・ 建学の理念は、教育の目標、モ ッ トー、各学部の目的と連動しており 、 各学科の目的へ

-8-



長崎国際大学

と展開した上で、 3 ポリシーに反映され、各学科運営の基礎となっている。また、教育

研究組織は、使命・目的及び教育目的と 3 ポリシーを反映した教育課程に基づき、 各学

科のカリキュラム構成上必要な専任教員を配置している。

【資料 1・3・ 12］長崎国際大学学則 ［資料 1・3・ 13］長崎国際大学大学院学則

【資料 1・3・ 14］長崎国際大学大学院 人聞社会学研究科規程、長崎国際大学大学院健康管

理学研究科規程、長崎国際大学大学院薬学研究科規程 【資料 1す15］「2015 長崎国際

大学大学案内」 【資料 1-3-16 ］ 長崎国際大学ホームページ

・本学の教育研究組織は、本学の使命・目的及び教育目的を達成するために、図 1・3・ 1 に

示すように 3 学部 4 学科及び大学院 3研究科 5 専攻によって構成している（薬学研究科

は平成 26 年 4 月新設） 。 学部・学科、研究科・専攻には、 それぞれ適切な人数及び専門

分野の教員を確保して教育目的の実現にあたってお り 、教育研究組織の構成の整合性を

図っている。

国際観光学科

社会福祉学科

健康栄養学科

人間社会学部

健康管理学部

薬学科

＜修士課程＞

観光学専攻

く修士課程＞

社会福祉学専攻

＜博士後期課程＞

地域マネジメント専攻

く修士課程＞

健康栄養学専攻

く↑専士課程＞

医療薬学専攻

薬学部

人聞社会学研究科

長
崎
国
際
大
学

健康管理学研究科

薬学研究科

長崎国際大学教育研究組織図

・本学には、教育研究組織を支えるための全学的な委員会として、 各学部学科教員が構成

員となった教務委員会、全学共通教育委員会、図書館委員会、研究センター委員会、 研

究倫理委員会、自己点検 ・ 評価委員会を設置している。

・ 大学院研究科教授会は、研究科ごとに設置され、 その下に設置される各専攻会議と と も
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に、大学院の教育研究に関する事項について審議している。

【資料 1-3-17］平成 25 年度第 9 回人聞社会学研究科大学院定例教授会議事録、平成 25

年度第 7 回健康管理学研究科定例教授会議事録

・教育研究に関わる学内意思決定機関である運営会議、全学教授会、学部・大学院教授会、

学科・専攻会議、全学的な委員会等は、有機的に連携し大学の使命・目的及び教育目的

を達成できるように、十分に機能している。

(3) 1-3 の改善・向上方策（将来計画）

・使命・目的及び教育の目的に関しては、本学の茶道文化の実践等を通じて、役員、 教職

員の理解を進めている。 また、本学の教育活動のなかでも建学の理念を具現化した茶道

文化の授業を展開している。 地域のなかにおいても、茶道文化を通した交流によ り 周知

を図ってし 1 く 。 教育改善のためのカリキュラム改革については、中期経営改善計画に基

づき、各学部及び教務委員会で引き続き検討していく 。

［基準 1 の自己評価］

・使命・目的及び教育目的の明確性は、 九州文化学園の建学の精神及び長崎国際大学の建

学の理念として、 具体的に明文化され社会に広く 表明 している。 さらに、教育の 目標、

学部の目的、学科の目的を明確に設定している。 モッ トーとして、九、つも、人から。 そ

して、心から。」を定め、わかりやすく 周知している。

・使命・目的及び教育目的は、関係の法令を遵守するとと もに、社会への変化の対応とし

てディプロマ ・ポリシー、カリキュラム・ポリ シー、アドミ ッショ ン ・ポリ シーの 3 ポ

リ シーについても常に見直し、 学士力の向上と教育の質の保証に取組んでいる。

・使命・目的及び教育目的の有効性を図るために、茶道文化という具体的な科目や研修を

設け、全学生・全教職員への周知も適切に行われ、社会に対しても広く 実践している こ

とは高く評価でき る。

・地域に根ざす大学と して、 建学の理念、を具現化するため、地元にゆかりの深い武家茶道

の鎮信流の茶道を取り入れ、広く実践することで地域の知の拠点としての役割も担って

し、ることは高く評価できる。
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基準 2. 学修と教授

2-1 学生の受入れ

《2-1 の視点》

長崎国際大学

2-1－① 入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1－② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1－③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

(1) 2ー 1 の自己判定

基準項目 2-1 を満たしている。

(2) 2ー 1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-1－① 入学者受入れの方針の明確化と周知

・ ア ドミッショ ン ・ ポリシー（入学者受入れ方針）については、 大学の各学科、 大学院の

各専攻で策定している。アドミッション ・ポリ シーは、「ホームページ」「入学試験

INFORMATIONJ 及び 「学生募集要項」に明示するとともに、オープンキャンパス、

進学相談会、高校訪問、出張講義等の募集のあらゆる機会においても説明 し、本学が求

める学生像を受験生、保護者、高等学校教諭等に対して周知に努めている。

【資料 2-1-1 ］長崎国際大学ホームページ ［資料 2-1-2】入学試験 INFORMATION ［資

料 2-1-3］学生募集要項 ［資料 2-1-4】 長崎国際大学大学院人聞社会学研究科学生募集要

項、健康管理学研究科学生募集要項、 薬学研究科学生募集要項

2-1－② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

・ 本学では、 受験生の能力 ・ 適性等を多面的に評価する とい う観点から、 推薦入試、 一般

学力入試、大学入試センター試験利用入試、 AO 入試、 外国人留学生入試等の多様な入

学者選抜を実施している。 入学者選抜にあたっては、 公平かっ厳正な試験を実施し、推

薦入試や AO 入試においても面接などで志望動機等を聴取し合否を決定している。

・「ア ドミ ッシ ョ ン ・ポ リ シー」 「長崎国際大学入学者選抜規程j 「長崎国際大学入試 ・

募集委員会規程」「長崎国際大学 作問委員会規程J に基づき、「入学者選抜実施要項」を

全学教授会において決定し、その上で当該年度の「学生募集要項J を作成している。

［資料 2-1-5 ］ 長崎国際大学入学者選抜規程 ［資料 2士6］ 長崎国際大学 入試・募集委

員会規程 【資料 2-1・7 ］ 長崎国際大学作問委員会規程 ［資料 2-1 ・8 ］ 入学試験

INFORMATION、 学生募集要項

・志願者と入学者を増加させるために、教育内容の充実、入試制度変更のほか、学生募集

体制と募集方法を刷新した。具体的には、進学説明会 （業者ガイ ダンス） 、 大学案内情報

誌、大学案内 WEB、 オープンキャンパス 、 「2015 長崎国際大学大学案内」、 テ レビ・

ラジオ ・ 新聞等マスコ ミ 媒体、 看板等の掲示物、高校訪問等を全て検証した上で、 効果

的な募集活動に再構築し、志願者数と入学者数を上昇させた。 また、 運営会議に入試 ・

募集活動の進捗状況を報告し、大学と法人で情報やリ スクの共有化を進めた。

・ 平成 25(2013）年度入試において、アド ミ ッション ・ ポ リシーに沿った学生受入れ方法の

工夫として、次の 4 点の制度変更及び新制度を導入した。

① 「特待生制度」 と しては、 経済的事情によ り 修学が困難であ り、 かっ学修成績が優秀
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な者に対し、入学金又は授業料を減免する「減免奨学生制度j を制定し、大学入試セ

ンター試験利用前期・後期日程と一般学力 A 日程を対象となる試験区分として「減免

奨学生」を設けた。また、保護者からの要請を受け、本学での在学期聞が重複する兄

弟姉妹に対し「兄弟・姉妹在籍者奨学金制度J を制定した。

②同一法人の系列校である九州文化学園高等学校からの志願者は、 従来、 指定校特別推

薦や公募制推薦などを利用して出願していたが、新たな高大連携の試みとして、「学園

内入試」を制定した。

＠健康管理学部健康栄養学科では、推薦入試の選抜方法を変更した。 公募制推薦その他

の選抜方法に「基礎学力検査（総合問題）」を課し、より客観性や公平｜生を高めた。 ま

た、指定校特別推薦の出願要件の 1 つに全体の評定平均値 3.5 以上を設定した。

④薬学部薬学科の一般学力入試と大学入試センター試験利用入試における志願者数は、

ここ数年の教育内容の充実及び「特待生」選抜の効果により増加した。 そこで、選抜

にあたっては「特待生」と新制度の 「減免奨学生j を併せて、「A （授業料 100%免除）」

「B （授業料 50%免除）」「D （入学金免除）」の区分のほか、薬学部在学生のみ対象と

していた「c （授業料 25%免除） J 区分を選抜時に導入した結果、 学生の経済的負担

を軽減し、学力検査における成績上位層の歩留率も向上した。（図 2・ 1・ 1、図 2・ 1・2 参

照）

220 一般A 日程入試（300点満点）
210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

2010 2011 2012 2013 2014 
・・合格者平均点 ーーー入学者平均点

図 2-1-1 薬学部一般A 日程入試の合格者・入学者平均点推移

350 大学入試センター試験利用入試前期日程（500点満点）

330 

310 

290 

270 

250 

2010 2011 2012 2013 2014 
・・合格者平均点 ー一入学者平均点

図 2-1-2 薬学部センター試験利用入試の合格者・入学者平均点推移
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・平成26(2014）年度入試においても、以下の 6点について制度変更及び新制度を導入した。

①平成 25(2013）年度の薬学部入学者は、予想を超えた高い歩留率によ り 結果として入学

定員の超過を招いた（116%）。そこで適正な入学者数を確保する手段として、一般学力

試験と大学入試センター試験利用入試において「繰上合格制度J を全学部で実施でき

ることと Lfこ。

②推薦入試A 日程を 2 日間実施していたが、2 日目を試験日に選択する受験生の減少と、

他の九州地区私立大学の状況などから、実施日数を 1 日 に変更した。 また、学外会場

は、これまでの福岡市、熊本市、鹿児島市、那覇市に大分市を加え、 5 会場とした。

③よ り優秀な学生の確保を目的に、平成 25 (2013）年度に制度変更した健康管理学部健

康栄養学科に続き、他学部の推薦入試においても次のような制度変更を行った。

7) 人聞社会学部国際観光学科・社会福祉学科の指定校特別推薦において、出願要件の

1 つに全体の評定平均値 3.0 以上を設定した。

イ）薬学部薬学科の指定校特別推薦における出願要件を評定平均値 3.5 以上から 3.8 以

上とした。また、公募制推薦については未設定から 3.5 以上に設定した。

④一般学力入試と大学入試センター試験利用入試において可能で、あった学内併願制度を、

公募制推薦で健康管理学部健康栄養学科を志願する場合に限り 、 人聞社会学部社会福

祉学科を第 2 希望に併願できる よう変更した。

⑤前年度薬学部において 「特待生J 「減免奨学生j 選出時に授業料の減免区分を増やした

結果、学力検査における成績上位層の歩留率が向上したことから、 「c （授業料 25%

免除）」区分を全学部に導入した。

⑥従来の一般学力 A 日程における選抜方法は、受験生の視点からは複雑な制度であった

ことから、 次のとおり改革を行った。

7) 人聞社会学部国際観光学科・社会福祉学科の各アドミッション・ポ リ シーに沿って、

国際観光学科は 「英語」必須の 3 科目入試、社会福祉学科は 2 科 目入試に改め、

この学力検査の結果で選抜並びに 「特待生J 「減免奨学生」 の選出も行う 。

イ）健康管理学部健康栄養学科のア ドミッショ ン ・ ポリシーに沿って、「英語j を必須

とし、「理科j を選択必須とする 3 科目入試に改め、選抜並びに 「特待生J 「減免

奨学生」の選出も行う。

このよう に、毎年、前年度の入試結果を踏まえて、 入学者受入れ方針に沿った学生受入

れ方法の工夫を PDCA サイクルで実施している。

【資料 2・ 1・9 ］ 平成 25 年度第 1 回入試 ・ 募集委員会議事録

2-1－③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

・ 各学部、 各学科の過去 5 年間の入学定員、入学者数は、 「エ ピデンス集 （データ編）」 表

2-1、表 2・3 に示すとおり である。

【資料 2-1・ 10］「エビデンス集 （データ編） 」 表 2・ 1、表 2・3

・人間社会学部国際観光学科の入学定員充足率 （春季入学）は、平成 22(2010）年度には

62%であったが、平成 23(2011）年度は 78%に上昇し、平成 24(2012）年度は 71% と 一時

減少したが、 これは東 日本大震災等によ る外国人留学生の志願者減に起因 したもので、

平成 25(2013）年度は 74%、 平成 26(2014）年度は 81% と改善の方向へ進んでいる。
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・人聞社会学部社会福祉学科の入学定員充足率は、平成 22(2010）年度 52%、平成 23(2011)

年度 45% と低迷していたが、平成 24(2012）年度は 79% と大幅に上昇し、平成 25(2013)

年度 66%、平成 26 年度（2014）年度 70% と改善の方向へ進んでいる。

・健康管理学部健康栄養学科の入学定員充足率は、平成22(2010）年度 101%、平成23(2011)

年度 123%、平成 24(2012）年度 111%、平成 25(2013）年度 110% と 4 年連続で定員確保

してきた。 ただし、平成 26(2014）年度は、在籍者数と入学辞退の関係によ り、 94% とな

る0

・薬学部薬学科の入学定員充足率は、平成 22(2010）年度には 72%であったが、平成

23(2011）年度 83%、平成 24(2012）年度 96% と上昇し、平成 25(2013）年度に 116%、平

成 26(2014）年度 111% と改善の方向へ進んでいる。

・学部全体の春季入学定員充足率は、平成 22(2010）年度 69%であったものの、平成

23(2011）年度 81%、平成 24(2012）年度 86%、平成 25(2013）年度 90%、平成 26(2014)

年度 90% と上昇している。

・学部全体の春季編入学定員充足率は、平成 23(2011）年度 90%、平成 24(2012）年度 105%、

平成 25(2013）年度 98%、平成 26(2014）年度 106%である。

・学部では人聞社会学部国際観光学科のみが実施している秋季入学定員の充足状況は、現

状では主に中国籍の外国人留学生に依存していることから、 当初、 東日本大震災の影響

に加え、尖閣諸島問題や反日デモといった国際情勢の影響も受け、 平成 23(2011）年度 1

人、平成 24(2012）年度 11 人で、あったが、徐々に回復し、平成 25(2013）年度は 21 人と

なった。 同じく秋季編入学定員の充足率も、平成 23(2011）年度、平成 24(2012）年度とも

50%で、平成 25(2013）年度は 75% となった。

(3) 2-1 の改善・向上方策（将来計画）

2-1ー① 入学者受入れの方針の明確化と周知

・カリキュラム・ポリ シーとデ、ィプロマ・ポリシーとの連動性を高め、 入試・募集委員会

においてア ド ミッション ・ ポ リ シーを精査し、 その周知を更に図ってし 1 く 。

2-1－② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

・インターネット出願制度が九州地区でも導入されてきている。 本学においても、入試募

集活動のチャネルとして、 志願者の利便性からもかつてのホームページと同 じよ うな効

果と利用促進が予測される ことから、現在主流の外部委託型でなく独自でシステム構築

を図り、安価な投資でのインターネ ッ ト出願制度導入を入試・募集委員会で、平成

27(2015）年度に向けて検討している。

・入試・募集委員会において、安定的に学生を確保するための入試制度や薬学部薬学科へ

編入を希望する経済的に就学が困難で学修成績優秀な学生を確保する入試制度等の検討

をする。 また、 募集活動や入試結果に鑑み、入試制度において入試日程、地方試験会場

等の見直しも積極的に展開していくなど絶えず工夫を検討する。

・本学では、国際交流促進のために、かねてより様々な固との異文化交流を 目指してきた。

今後はベ トナム、 ネパール等様々な固からの留学生受入れに力を入れていくために入

試 ・ 募集委員会と国際交流委員会で連携して進める。
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2-1－③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

・今後も志願者増の継続を図 り、適正な学生受入れ数維持のも と安定的な学生確保のため、

教職員が一体となって課題認識と情報の共有化を確固たるものにし問題解決を実践して

いく 。 特に、学士力の向上と国家試験合格者増の実現を 目指す。初年次教育やキャリア

教育等に力点をおき、卒業生の就職率向上を背景に、 広報・説明会・ オープρンキャンパ

ス ・入試制度等の改善 ・発展を PDCA サイ クルで展開し、適切な入学者数を維持する0

・大学院については、各演習担当教員よ り 説明し進学を促しているが学外に対する入試情

報のより積極的な広報に努めてし、 く。

2-2 教育課程及び教授方法

《2-2 の視点》

2-2ー① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2－② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

(1) 2-2 の自己判定

基準項目 2-2 を満た している。

(2) 2ー2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-2－①教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

・長崎国際大学の 「建学の理念」「教育の 目標」、学則に定められている「学部の 目的、 学

科の 目的」 を基に各学部・学科でディプロマ ・ ポ リ シーを策定している。 ディプロマ ・

ポ リ シーを達成するための教育課程編成方針としてカリキュラム ・ポリシーを策定し「履

修の手引」、大学院「履修要項」、「ホームページj で明示している。

【資料 2-2-1】「履修の手引」 ［資料 2-2-2］大学院「履修要項j

【資料 2・2・3］長崎国際大学学則

・ 教育課程は、学位授与の方針、教育研究上の目的及び資格取得との適切性 ・ 整合性に基

づき体系的に編成している。

【資料 2・2・4］長崎国際大学学則

・授業科目は、学則に定められている教育課程に従って、「全学共通科目」「学部共通科目 」

「学科専門科目」及び 「教職に関する科目」 で構成されており 、卒業に要する授業科目

の履修方法、 必修 ・ 選択の別、 配当年次及び単位数を定めている。 また、 授業を講義、

演習、実験、実習、実技及びこれらの併用により行っている。

【資料 2-2・5］「履修の手ヲ｜」人聞社会学部 p.21・27、 p . 56-61、健康管理学部 p.15-18、 薬

学部 p.28-31 ［資料 2-2-6］ 長崎国際大学 学則

・ 学修の成果にかかる評価については、「講義概要 （シラパス）」 に学生の授業における到

達目標、 評価基準、評価手段 ・ 方法をあらかじめ明示しており 、 それぞれに従って評価

を行二っている。

【資料 2-2-7］「講義概要（シラパス）」 全学共通科目、 人聞社会学部、 健康管理学部、薬

学部

・ 教養教育である 「全学共通科目 」 の教育課程は、全学共通教育委員会において、 その編
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成方針が協議される。

【資料 2-2-8］ 全学共通教育委員会規程

【人聞社会学部国際観光学科】

・国際観光学科は、学則第 3 条の 3 において示された 「国際観光学科は、観光及び関連す

る領域の専門的知識・技能を修得し、観光産業・事業、 国際交流、 まちづくり の各分野

で実践的に活動できる人材を育成する」 としづ明確に定められた教育目的を達成するた

めに、各領域に関わる科目を設置している。

【資料 2-2・9］長崎国際大学 学則

・教育目的をより効果的に達成するため、学生のニーズに対応するための 5 つのコースは、

観光ビジネスコース、地域デザイ ンコース、言語・ 多文化コース、スポーツツー リズム

コース、 グローパルツーリ ズムコースであり 、 今年度も コースの改編を検討中である。

【資料 2-2-10］「履修の手引」人間社会学部 p.18-20

【人聞社会学部社会福祉学科】

・社会福祉学科では、社会福祉領域から求められる要請に応えるために、 「社会福祉及び関

連する領域の専門的知識・技能を修得し、 福祉行政 ・ 計画、 福祉臨床、 福祉経営の各分

野で実践的に活動できる人材を育成する」ことを教育目的と して定めている。

【資料 2・2・ 11］長崎国際大学学則

・ カリキュラム ・ポリ シーに基づいて、全学共通科目、 学部共通科目、 学科専門科目一基

幹科目・展開科目ーで構成される体系的なカリキュラム編成を行っており 、 その中核に

は社会福祉士国家試験受験資格取得のための指定科目を配置している。

【資料 2-2-12］「履修の手引」人聞社会学部 p. ill 、 p.56-67

【健康管理学部健康栄養学科】

・ 健康栄養学科では、 「医療 ・ 福祉施設でのチーム医療、 教育 ・ 栄養行政の現場、食品 ・ 医

療企業等で専門知識を活かして活躍できる人材を育成するため、健康と栄養に関する領

域の専門的知識・技能を修得し、健康と栄養の維持・管理の分野で実践的に活動できる、

栄養士、管理栄養士を育成すること J を教育目的とし管理栄養士の国家資格を得ること

を教育目標のひとつに掲げており 、 それを具体的に実現するために、 「管理栄養士養成課

程におけるモデ、ルカリキュラム」 の教育内容に基づいて体系的なカ リキュラム編成を行

っている。

【資料 2・2・ 13］長崎国際大学 学則 【資料 2・2・ 14］「履修の手引」健康管理学部 p.15・ 19

【薬学部薬学科】

・ 薬学科では、「薬学に関する専門知識 ・ 技能を修得し、 医療薬学分野で実践的に活動でき

る薬剤師を育成すること」を教育目的とし、「薬学教育モデ、ル・コアカ リ キュラムj 及び

「実務実習モデ、ル ・ コアカリキュラム」 の教育内容に基づいて、 基礎薬学から臨床薬学

にわたる薬学修得に必要な科目 を編成 ・配置している。

【資料 2-2-15 ］ 長崎国際大学学則、 薬学教育モデル ・ コアカリキュ ラム、 実務実習モデ
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ル・コアカリキュラム、「履修の手ヲIJ 薬学部 p.21・35、 薬学アドバンスト教育ガイドライ

ン

【大学院】

・大学院教育課程の編成は、教育上の目的を達成するために研究科、専攻において協議し

編成される。

【資料 2-2-16 ］ 長崎国際大学大学院 学則 ［資料 2-2-17 ］ 長崎国際大学大学院人聞社会

学研究科規程 ［資料 2・2-18］長崎国際大学大学院健康管理学研究科規程 【資料 2・2-19]

長崎国際大学大学院薬学研究科規程

・大学院では、大学院「履修要項」 に掲載している指針に基づいて科目を設置している。

【資料 2・2・20 ］ 大学院 「履修要項J

2-2－②教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

・教養教育は、本学の建学の理念である 「人間尊重を基本理念に、よ り よい人間関係とホ

スピタリティの探求・実現並びに文化と健康を大切にする社会の建設に貢献する教育 ・

研究」を人材育成の目的として、全学共通教育委員会において教育課程編成方針を策定

している。

・全学共通科目の編成は、全学共通教育委員会の教育課程編成方針を受け、教務委員会及

び学部・学科において、具体的な教育課程の編成・学修支援について審議を経た後、全

学教授会で承認される。

【資料 2・2・21］長崎国際大学全学共通教育委員会規程

【資料 2-2-22 ］ 平成 25 年度全学共通教育委員会議事録

・学科専門科目の編成は、各学科の教学に関する部署又は委員会等においてカリキュ ラム

編成の原案を作成している。編成にあたっては、学則の卒業（第 36 条） 及びディ プロ

マ ・ポリ シ一、 教育研究上の目的、学部・学科の目的、 資格の取得に明記された資格科

目 と の適切性を図りながら教務委員会 と連携し編成される。 人間社会学部は、 学科会議

で協議し、教務委員会において確認された後、 学部教授会で審議され全学教授会で承認

される。 健康管理学部及び薬学部は、 教務委員会において確認された後、学部教授会で

審議され、 全学教授会で承認される。

・「全学共通科目」「学部共通科 目 j 「学部 ・ 学科専門科 目」 の教育編成にあたっては、 学

部 ・ 学科の特性を考慮し、適切に区分を設けた上で、科目 を必修 ・ 選択必修 ・ 選択に分

け、 単位数、配当年次、種別、区分ごとの修得単位数を決め教育課程に明示している。

また、資格取得及び各年次に応じた履修モデ、ルを作成している。

【資料 2・2・23］「履修の手引」人聞社会学部 p.2 1 ・41 、 p.56・67、 健康管理学部 p . 15・ 19、 薬

学部 p.28-34

・ 学生の授業における到達目標及び成績評価を明確にするため、 「講義概要 （シラパス） 」

を平成 23(2011）年度に自己点検・評価委員会の意向を受け、教務委員会で見直しを行っ

た。 教務委員会においてガイ ドライン 「シラパス作成の手引き」を策定した。 また、 観

点別に授業における到達目標が記載された個所と評価手段・方法が、一 目 でわかる よう

記載項目 ・内容の一部を改訂した。
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【資料 2・2・24］平成 24年度第 6 回教務委員会議事録、平成 25 年度第 7 回教務委員会議事

録、資料「シラパス作成の手引き」

・「講義概要（シラパス） 」には、 授業のねらい ・概要を記載しており、学生の授業におけ

る到達目標を 4 観点 （「関心・意欲・態度」、「思考・判断」、「技能・ 表現」、「知識・理

解J ） に分け明記している。成績評価については、受講者の到達目標に対応して評価基準

及び評価の手段、評価比率を記載し、 学修に対する 目 的意識・学修意欲を高めている。

「講義概要（シラパス）」は、全学生に配布しホームページに掲載している。

【資料 2・2・25］「講義概要（シラパス） J 

・シラパスについては第三者のチェ ックを行っており、 教務委員会において各学科へ依頼

し、学科長が点検している。加筆・訂正が必要な場合は、担当教員に連絡し変更してい

る。

【資料 2・2・26］平成 25 年度第 8 回教務委員会議事録 ［資料 2・2・27 ］ シラパスチェ ッ ク

実施管理表、シラパス作成依頼資料 【資料 2-2-28］「講義概要（シラパス）」

・ポートフォリオの全学的な導入を検討し、平成 25(2013）年度 4 月 から学生 ・教員が利用

でき るよ うにした。 利用にあたっては、各学年のオリエンテーショ ンで 「ポート フォリ

オの利用方法」 を配布 し、説明するとともに 1 年次生には 「コ ンビュータ基礎演習」 で

利用方法を説明している。また、教員に対しても平成 24(2012）年度に FD 研修会を 3 回

開催しボートフォリオの導入意義について説明をするとと もに具体的な操作方法につい

ても説明を行い、 4 月 からの活用を目指した。 平成 25(2013）年度は FD 研修会を 2 回開

催し定着を図った。

【資料 2・2・29］平成 26 年度人聞社会学部 ・健康管理学部オリエンテーシ ョ ン 日程、 平成

26 年度薬学部薬学科オリ エンテーション 日程

・平成 24(2012）年度よ り 、各学科にポー トフォ リオ推進のために担当教員を決めるよ う教

務委員会から依頼し、教員及び学生への推進を図った。 平成 25(2013）年度のポート フォ

リオの使用状況は、教員で約 8 割、 1 ・ 2 ・ 3 年次生はほとんどの学生が利用している。

また、平成 25(2013）年度から学内無線 LAN を整備し、どこにいてもイ ンターネ ッ ト接

続でポート フォリオが利用できるよ う になった。 学内無線 LAN の整備によって講義等

において ICT の幅広い活用ができる よ う になった。

［資料 2-2-30］ 平成 24 年度第 2 回臨時教務委員会議事録

・ 英語演習の授業については、入学時にプレイスメ ン トテストを実施し、 習熟度別に 40

人前後のクラス編成を行っている。 また、英語教育については、平成 26(2014）年 4 月に

CALL システムを新たに導入し、 2 人のネイティ ブ専任教員を新たに配置し、語学教育

の充実を図ることとした。

・ 授業改善を図るため自己長検・評価委員会において、 「授業アンケー ト 」 「在学生アンケ

ー ト j 「卒業生アンケー ト」 を実施しており、改善すべき事項を学科会議、 教務委員会、

学生委員会、 学部教授会で協議し改善に努めている。 また、教員相互の授業公開も実施

し授業改善に取り組んでいる。

・単位制度の実質化の観点から履修登録単位数の上限制度（CAP 制） を設けている。平成

23(2011）年度に履修登録単位数について見直しを行った。 人聞社会学部は、 50 単位を上

限としていたが、平成 24(2012）年度入学者よ り 48 単位へ変更 し、 健康管理学部健康栄
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養学科・薬学部薬学科は、専門科目の特性及び原級留置制度を考慮し再度、学科と協議

の上、平成 26(2014）年度入学者より 50 単位から 48 単位へ変更した。

【資料 2-2-31］平成 25 年度第 3 回全学共通教育委員会議事録、平成 25 年度第 10 回教務

委員会議事録

・「データ編」表 2・7、表 2・8 において、 履修登録単位数の上限単位を超えて単位を修得

している学生は、教職課程履修者、在宅医療・福祉コ ンソーシアム長崎事務局が提供し

た科目の履修者である。また、社会福祉学科に所属する介護福祉ク ラス生及び年間の

GPA値が 2.5 から 3.0 未満の学生は 2 単位まで、 3.0 以上の学生は 4単位まで上限単位

数を超えて履修登録を認めている事に該当する者である。

【資料 2-2-32］「データ編」表 2-7、表 2-8

・学生の履修登録にあたっては、担当教員が指導を行 う 。 学生の科目の修得状況を確認し

進級・卒業の要件を満たしているか、資格取得にあたって履修科目に間違いがなし、か等

の確認を行っている。なお、「履修登録届」を提出する際は、担当教員の確認印を必要と

している。

【資料 2-2-33］長崎国際大学履修規程、平成 26 年度履修登録についてのご連絡

【全学共通科目】

・全学共通科目は、「導入」「人間理解j 「国際理解j 「社会理解」「白然理解」に区分し、本

学の建学の理念である人間尊重を基盤と した科目、各学部・学科で学修を行うにあたっ

ての基礎基盤となる科目等を配置しており、学生が幅広い教養を修得できることを目的

としている。

・「導入J 科目の「教養セミナ~A · BJ は、 1 年次全員必修としている。社会人としての

一般常識、教養教育の基礎となる文章処理能力、思考力、自分自身の考えを発表でき る

プレゼンテーション能力等を養うことを目的とし少人数による教育を行っている。

・「人間理解」科目は、人問、文化、 芸術についての教養 ・知識を深める科目と、生涯を

通じての健康保持増進、スポーツの習慣・知識、ボランティアの精神を身に付けること

を内容とする科目によって構成されている。なかでも 「ホスピタリ ティ概論」では、建

学の理念である人間尊重の精神を学ぶものとして、全学部・学科で必修となっている。

また、「茶道文化J は、学校法人九州文化学園が創立以来その人間教育の柱としてきた茶

道とその文化を学ぶ内容で、 1 年次から順次履修する。

・「国際理解」 科目は、 社会の国際化が進む中で、コミュニケーション技能に配慮した外

国語科目、国際感覚と理解を深めるために国際社会へのアプローチを目的とする国際関

係科目 、その他留学生のための科目で構成されている。外国語は、英語を必修科目と し、

それ以外に中国語、コ リ ア語、フランス語を配置している。なお、平成 26(2014）年度入

学生から留学生を対象とした「日本語入門 A ・ BJ 「日本理解 A· BJ の 4 科目 を新設し

た。

・「社会理解」科目は、社会の成り立ちゃ諸問題を解明するための科目が配置されている。

また、「学際連携研究」 「地域の理解と連携」「在宅医療概論」は、本学に開設されている

他学科の現状や課題を理解し、学問問の結ひ、つきや地域と積極的に関わることを目的と

しており 、必修科目又は選択必修科目としている。薬学部生は、「統計学」が必修科目と
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なっている。留学生には、「異文化適応演習 A ・ BJ を開設している。 平成 26(2014）年度

入学生からは「日本事情 I ｷ II 」 を「国際理解」よ り 移設し社会理解分野の充実を図っ

た。

・「自然理解」科目は、自然科学関連科目 を配置し自然に属する諸現象、法則を取り扱う 。

情報処理の知識や技能を身に付ける 「コ ンビュータ基礎演習 I Aｷ I B」を必修科目 とし

て配置している。 自然理解の基礎となる科目を配置してお り教育を通して論理的かつ柔

軟な思考力を養う 。

【資料 2・2-34］「履修の手引」 人聞社会学部 p.16-18、健康管理学部 p.11 - 12 、 薬学部 p.23 -24

【人聞社会学部国際観光学科・社会福祉学科】

・「キャ リア開発A ・ B·C」 は、キャリアデザインについて学ぶ必修科目 として各科目 2

単位、合計 6 単位を配置している。 「キャリア開発 A」 は、 社会人として働くこと の意

義を理解し、卒業までに どのような学生生活を送るべきかを考える。 「キャリ ア開発 B」

は、基礎学力・社会人基礎力の重要性を理解させ、自分自身のキャリアプランについて

考える。 「キャリ ア開発 C」は、社会人と しての心構えや望ましい職業観を身に付ける。

これらの科目 は、本学教員だけでなく外部より 講師を招き講義を行 う 。

【資料 2-2-35 ］ 「履修の手引」 人間社会学部 p. 18、 p.47、 「講義概要 （シラパス） J 人間社

会学部 p.1-6

【人聞社会学部国際観光学科】

・ 教養セミナーでは、 学修への取り組み姿勢の構築のために合同授業を実施している。 ま

た、国際観光学科教員で執筆したテキス ト 「観光の地平」 を読んだり 、 まとめたり 、 発

表したりすること によって、聞く・話す ・読む・書く能力の向上を目指している。

【資料 2・2-36］「履修の手引」人間社会学部 p.16、「講義概要（シラパス） 」 全学共通科目

p.1・2 、 p.9・ 10

・ 国際観光学科では、 4 年間の学修の集大成として、 卒業研究を必修科目としている。卒

業研究は、 各コースの専門的知識の修得を前提と して作成されるため、 専門演習の指導

体制を強化して対応してきた。卒業研究に取り組むことにより、専門知識修得の確認を

している。 卒業研究は、「卒業研究要旨集」と してまと め、 公表している。

【資料 2・2- 37］「履修の手引」 人聞社会学部 p. 18、 「卒業研究要旨集j

・ 教育課程は、 「学科共通科目」「コース科目」及び 「専門演習等j の 3 区分から構成され

必要な知識と技能を体系的に修得できる よ う にしている。 また、学生が、資格取得や将

来の進路に結びつく よう にコースを設定している。 「グローパルツーリズムコースJ につ

いては、 英語力を集中 して育成するため、 1 年次からコースに所属し、 その他は 2 年次

からコースに所属する。

【資料 2-2・38 ］ 「履修の手引」 人間社会学部 p.18-20

・「学科共通科目」 は、観光と国際理解の基礎となる科目、観光の視点からの国際的な地

域研究、観光及びスポーツにおける文化的・ 歴史的学びの基礎となる科 目 から構成され

ており 、 必修科目 6 科 目 12 単位と選択必修科目 1 科目 2 単位を含め修得単位が 30 単位

以上となるよ うに科目 を選択、 履修する。
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【資料 2・2・39］「履修の手引」人聞社会学部 p.4

・ 学科共通科目の 「国内観光研修」「海外観光研修J 「語学研修」「イ ンターンシップJ は、

2 単位以上選択必修と なっている。 「イ ンターンシップ」は、長期インターンシップとは

異なり、期間は 2 週間である。

【資料 2・2・40］「履修の手引」人聞社会学部 p.22

・「コース科目」は、「観光ビジネスコース」「地域デザインコースj 「言語 ・多文化コース」

「スポーツツーリ ズムコース」「グローパルツーリ ズムコース」 の 5 つの専門コース別

に導入しており、学生が専門的な学修をより深められるよう 、 また、 資格取得や将来の

進路に結びつくように各コースに専門科目を配置している。 コースにおいて取得できる

資格について履修モデルを示している。 単位の修得にあたっては、平成 25(2013）年度ま

では所属するコースから必修 6 単位を含む 20 単位以上を選択履修とし、 全てのコース

から 20 単位以上を修得する こと と していたが、 「スポーツツーリ ズムコース」 は、平成

26(2014）年度からは、必修 8 単位、「グローパルツー リズムコースj は必修 28 単位を修

得することとしている。

【資料 2-2-41］「履修の手引」人聞社会学部 p.22、 p.28-41

・専門演習等は、専門領域で研究課題を設定して行う「専門演習 I Aｷ I B ｷ IIA • II B ｷ 

IIIA ｷ IIIB」「卒業研究J から構成されており必修科目としている。 「専門演習 I Aｷ I B」

は、 2 年次に配置される専門領域での演習で、各コース学修の導入と して位置づけられ、

専任教員が学生の志向を考えなが ら、学修方法や課題に向けての資料の整理、レポート

作成などについて指導にあたる。 「専門演習 IIA ｷ II B」 は、 3 年次に配置され、専任教

員の指導のもとで文献調査あるいは実習を行って課題を分析し、その概要と結論を発表

する。「専門演習IIIA·IIIB」 は、 4 年次に配置され、 「専門演習 I A ・ I B ｷ IIA ｷ II B」

をもととした専門領域の学びである。各コース、ゼミ における学びの集大成として卒業

研究を作成する。専門演習各 1 単位の合計 6 単位、 卒業研究 4 単位の合計 10 単位を必

修と している。

【資料 2-2-42］「履修の手引」人聞社会学部 p.22

・「観光ビジネスコース」は、ホテルなどの宿泊業、旅行代理店などの旅行業、 テーマパ

ークなどのリゾート産業、鉄道・航空などの交通業、 レストランなどの外食産業につい

ての事業展開や企業経営の仕組み、マーケティング戦略などを学ぶ科目で構成されてい

る。旅行業務取扱管理者の資格取得のための科 目や、ホテル業界でリ ーダーとして活躍

する人材を育成することを目的と した 「ホテル経営管理者養成課程J も配置している。

【資料 2-2-43］「履修の手引」人聞社会学部 p.33-34

・「地域デザインコース」は、「地域づくり 」の理論と実践を学修するために、地域資源の

活用と保護について学ぶ。 具体的には、都市計画やリ ゾート計画、イベン ト開発などの

成功例を教材にした科目で構成されている。学芸員の資格取得のための科目も配置して

し、る。

【資料 2・2・44］「履修の手引」人聞社会学部 p.28-29

・「言語・多文化コース」は、英語 ・中国語・コリ ア語並びに 日本語について学ぶ科目で

構成されており、 TOEIC などの語学能力検定の資格、英語教員、日本語教員の資格の

取得を目指す。 これによ り、英語教員や日本語教員と して、 更には宿泊業 ・ 旅行業 ・ サ
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ービス業などの観光業と観光関連産業の従事者として活躍しうる国際交流の能力を身に

付ける。

【資料 2-2-45］「履修の手号｜」人聞社会学部 p.30-32

・「スポーツツーリズムコース」は、スポーツを実践したり観戦したりする人々に注目 し、

スポーツの成り立ちゃ仕組み、関連するモノやサービスの経済活動、スポーツク ラブの

運営や店舗の経営などを学ぶ。 教員免許（保健体育） やスポーツ指導者、健康運動実践

指導者といった、 競技指導と施設運営に関わる資格を取得する科目 も配置している。

【資料 2・2・46］「履修の手引」人聞社会学部 p.35・39

・「グローパルツーリズムコース」は、観光の専門知識を持ったグローパル人材の育成を

目指している。 1 年次 ・ 2 年次に集中して英語力をつけるための科目 を履修する とと も

に 2 度の海外留学として 1 年次の短期留学（ 1 か月 ）や 2 年次後期の留学 （6 か月 ）で、

国際的な教養と国際感覚を養う 。 3 年次、 4 年次には、観光の専門科目と英語で行われ

る専門科目を配置し、留学から帰国後も授業内外で英語を使う環境を維持してコ ミ ュニ

ケーション能力が高められるよう に している。

【資料 2-2-47］「履修の手引」人聞社会学部 p.40-41

・ 教員免許取得に関しては、指定された科目 を修得すれば、卒業と同時に 「中学校一種 （社

会 ・英語 ・保健体育） J と 「高等学校一種 （地理歴史・ 英語 ・保健体育） 」 の教員免許状

を取得できる教育課程編成となっている。

【資料 2・2・48］長崎国際大学教育職員免許状に関する規程、「履修の手引」 人聞社会学部

p.72・76

・「長期イ ンターンシップ」は、 ハ ウステンポス株式会社（以下「ハウステンポスj とす

る ） の協力のもと、最大前期 8 単位、 後期 6 単位と い う構成である。 前期はゴールデ、ン

ウィーク と夏季休暇、後期は冬季休暇と春季休暇よ り 成り 立ち、ホテルやパークの業務

を体験する。 履修者は、 平成 23(2011）年度に 12 人、 平成 24(2012）年度には 34 人、 平

成 25(2013）年度には 35 人と増加している。 この長期イ ンターンシップは、学部必修科

目 「キャ リ ア開発 AJ の中でイ ンターンシップの報告会を実施するなど関連性を持たせ、

教育効果を高めている。 長期インターンシップ参加者の中から、 数人はハウステンボス

に採用されている。

［資料 2-2’49 ］ 平成 25 年度第 2 回学科会議議事録、 平成 25 年度第 11 回学科会議議事録、

「2013 年度長期イ ンターンシップの手引き 」 p.2

・ コースイベン ト と して、 毎年、観光ビジネスコースでは 「旅行プランコ ンテス ト J ( 1 月 ） 、

地域デザインコースでは「Made in Sasebo フォトコ ンテスト J (11 月 ） 、言語・ 多文化

コースでは「ょうこそ Japan 外国語コ ンテスト J ( 12 月 ）、スポーツツーリズムコース

では講演会 「ト ップアス リートに学ぶ」 （年 2 回） を 、 実施している。 平成 25(2013）年

度の 「旅行プランコンテス ト」 への応募数は 「佐世保市を中心とする着地型旅行プラン」

が 91 件、「観光研修プラン」 が 85 件と なった。 「Made in Sasebo フォトコンテスト 」

は、平成 25(2013）年度は高校生向けのコンテストを実施し、 42 作品の応募があった。 3

ヶ国語を使用し発表する 「ょう こそ Japan 外国語コンテス ト」 の参加者は、平成 24(2012)

年度は 9組 18 人、 平成 25(2013）年度は 6 組 12 人であった。 「スポーツツーリ ズム コー

ス」 では、「 ト ップアス リート に学ぶ」 と題した講演会を平成 25(2013）年度には 11 月 と
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12 月に開催し、知見を深めた。このように各コースでイベントを実施することによ り 、

学びを深化させる仕組みが構築されている。

【資料 2-2-50］平成 25 年度第 9 回学科会議議事録、平成 25 年度第 11 回学科会議資料

9,10・ 1, 11,12・ 1、平成 25 年度第 11 回学科会議議事録

・平成 25(2013）年度よ り 、実践的な英語を学ぶ機会を提供するため、フィリ ピン・ライ シ

ュウム大学での 1 か月の短期留学が企画実施された。平成 25(2013）年度の短期留学には、

国際観光学科の学生 10 人が参加した。 語学力の向上を目指す学生に対して、 多様な留

学の機会を提供する体制を整えている。

【資料 2・2・51］平成 25 年度第 2 回学科会議議事録、平成 25 年度第 5 回定例人聞社会学部

教授会議事録

【人聞社会学部社会福祉学科】

・学則及び履修規程において、卒業要件単位数を 124 単位とし、その内訳は、「全学共通

科目 J を 32 単位、「学部共通科目 J を 6 単位、「学科専門科目」を 80 単位、本学に開講

されている全領域の科目及び単位互換認定科目から 6 単位としている。

【資料 2・2・52］長崎国際大学学則、「履修の手引J 人聞社会学部 p.56・57

・社会福祉学科では、「厚生労働省J 指定科目の単位を修得することにより 、社会福祉士・

精神保健福祉士・介護福祉士（介護福祉クラス所属学生） の国家試験受験資格が得られ

る。 また、「健康・生きがし、づくり財団」 指定科目の単位を修得することにより「生きが

い情報士」試験の受験資格が得られる。 これらを「指定科目読み替え表」 として「履修

の手号IJ に明示し、教育課程に資格取得に必要な科目 を体系的に配置し、 履修モデルを

明示している。

【資料 2-2-53］「履修の手引」人聞社会学部 p.63-67、長崎国際大学学則別表第 5、長崎

国際大学学則別表第 6、長崎国際大学学則別表第 7、 「「生きがい情報士」 養成カリキュ

ラム表（平成 25 年度）読み替え表」

・社会福祉学科の専門領域科目 は、「基幹科目」 と 「展開科 目」 から構成されている。 「基

幹科目 J は、社会福祉、相談援助の基本となる理念、歴史・現状、法制を理解し関心を

高めるための科目、その実践にあたって基礎となる医学や介護学に関する科目及び心理

学、社会学に関する科目並びに高齢者、障がし1者、 児童の福祉、社会保障、公的扶助に

関する科目、相談援助技術の講義、演習、 実習科目 から構成されている。 また、社会福

祉士、 精神保健福祉士、介護福祉士の現場配属実習を行 う にあたって、 事前に修得しな

ければならない科目を配置しており、その「基幹科目 」 より、必修 13 単位を含む 50 単

位以上を選択履修する。 また、学科専門科目から 10 単位を選択履修することとしてい

る。

【資料 2-2-54］「履修の手引」 人聞社会学部 p.56-57、 p.63-67、社会福祉学科履修モデル

・「展開科目」 は、学生の資格取得希望に配慮して、 「社会福祉（地域・ 行政）」「医療 ・ 精

神保健J 「介護」の各分野の科目が配置されている。 各分野での重要事項について、関係

する理論・技術、実習などについての理解を深め、実践に役立たせる。 こ の 「展開科 目 」

の中から、 必修 4 単位を含む 20 単位以上を選択履修することになっている。これに加

えて 「基幹科目」 及び 「展開科目 J から 10 単位を選択履修するこ と としている。
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【資料 2・2・55］「履修の手引」人聞社会学部 p.56・57、 p.63-67、社会福祉学科履修モデ、ル

・全学年を通して、開講される少人数ゼミ（「教養セミ ナー」「専門基礎演習」「専門演習」

「卒業研究」） を中核としなが ら、それぞれの学生は社会福祉への問題意識を形成し、各

自の問題を探求し深めてし1 く。 4 年次については、 3 年次の「専門演習」 の担当教員が

引き続き指導し、 4 年間の学びの集大成として「卒業研究」をまとめ上げると同時に、

その過程において中開発表会、卒業研究発表会を行っている。

【資料 2-2-56］「履修の手引」人聞社会学部 p.56-57、卒業論文中開発表会資料、 卒業論文

発表会資料

・教育課程は社会福祉士養成カリキュラムを中心に据え、併せて精神保健福祉士、介護福

祉士も希望に応じて取得できるような構成のカリキュラムとなっている。 また、各資格

に応じて現場配属実習を行う 。

【資料 2・2・57］「履修の手引」人聞社会学部 p.56・60、 p.63-67、社会福祉学科履修モデル

・精神保健福祉士については、「社会福祉原論A· BJ 等の社会福祉士との共通科目と 「精

神医学A·B」「精神保健A·B」等のほか、精神保健福祉にかかる「相談援助演習J 「相

談援助実習」「相談援助実習指導j で構成されている。

【資料 2・2・58］「履修の手引」人聞社会学部 p.56-60、 p . 66

・介護福祉士については、「社会の理解J 等の「人聞と社会」 に関する科目、「介護概論 I

A ・ I B」等の「介護J に関する科目、 「発達と老化の理解 I ｷ II J 等の「こころとから

だのしくみ」に関する科目及び「介護における医療的ケア I ｷ IIJ （「医療的ケアに関す

る科目 J ）という構成となっている。

【資料 2・2・59］「履修の手引」人間社会学部 p.56・60、 p.65

・各自のキャリアプランと資格取得を考えるためのオリエンテーションを、 1 . 2 年次 12

月に実施している。

【資料 2-2-60］年末オリエンテーショ ン、 2 年生オリエンテーション資料、 2013 年度学科

運営体制

・社会福祉士現場実習については、 2 年次に事前に施設の見学を行っている。 3 年次以降、

実習を行う前に、各施設から職員を招き、各施設の概要・職員の業務内容をはじめ実習

の注意事項を確認するための事前指導を行う。また、終了後も実習先施設の職員、教員、

学生に対して報告会を行い、最終的には報告集をまと めるなど、事後指導にも力を入れ

ている。

【資料 2・2・61] 2013 年度見学実習について、第四回長崎国際大学実習報告会

・社会福祉の人材育成の最終目標としての国家試験合格を 目指すための演習科目として、

「社会福祉総合演習 （福祉専門） J 「社会福祉総合演習（福祉共通） J 「社会福祉総合演習

（精神）」「社会福祉総合演習（介護） J を配置し、学んだ知識の総点検を行っている。

【資料 2-2-62］「講義概要 （シラパス） J 人聞社会学部 p.411-416

・ 教員免許取得に関しては、指定された科目を修得すれば、卒業と同時に「高等学校一種

（福祉）」の教員免許状を取得できる教育課程編成と なっている。

【資料 2-2-63］「履修の手号｜」人間社会学部 p.61

・ 授業方法の改善を進めるための組織体制については、 大学全体の授業公開のほか、社会

福祉学科独自の「相互研究授業」 を全教員を対象として実施し、改善のための努力を続
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けている。 さらに、「授業評価アンケー ト」の評価点や自 由記述から、 改善が必要と思わ

れる授業担当者に対して、 学科長が面談を行い、 改善に努めている。

【資料 2-2-64］平成 25 年度第 3 回学科会議議事録、 社会福祉学科 2013 年度公開授業・

相互研究授業実施報告、 「授業アンケー トを踏まえての取り組み」

・平成 25(2013）年度には、学科内に 「教育内容向上委員会」を設置し、 カリ キュラム ・ マ

ップ、カリキュラム・ ツ リーを再点検する作業を通して体系性を模索してきた。 その過

程で、 各学年のゼ ミ （「教養セミナーJ 「専門基礎演習」 「専門演習」「卒業研究J ） それぞ

れ目標の明確化・共有化と 目標へ到達するための教育内容 ・ 方法の情報共有化を図るこ

と できた。

【資料 2-2-65］社会福祉学科カリキュ ラム ・マップ、 カリ キュラム ・ ツリ ー、教育内容向

上委員会報告

【健康管理学部健康栄養学科】

・学則及び履修規程において、卒業要件単位数を 124 単位としている。 その内訳は、 「全

学共通科目」を 28 単位、 「学科専門科 目」を「基礎J から必修 38 単位を含む 40 単位、

「基幹J から必修 44 単位を含む 46 単位、「関連J から必修 3 単位を含む 6 単位の総計

92 単位、本学に開講されている全領域の科目及び単位互換認定科目 を 4 単位と している。

管理栄養士の育成を目的としている こ とから管理栄養士と して必要な知識を身に付ける

ため、「学科専門科目 J 92 単位のうち 85 単位が必修科目 となっている。

【資料 2・2・66］「履修の手引」健康管理学部 p.13 、 p.15

・定められた科目 を履修して単位を修得すること により 、 国家資格である管理栄養士の国

家試験受験資格が得られる。 また、栄養士、 食品衛生管理者 （任用） 、 食品衛生監視員 （任

用）の資格を取得する ことができ る。 資格取得にあたっては、指定基準によ る教育内容

及び単位数を基本として教育課程を編成し、教育研究の目的と兼ね合わせた科目 を配置

している。

【資料 2-2-67］「履修の手引」 健康管理学部 p.3 1-34

・ 専門教育は、「基礎J 「基幹」「関連J に区別されている「学科専門科目」の履修によって

行われ、 それぞれ順次年次を追って、体系的に学修できる よう に教育課程が編成されて

いる。 学生の体系的学びをサポートするために各専門科 目 の開講年次を定めており 1 年

次から専門科目 を履修する こ と ができ る。それぞれの授業の到達目標を達成するために、

授業の形態や内容に応じて色々な工夫を取り入れている。 また、 栄養教諭一種の教員免

許状を取得できる教育課程を編成している。

【資料 2-2-68］「履修の手引」健康管理学部 p.35-40

・「基礎J 科 目 は、 1～4 年次に配当され、管理栄養士が必要とする多様な専門領域に関す

る基本的な能力を養う こ とを基本と し、 その職務遂行に必要な知識と技能を修得する基

盤となる科目であ り 、 「社会 ・ 環境と健康」 「人体の構造と機能 ・ 疾病の成 り 立ちJ 「食べ

物 と健康」 の 3 領域で 3 1 科目から構成されている。

【資料 2-2-69］「履修の手号｜」 健康管理学部 p.15

・ 1 年次の 「基礎」 科 目 である 「健康栄養入門」 では、 管理栄養士の社会的役割や具体的

な業務内容についての授業を行うことで健康と栄養への興味と関心を深め、 4 年間の学
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修を動機付ける機会にしている。

・「基幹J 科目は、全ての専門領域と関連の深い栄養学の基盤となる「基礎栄養学J を 1

年次に、その他は 2～4 年次に配当され、 1）管理栄養士に必要とされる知識、技能、態度

及び考え方の総合的能力を養うこと、 2）チーム医療の重要性を理解し、他職種や患者と

のコミュニケーショ ンを円滑に進める能力を養うこと、 3）公衆衛生を理解し、保健・医

療・福祉・介護システムの中で栄養・ 給食関連サービスのマネジメ ントを行うことがで

きる能力を養うこと、 4）健康の保持増進、疾病の一次、二次、三次予防のための栄養指

導を行う能力を養うことを基本とし、「基礎栄養学j 「応用栄養学J 「栄養教育論j 「臨床

栄養学j 「公衆栄養学j 「給食経営管理論」の各分野を構成する。

・「基幹J 科目のうち 3、 4 年次に「臨地実習 I （給食の運営）」「臨地実習 II （給食経営

管理）」「臨地実習III （公衆栄養学） J 「臨地実習N （臨床栄養学） J を、必修科目として学

外で実習を行 う。 病院、保健所、福祉施設、学校等が実習先と なっており 、実習施設か

ら職員を招き事前学習を行うなど密度の濃い実習を行っている。 3 年次の 「基幹J 科 目

である「総合演習 I j では、学外実習である「臨地実習」に臨むにあたり 、実習先に応

じた実習内容と実習課題について実務経験教員を中心と した懇切丁寧な指導を行うとと

もに、実習に共通して必要な言葉遣い、話し方、態度、姿勢、コミ ュニケーショ ン方法

などについての指導、 また実際的な事例を挙げて実習グループ単位でロールプレイング

形式による指導を実施している。

【資料 2・2-70］平成 25 年度臨地実習事前指導予定表

・「関連J 科目は、学科専門科目の中にあって、 1 年次に配当される包括的、基礎的性格

を有する科目 と して 「栄養の生物学J 「栄養の化学演習」「基礎化学実習」、 3 年次に配当

される科目として、社会が求める特定専門領域の基礎知識を有する実践的管理栄養士の

養成を目指す「栄養学応用演習 I ｷ II 」 「栄養英語j 、 4 年次に配当される管理栄養士受

験資格を得るために履修を必要とする科目として「栄養学専門演習J 「管理栄養士演習」

及び専門教育の集大成として設置されている 「専門研究指導」 から構成されている。 「専

門研究指導」にあたっては、担当教員が各学生の進度 ・能力に応じて個別に指導してい

る。

【資料 2・2-71］長崎国際大学学則

・健康と栄養に関する専門的知識・技術を修得するため、「栄養の生物学」 「栄養の化学演

習j の受講にあた り、 それぞれ生物と化学のプレイスメン トテス ト を実施し、習熟度別

にそれぞれ 2 クラス編成によ り授業を行い、学生の理解度が高まるように配慮している。

さらに、化学の理解度の低い学生を対象とした化学の基礎の補習を行うリ メデ、イアル教

育を実施している。

【資料 2・2・72］平成 26 年度第 2 回健康管理学部教授会議事録

・ 1 ・ 2 年次の学生は、 1 年次の 「教養セミナー」 の担当教員が分担して、 各学年の学生の

指導を行い、 3 ・ 4 年次は、「専門研究指導」 の配属教員によって学生の指導が行われる

ようにしており、学生と全教員が日常の学生生活の中で常に触れ合い、十分なコミュニ

ケーショ ンがとれる よ う にしている。

【資料 2-2-73］平成 26 年度第 1 回健康管理学部教授会議事録

・ 4年次には、 1～3 年次までに修得した学修内容の総括的な復習を 「関連」 科目である「栄
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養学専門演習」「管理栄養士演習j 及び「基幹」科目である「総合演習H」で実施し、管

理栄養士資格取得に向けての集中的な学修指導を実施している。

【資料 2-2-74］平成 26 年度第 2 回健康管理学部教授会議事録

・健康と栄養の関わり、社会における管理栄養士の多岐にわたる使命や役割を理解し、管

理栄養士を目指す気持ちを育むため、 1 年次生の管理栄養士を目指す動機付けの導入科

目である「健康栄養入門」の単位数を現行の 1 単位から 2 単位に変更し、導入教育の充

実を図ることとした。また、臨床の現場で必要な栄養管理と薬の関係を学ぶ科目である

「栄養と薬」の単位数を現行の 1 単位から 2 単位に変更し、栄養と薬の関係のより高度

な知識の修得を図ることとした。平成 26(2014）年度よ り 実施する。

【資料 2-2-75］平成 25 年度第 5 回学部教授会議事録、平成 25 年度第 4 回教務委員会議事

録、平成 25 年度第 5 回全学教授会議事録

・「臨地実習N （臨床栄養学） 」 の開講年次を 4年次から 3 年次に変更し、 3 年次開講であ

る「臨地実習 I （給食の運営）、臨地実習 II （給食経営管理）」と連携させ、実習内容の

充実を図ることとした。 平成 26(2014）年度より実施する。

【資料 2-2-76］平成 25 年度第 5 回学部教授会議事録、平成 25 年度第 4 回教務委員会議事

録、平成 25 年度第 5 回全学教授会議事録

・入学予定者に対して、入学後の学修が円滑に進むように化学と生物の要点をまとめた問

題集を作成し、入学予定者に送付して、解答させる様式での入学前教育を実施している。

【資料 2・2-77］入学前教育の問題集（化学と生物）

【薬学部薬学科】

・「薬学教育モデ、ル・ コアカリキュラムJに準拠した薬学科専門教育科目は、 「物理系薬学」 、

「化学系薬学」、「生物系薬学」、「健康と環境」、「薬学と社会」、「医薬品をつくるJ 、「薬

と疾病J 及び「薬学実務実習」の 8 分野で構成され、 更に 「総合演習」及び「卒業研究」

を開設している。

【資料 2-2-78］「履修の手引」薬学部 p.21-27

・薬学科では、医療薬学領域を重視し、 「生物系薬学J と 「薬と疾病j の分野を特に充実さ

せている。 さらに、他学部との連携による教育システムも導入している。 食生活を含め

た総合的な健康増進を支援するアド、パイザーとして必要な専門知識を広く修得するため

に、健康管理学部と連携し 「栄養学J 「臨床栄養学J を開講している。また人聞社会学部

と連携し高齢者医療 ・ 在宅医療に重点を置いた 「臨床心理学」「ヘルスカウンセリング」

「介護概論」を開講している。

【資料 2・2-79］「履修の手引」薬学部 p.21・22

・ 6 年間にわたる薬学教育は、 「基礎薬学→専門薬学→臨床薬学」 の流れに沿って系統的に

実施されている。 この教育の流れの節目に際して、学生が修得した知識 ・ 技能を整理し

確実に身に付けるために「総合演習J が設置され、「総合演習 I J (4 年次）、「総合演習

II J (5 年次）及び「総合演習IIIA • IIIB」（6 年次）を開講している。

【資料 2-2-80］「履修の手号｜」薬学部 p.30-31

・ 薬局薬剤師及び病院薬剤師を目指す学生の推奨履修モデ、ルを提案している。また、「全学

共通科目」「学部 ・ 学科専門科目 J の教育編成にあたっては、 適切に区分を設けた上で、
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科目 を必修・選択必修 ・選択に分け、単位数、配当年次、 種別、区分ごと の修得単位数

をカ リキュラム表に明示する とと もに卒業すると取得できる資格並びに薬剤師免許を取

得すると実践できる資格・業務を明示している。

【資料 2・2・81］「履修の手号｜」薬学部 p.28-34、 p.67-68

・導入教育として、薬局・病院・製薬会社を訪問しての「早期体験学習」（ 1 年次）及び長

崎リ ハビリテーシ ョ ン病院での 「臨床体験学習J (2 年次） を実施し、 学生が早期に薬剤

師としての自分の将来像をイメージできるよ う にしている。

【資料 2・2・82 ］ 学生による体験学習報告資料、平成 25 年度早期体験学習ガイ ドブック

・基礎知識の理解をよ り深める目的で、 2 年次よ り 12 の実習科目 を配置している。 また、

5 年次での実務実習がよ り円滑かっ効果的に行われるために、 4 年次において前期 2 科

目と後期 3 科目の事前学習を組んで実施している。

【資料 2・2・83］「履修の手引」 薬学部 p.35

・学生各自がパソコ ン、 タブレット、 スマートフォン等を介して、 時間や場所を問わず

CBT(Computer Based Testing） に関係する問題を解答できる CAI(Computer Aided 

Instruction）システムを平成 20(2008）年から導入している。

【資料 2・2・84] 1 年生前期早期 CAI まと め

・ 平成 24(2012）年度よ り導入教育と して、 1 年次に 「化学演習」「生物学演習」「物理学演

習j を導入し、必要に応じて習熟度別に開講し、基礎学力の定着を図っている。

【資料 2・2・85］「講義概要（シラパス） J 薬学部 p.35・40、 p.71-72、 p . 1-4、 平成 25(2013)

年度基礎化学演習 リメディ アル教育後テス ト結果

・ 推薦入試及びAO 入試の合格者に対して入学前教育を実施している。 薬学科教員が作成

した化学 ・ 物理及び英語の課題を課し、 返送された答案を担当教員が添削 した上で、 解

説書とと もに返送する方式で実施している。また、更に学習を希望する者に対応して、

外部機関の通信教育 （生物・ 物理・ 化学 ・ 英語） を紹介 している。

【資料 2・2・86］平成 23 年度第 5 回薬学部教授会議事録、 入学前教育 （案） 、合格者のみな

さんへ

・ 薬学 FD 委員会では、 平成 22(2010）年度から薬学部教員の授業公聞が実施され、 平成

25(2013）年度まででほぼ全教員の授業公開を完了した。 参観した教員に対し講義内容や

授業方法に関するアンケート調査を実施し、その内容をまとめて 「授業参観アンケー ト

集j と して全薬学部教員に配布し、 教授技能の レベルアッフ。を図っている。

【資料 2・2・87 ］ 平成 25(2013）年度後期 ・ 薬学部授業参観アンケー ト集

【大学院】

・ 大学院設置基準第 14 条の 「教育方法の特例」 に鑑み、 時間害1） については、社会人学生

の便宜を図るべく配慮している。

【資料 2-2・88 ］ 「履修要項」 人聞社会学研究科 p. 8、健康管理学研究科 p.4、 薬学研究科 p.5

【人聞社会学研究科観光学専攻】

・ 観光学専攻は、 「特講j 「事例研究j 及び修士論文作成のための指導を行う 「特別研究」

よ り構成されている。修了要件単位数は、必修 8 単位、 選択必修 8 単位、 選択 14 単位
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の合計 30 単位としている。修士論文の精微な完成を目指すために中開発表を実施 し、

なお厳正な評価のために公開試閉会を実施している。

【資料 2-2-89］「履修要項」人聞社会学研究科 p.17、長崎国際大学学位規程

【人聞社会学研究科社会福祉学専攻】

・社会福祉学専攻は、「特講」「事例研究」 及び修士論文作成のための指導を行う「特別研

究」より編成されている。修了要件単位数は、必修 8 単位、選択必修 8 単位、選択 14

単位の合計 30 単位と している。修士論文の精微な完成を目指すために中開発表を実施

し、なお厳正な評価のために公開試閉会を実施している。

【資料 2-2-90］「履修要項」人聞社会学研究科 p.17、長崎国際大学学位規程

【人聞社会学研究科地域マネジメント専攻】

・地域マネジメント専攻は、コアとなる 「地域マネジメン ト論特別演習」「地域マネジメン

ト研究方法」等の演習科目及び博士論文執筆のための指導を行う「特別研究指導 I ｷ II ｷ 

IIIJ より編成されている。修了要件単位数は、必修 16 単位、選択 8 単位の合計 24 単位

としている。

【資料 2-2-91］「履修要項」人聞社会学研究科 p.17、長崎国際大学学位規程

【健康管理学研究科健康栄養学専攻】

・健康栄養学専攻は、「健康科学分野J 「栄養科学分野J 「特別研究」 よ り 編成している。「健

康科学分野」「栄養科学分野」の各特論、これに加えて、 「健康科学演習」 「栄養科学演習」

をそれぞれの分野に設けるとともに、 修士論文作成に必要な調査・研究のための「特別

研究j を設け 2 年間一貫の指導を行っている。修了要件単位数は、必修 10 単位、 選択

必修 4 単位、選択 16 単位の合計 30 単位としている。

【資料 2・2・92］「履修要項」健康管理学研究科 p.9、長崎国際大学学位規程

【薬学研究科医療薬学専攻】

・医療薬学専攻は、「医療社会薬学j 「薬物治療設計学j 「予防薬学j 「医療基盤薬学J の大

講座の科目区分と共通科目区分の「特別研究」より編成している。 各大講座の科目区分

は、 「特論」 科目と 、「演習」科目から構成されている。 さらに、博士論文を作成するた

めに必要な調査 ・研究のための「特別研究」 を設け、 4 年間一貫の指導を行っている0

・修了要件は、大学院に 4 年以上在学し、 32 単位以上を修得し、かっ、必要な研究指導を

受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとしている。

・ 修了要件単位数は、共通科目区分の必修科目（「特別研究」） 12 単位に加え、「特別研究」

を行 う研究室が所属する科目区分から 4 単位以上（講義科目文は演習科目）、 その他の

授業区分からそれぞれ 2 単位以上（講義科目又は演習科 目 ）、 総計 32 単位以上としてい

る。

【資料 2・2・93］「履修要項」 薬学研究科 p.10、長崎国際大学学位規程
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(3) 2-2 の改善・向上方策（将来計画）

・今後も各学部及び教育向上専門委員会で 「授業アンケート」や「在学生アンケート」か

ら学生の関心や意見などを取り入れ、 授業内容や授業方法の改善に継続して取り組む0

・ディ プロマ ・ポリシーについて、 学生の変容、社会の要請等に応じて継続的に検討する

必要があることから、カ リキュラム ・ マップを基に到達目標も含め授業内容の検討を各

学部及び教務委員会で行 う 。 また、 教育の質保証のために、授業改善を推進する FD 等

の開催を継続的に実施する。

・授業改善に関しては、ナンバ リング制の導入について教務委員会で今後検討する。また、

授業形態は、講義型だけでなく学生主体となる学生参加型の授業も検討する。

【人聞社会学部国際観光学科】

・ グローパルツーリズムコースの円滑なスタート、長期インターンシップ 30 人規模の実

施、 ASEAN 地域留学生の日本語集中教育、離学防止 と学力向上をねらいとした全学生

対象の自習時開設定、 グローパノレ化対応の推進などを行う 。

・ 学年別には、 1 年生は教養セミ ナーによる大学生活へのスムーズな適応と リ メディアル

教育に注力する。 2 年生は専門教育の導入に向け、専門演習の履修指導徹底と 、 コース

イベン ト参加による大学生活の自主的・積極的な充実を図る。 3 年生はコース専門科 目

の学びやインターンシップ等によ る知見を拡大する。 そ して、 4 年生は学びの集大成と

して卒業研究の作成と、自ら選び取る就職活動支援を実施する。

【人聞社会学部社会福祉学科】

・社会福祉学と資格取得の関連性とカ リ キュラムとしての体系性の探求については、 教育

内容向上委員会で、引き続き点検する。 1～4 年次、各学年に設置されるゼミ（「教養セ

ミナーJ 「専門基礎演習」「専門演習J 「卒業研究J ） が中核と なって学びが進行していく

が、 進級時に新 ・旧ゼミ担当教員によ る学生の生活 ・ 学修についての情報の共有化を図

り、 「学科内学生支援委員会」 や 「学生相談室」 とも連携を図り なが ら、 学生の学修を支

援する。

・発達障がいのある学生や留学生をはじめとする、時に学業不振に陥 りがちな学生に対し

て、「オフ ィ スアワーJ の活用を促すととも に、 導入教育の段階から個別の支援体制を構

築することによって、 学修効果をあげてし 1 く。

【健康管理学部健康栄養学科】

・学科全体の各教員の授業改善策に対する取り組みについて、健康栄養学科教務委員会を

中心として、授業アンケートの結果を基に授業方法や授業環境等の改善 ・ 対策を検討し

ていく 。

【薬学部薬学科】

・ ポー ト フォリオの利用を拡大するために、学部内の担当責任者、 教務委員会、 FD 委員

会が連携して、研修やセミナーを実施してし、く 。

・ 薬学教育モデ、ル ・ コアカリ キュラムには 1468 の到達目標 （SBO） が含まれており 、 薬

-30-



長崎国際大学

学部教務委員会で、科目間での SBO の重複の回避等効率化を図ってし 1 く。

・授業改善を進める一環として、評価の高い授業（講義 ・演習 ・実習）担当者に対する表

彰制度（ベスト・ティーチング賞）の設置を検討してしだ。

【人聞社会学研究科観光学専攻・社会福祉学専攻】

・観光学専攻においては、平成 26(2014）年度より「人的資源管理特講」 「事例研究 （人的

資源管理）」 を削除し、新たに「国際関係特講」「事例研究（国際関係） 」 を設置したが、

今後も継続して科目の統廃合を検討してし1 く 0

・社会福祉学専攻においては、平成 26(2014）年度よ り 「地域住環境j 「公的扶助j の特講

及び事例研究を削除し、新たに「社会福祉調査」「社会保障」の特講及び事例研究を設置

したが、今後も継続して統廃合を検討してし 1 く 。

【人聞社会学研究科地場マネジメント専攻】

・地域マネジメント専攻の教育課程について、大学院生の学位取得をより積極的に促進す

るため、科目の統廃合や新設を本年度より検討する。

【健康管理学研究科健康栄養学専攻】

・健康管理学研究科健康栄養学専攻の開設後、 8 年目 を迎え、栄養科学・ 健康科学領域に

おける社会のニーズに対応するため、開講科目、演習科目の増設を本年度より検討する。

2-3 学修及び授業の支援

《2-3 の視点》

2-3ー① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant）等の活用による学修支援及

ぴ授業支援の充実

(1) 2-3 の自己判定

基準項目 2 3 を満たしている。

(2) 2ー3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-3－①教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant）等の活用による学修支援及び

授業支援の充実

・ 学修支援及び授業支援については、全学委員会である全学共通教育委員会、 教務委員会

及び学部・学科を中心に、教育目的・目標達成のための方針や具体的な内容を審議して

し、る0

・ 全学共通教育委員会は、 llJ学長、学部長、教務委員長、自己点検 ・ 評価委員会からの選

出者、事務職員 （事務局長若しくは代務者） で構成されており 、全学共通教育の推進及

び 「全学共通科目 j と「学部 ・ 学科専門科目 」 の連携による一貫した学士教育課程の編

成のため次の事項について審議する。内容は、①全学共通教育の実施方針に関する事項、

②全学共通教育と専門教育との連携に関する事項、 ③その他全学共通教育に関し、 学長

が必要と認めた事項となっている。 全学共通教育委員会から示された教育課程の編成方

針を受け、 学部 ・ 学科及び教務委員会において、具体的な学修支援及び授業支援につい
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て審議する。

【資料 2-3-1］長崎国際大学全学共通教育委員会規程

・教務委員会は、学科長と教務に関わる各学科から選出された教員及び運営会議において、

専任教員から指名された委員長、副委員長と事務職員 （事務局長若しくは代務者）で構

成されており、教務課が所管課とな り毎月 1 回（場合によっては臨時委員会を）開催し

ている。 審議内容は、①教育課程の編成に関する事項、②科目の履修に関する事項、 ③

教務にかかる学則及びその他諸規程、諸規則の制定・改廃に関する事項、④編入学に関

する事項、⑤その他教務に関し、学長が必要と認めた事項等で、教務委員会で審議され

議決された事項は、学部教授会文は全学教授会において審議・報告される。

【資料 2-3-2］長崎国際大学教務委員会規程

・学生が順調にスタートできるように各学科・学年別のオリエンテーションを実施してい

る。 実施にあたっては、教員と職員が事前に協議し各学科で具体的な内容を決める。 特

に新入生については、職員が全面的に関わり教員と協働で、行っている。大学院のオ リ エ

ンテーションも同様である。

【資料 2-3-3］平成 25 年度第 9 回教務委員会議事録、履修上の注意、オリ エンテーション

日程

・ 学生は、授業で作成したレポートなどの成果だけでなくその取り組みのプロセスや学ん

だ点、気付いた点をボートフォリオシステムに記録し、授業における事前の課題に関す

る情報収集など、で、得た資料の蓄積や管理を行っている。 また、学生の学修時間の実態や

学修行動の把握を行い、授業時間外学修の確保にも役立てている。 なお、教職課程受講

者には「教職実践演習J において到達状況を確認し 「履修カルテj として活用している。

【資料 2-3-4] manaba course 学生用マニュアル

・オフィスアワーは、全学部・全学科において時間割が決まった後、教員が対応でき る日

時を記載したものを掲示するとともに学生に配布している。 また、 教員は、この時間以

外でも在室中はできる限り学生に対応している。

【資料 2-3-5］オフィスアワー

• TA(Teaching Assistant）制度については、大学院生が演習科目、実習科目を中心に授業

補助や実験・実習補助を行っている。 TA の配置科目としては、「茶道文化」「コ ンビュ

ータ基礎演習」「キャ リア開発」「栄養情報処理J 等、 履修者が 80 人以上で担当教員か

ら申し出があった科目である。

【資料 2-3・6］ティーチング ・ アシスタント規程

• SA(Student Assistant）の役割を果たす補助員を授業に配置している。補助員となること

のできる学生は、その科目の単位修得者又は同等の資格を有するもので 2 年次以上の学

生としている。 該当科目としては、「茶道文化」「スポーツ実習」「コンビュータ基礎演習」

「語学系」及び「薬学部薬学科実習系科目」があり、 授業の補助を行っている。 また、

上級年次生が下級年次生を指導することから、ピアサポー ト としての役目も果たしてい

る。

【資料 2-3-7］補助員に関する内規

・ 新入生を対象にピアサポート制度を実施している。 各学科から推薦された 2 年次生以上

の学生を配置し、教学内容、履修登録の方法、単位の取得、 留学、 学生生活に関する質
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問等についてアドバイスを行い、新入生が入学後、 スムーズに学生生活をスタートでき

るようにしている。ピアサポートとして留学生も配置しており留学生の支援も行ってい

る。

【資料 2・3・8］平成 25 年度第 9 回教務委員会議事録

・学生の出席状況の把握のため、必修科目の出席調査を 7 回目の授業終了後に行っている。

出席状況の悪い学生に対しては、担当教員が指導を行っている。

【資料 2-3-9 ］ 平成 25 年度第 8 固定例学生委員会議事録、 平成 25 年度後期出席調査

・原級留置制度は、健康管理学部健康栄養学科と薬学部薬学科において設けている。 単位

不足による原級留置者に対して、本人や保護者との面談を行いその後、担当教員の履修

指導も含め学科全体で情報を共有し指導を行っている。

【資料 2-3-10］長崎国際大学履修規程、 「履修の手ヲ｜」健康管理学部 p.29、薬学部 p.36、

長崎国際大学薬学部薬学科履修細則

・原級留置者に、上級年次配当科目の履修を健康管理学部健康栄養学科の学生で、年間 4

科目まで、薬学部薬学科の学生は、年間 5 科目まで認めている。理由は、履修科目数が

少ないため学校から疎遠とならないよ う これまでどお り授業に出席させるためである。

履修登録の際に、学科の委員会において協議し、 教務委員会で確認の後、学部教授会で

審議され全学教授会に報告される。

【資料 2-3-11］長崎国際大学履修規程、平成 25 年度第 1 回教務委員会議事録

・進路変更を考えている学生及び原級留置者を対象に、 人聞社会学部の 2 ・ 3 年次の転学

部・転学科制度を設けている。

【資料 2・3・ 12］長崎国際大学転学部転学科に関する規程

・休学に関する対応は、担当教員が個別に学生に対応し、必要に応じて保護者も含めた三

者面談を行っている。また、全学生に「心の健康調査」 を実施し、心身に問題を抱えて

いる学生を早い時期に把握するなど対応している。 休学する場合は、教員と学生課が協

力し休学期間、授業料、復学等について対応を行う 。

【資料 2-3-13 ］ 長崎国際大学 休学等に関する規程

・退学に関する対応は、「退学願」 が提出された際に、担当教員が所見を記載し、学科長、

学部長に提出する。その後、学生委員会において確認され、学部教授会において退学ま

での経緯を担当教員が説明し審議される。

・ 学生の授業における理解度を把握するためにリフレク ション ・ カードを出席カードとし

て使用 している。 リ フレクション ・ カードには、当該授業についての理解度、質問事項、

事前・事後の学修状況等を記載させており、教員は、 出席の確認のみでなくその内容等

を確認し、次の講義に活かすようにしている。

【資料 2・3・ 14］リ フレクション ・ カード

・ 学生の意見を取り入れるために、 「授業アンケー ト j 「在学生アンケート」「卒業生アンケ

ー ト j を実施している。 教学事項において改善すべき事項は学科会議、 教務委員会、 学

部教授会で協議し改善に努めている。また、 FD 活動と して、教員相互の授業公開も実

施し授業改善に取り組みその結果を報告している。

・ 留学生支援として、中園、韓国出身の職員を配置し日頃の生活について相談に対応して

いる。 また、長崎県大学問連携共同教育推進事業として、日本人学生と留学生の共修 ・

q
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協働による長崎発グローバル人材基盤形成事業を行っており、アメ リカ、中国、韓国、

ベトナム出身の職員を配置している。

【資料 2-3-15 ］ グローパル人材育成フ。ログラム実践記録、大学関連携共同教育推進事業職

員一覧

【人聞社会学部国際観光学科】

・ 平成 24(2012）年度末に国際観光学科内に「ピアサポートセンター」 を設置した。 具体的

には、身体障がいを抱える学生と、更なる日本語能力の向上を目指した留学生を対象と

したピアサポートである。登下校時の車椅子から電動車椅子への移乗、 喫食介助、 ノ ー

トテイク、日本語教員養成課程学生による漢字や発音指導などを実施している。

【資料 2・3・ 16］平成 25 年度第 2 回学科会議資料 8、別添 1、平成 25 年度第 2 回学科会議

議事録、平成 25 年度第 5 回学科会議資料 12-1 、 12・2、平成 25 年度第 5 回学科会議議事

録

・学科の学事委員会がオリエンテーションの企画・運営を担い、毎年オリ エンテーシ ョ ン

は改善されている。 ゼミ選択においては、ポートフォリ オ上にゼミ活動の詳細と シラパ

スの提示を行い、ゼミ選択における便宜を図っている。

【資料 2-3-17 ］ 平成 25 年度第 1 回国際観光学科会議資料 5-2、 平成 25 年度第 4 回学科会

議議事録、平成 25 年度第 1 回学事委員会議事録

・学力不足と思われる学生については、取得単位数の少ない学生と重なる ところが多いた

め、取得単位の少ない学生について、学科教員が情報を共有した上で、の学修指導を行っ

ている。

【資料 2-3-18 ］ 平成 25 年度第 2 回学科会議議資料 1-1～1-3、 2-1～2-9、 平成 25 年度第 2

回学科会議議事録

・ 平成 25(2013）年度は、日本語の向上を目指す留学生に対して日本語の補習授業を実施し

ている。 このサポートには日本語教員養成課程の学生があたっている。

【資料 2-3-19］平成 25 年度第 2 回学科会議資料 8、平成 25 年度第 2 回学科会議議事録

・ 学生からの要望を受け、資格取得を 目指す学生については、旅行業務取扱管理者試験対

策講座、公務員試験対策講座、 TOEIC 対策講座が実施されている。

［資料 2・3’20 ］ 平成 25 年度第 2 回学科会議議事録

・旅行業取扱管理者の国家資格取得者増加のため、 観光ビジネスコースで、補習授業を行つ

ている。 その結果、 受験者数は増加し、 平成 25(2013）年 9 月 の国内旅行業務取扱管理者

試験に 33 人が受験、 10 月の総合旅行業務取扱管理者試験には 8 人が受験し、国内で 10

人、総合で 4人合格した。

【資料 2-3・21］平成 25 年度第 2 回学科会議資料 11、平成 25 年度第 8 回学科会議議事録

・ 公務員試験対策講座と して補習授業を平成 25(2013）年度より 実施した。 公務員受験を目

指す学生に対して模擬試験を実施し、 そのフィ ー ドバックを行い、 受験のモチベーショ

ンを維持するように努めている。

【資料 2-3-22］平成 25 年度第 2 回学科会議資料 9

• TOEIC 対策と して、前期は「TOEIC 対策A」 で ト レーニング し、 後期は補習授業を行

い、 12 月 に IP TOEIC を 36 人が受験 した。日本語教員養成課程では、 独立行政法人国
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際交流基金が実施している「園内連携による日本語普及支援：海外日本語教育イ ンター

ン派遣J に採択され、中国で4年次生 8 人が「日本語教育実習J を行った。また、独立

行政法人国際交流基金関西国際センターが「国内連携による日本語普及支援」の一環で

実施している「日本語教育現場体験J に本学学生が平成 24(2012）年度は 1 人、平成

25(2013）年度は 2 人参加した。

【資料 2・3・23］平成 25 年度第 2 回学科会議資料 10・ 1、 10・2

・スポーツリーダー資格、健康運動実践指導者、教員免許等の取得者を増やす取組みとし

て、また地域貢献の一環として子どもスポーツ教室 「チャレンジスポーツj を平成

25(2013）年 9 月から翌年 3 月まで毎週土曜日に実施した。

【資料 2-3-24］平成 25 年度第 5 回学科会議資料 11-1、 11-2、平成 25 年度第 5 回学科会

議議事録、平成 25 年度第 11 回学科会議資料 12・ 1

【人聞社会学部社会福祉学科】

・「学科内学生支援委員会」を平成 25(2013）年 4 月に設置し、特別奨学生制度活用学生の

自立支援や、学科会議においてコミュニケーションの苦手な学生への指導法を報告・啓

発を行っている。

【資料 2-3-25] 2013 年度第 1 回学科会議議事録、学生支援委員会報告、 2014 年 4 月 9 日

学科内 FD 「学科内支援学生への対応J 資料

・中国からの留学生に対して、中国人教員による週 1 回のベースでの学修会（社会福祉に

関する新聞記事を読むなどして、日本の社会福祉事情の理解を促進させる）を実施して

きている。

・実習計画書 ・実習報告書の作成等では、担当教員に加えて TA がその指導にあたること

により、指導の強化を図っている。

【資料 2-3-26] 2014 年度第 1 回実習委員会議事録

・社会福祉士国家試験受験資格取得希望者に対して、 従来の 「社会福祉総合演習」、模擬試

験、ゼミ単位を基本とした学生の自主的な勉強会に加え、 夏季集中講座（全 9 日間） 、

苦手科目の科目別講座を活発に行い、 学習意欲と実力の向上及び目標達成に向けての努

力を重ねている。

［資料 2・3’27］第 8 回国家試験合格支援委員会議事録

【健康管理学部健康栄養学科】

・ 4年次の前期に開講する総括的な「関連」 科目である 「栄養学専門演習」 2 単位（30 回）

の演習科目において、 1～3 年次までの学修内容の復習・確認を行 う ことを目的に、 1.5

倍（50 回）の演習を実施して、学生自身が自分の習熟度を確認できるようにしている。

【資料 2・3・28］「栄養学専門演習」 の時間割

・ 後期に開講する総括的な 「関連」科目である 「管理栄養士演習J 2 単位（30 回） と 「基

幹j 科目である「総合演習H 」 1 単位 （ 15 回）の演習科目においては、 4 年間に修得し

た専門知識の融合を図 り 、管理栄養士と しての総合的な能力を身に付ける ことを目的に、

6.0 倍（280 回）以上の演習を実施し、学生自身が自分の総合的な知識の修得度を確認

できるよう にしている。
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【資料 2・3・29］「管理栄養士演習」と「総合演習H J の時間割

・後期に開講する「管理栄養士演習J と 「総合演習 H J においては、 規定回数以上の演習

を実施し、更に学生の管理栄養士としての総合的な基礎力の修得度を確認する目的で、

演習の 1 講時に確認試験を実施し、確認試験で一定の修得度に達していない学生を対象

として、演習の 5 講時を開講し、確認試験の復習を実施している。

【資料 2・3・30] 4 年生後期演習の時間割と 5 講時出席学生数集計

・ 新学期の各学年でのオリエンテーショ ンでは、 1 年次生は履修登録と学生生活について、

2 年次生は進級判定の説明と学修指導について、 3 年次生は臨地実習と就職活動につい

て、 4 年次生は臨地実習に対する再指導と就職活動、卒業、国家試験について、必要な

白覚を持たせるための内容で、実施している。

【資料 2-3-31］平成 26 年度オリエンテーション日程

【薬学部薬学科】

・新入生に対して「イヒ学J のプレイスメン トテストを実施し、「化学演習」において習熟度

別のク ラスを編成している。平成 26(2014）年度からは 2 ク ラス制から 3 ク ラス制に変更

し、学生のレベルに応じた授業がよ り実現できるよ うに工夫している。また、同様に 「物

理学演習」は、 2 クラス編成を行っている。

【資料 2-3-32］「講義概要（シラパス） J 薬学部 p.35-40、 p.1-4

・ 4 年次の「総合演習 I 」 は、 4 回実施される確認試験によって学生自身が基本的知識の

修得度を確認できるように工夫している。

【資料 2-3・33］「履修の手引」 薬学部 p.26・27、「講義概要（シラパス） 」 薬学部 p.244・245

・ 5 年次の「総合演習 E」は、 演習の前後で実施される確認試験や随時試験などによって

学生の知識・技術の修得度が確認できるように工夫している。 演習後の確認試験で一定

のレベルに達していない学生に対しては、補習と再試験を実施している。

【資料 2・3・34］「講義概要（シラパス） J 薬学部 p.246・247

・ 6 年次の「総合演習皿A」 は、薬剤師国家試験の出題範囲を中心に各専門分野の講義 ・

演習が行われ、随時試験（CAI 学力調査試験及び 4 回の国試過去問試験）を実施 し、 「総

合演習IIIB」では、薬剤師国家試験対策の講義・演習が行われ、 3 回実施される卒業試

験において学生の知識・技術の修得度が確認できるよ うに工夫している。 卒業試験で一

定のレベルに達していない学生に対しては、補習と再試験を実施している。

【資料 2・3・35］「講義概要（シラパス） J 薬学部 p.248・251

・薬学部においては、科目単位修得者で優秀な学生を選出 し、 LA(Learning Assistant）と

して上級年次生による授業の補講を行っている。受講は希望制とするが、教員からも学

生に受講するように個別に指導している。 平成 25(2013）年度は、「生化学 I 」「薬理学 I 」

「薬品物理化学 I J など前後期で 17 科目において実施され、 2 1 人の LA により 41 人の

学生（延べ 87 人）が受講した。 アンケー トの結果、 学生同士であれば気軽に質問する

こともでき、受講学生に非常に好評であった。

【資料 2-3-36］平成 25 年度 Learning Assistant 制実績報告書、平成 25 年度前期 LA 被

支援者へのアンケート集計結果
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【人聞社会学研究科観光学専攻】

・ 修士論文仮題目届を 1 年次 11 月（秋季入学は 5 月）に提出 し、 2 年次 5 月 （秋季入学

は 11 月）に題目届を提出する こ ととしており 、 修士論文作成のための指導がなされて

いる。 また 2 年次 7 月（秋季入学は 1 月）に専攻内中開発表、 8 月 （秋季入学は 2 月 ）

に研究科としての中開発表を行う など、 計画的に研究が進められるようにしている。

【資料 2-3-37］「履修要項」人聞社会学研究科 p.18

・大学院生に対しては、学内学会である 「長崎国際大学国際観光学会J での学術発表及び

機関誌「観光学論集J への投稿を促している。投稿された論文は編集委員会の査読によ

って採否が決定されており、大学院生の研究の質保証に寄与している。

【資料 2-3-38］「観光学論集」

【人聞社会学研究科社会福祉学専攻】

・大学院生に対しては、学内学会である 「長崎国際大学社会福祉学会J での学術発表及び

機関誌「長崎国際大学社会福祉学会紀要」への投稿を促している。投稿された論文は編

集委員会の査読によって採否が決定されてお り 、大学院生の研究の質保証に寄与してい

る。

【資料 2- 3- 39 ］ 「社会福祉学会紀要J 、「履修要項」 人聞社会学研究科 p. 18

【人聞社会学研究科地域マネジメント専攻】

・ 大学院生は 2年次及び 3 年次において博士論文作成の中開発表を行 う ことが義務付けら

れ、質疑応答における意見 ・ 指摘を論文に反映させる こ とで、博士論文の完成度の向上

に寄与している。また、 大学院生は主指導教員 ・ 副指導教員の指導を受けた上で、 学内

の「長崎国際大学国際観光学会」若し く は「長崎国際大学社会福祉学会」 において学術

発表を行い、その成果をそれぞれの学会の機関誌に発表している。それによって指導教

員以外の客観的評価を受け、研究内容及び研究方法の改善につなげていくことができる。

【資料 2-3 -40］「履修要項」 人聞社会学研究科 p.23

・地域マネジメント専攻の大学院生は、 在学中に主指導教員の所属する学会又はその他の

全国的な学会で発表を行い、審査を受けた学術論文を機関誌に公表する こ と が義務付け

られている。それによって大学院は学位論文の内容を精密かっ独創的なものと し、全国

的学会の要求する水準にまで高めるこ とが可能であ り 、 一方では本学の学位（博士）の

質を担保することもできている。

【健康管理学研究科健康栄養学専攻】

・「健康栄養研究報告会」 において、 1 年次生は、研究の成果の中間報告を行 う こ とを義

務付けている。 これによって、研究発表の準備 ・ 実施法を修得し、 更に研究成果に対し

て指導教員以外の多く の教員による客観的な評価を受ける ことで、研究内容の課題に対

する解決力の修得ができる よう に している。

【資料 2・3・41］「健康栄養研究報告会J の発表プログラム、「履修要項」健康管理学研究科

p.10 

・ 大学院生は、 学会においての研究発表を義務付けられ、 専門家の研究者による評価を受
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けることで、更なる研究の精度を高めている。

(3) 2-3 の改善・向上方策（将来計画）

•SA· TA 等を活用した教育の質の向上への取り組みは、充実しており、今後も各学部、

教務委員会で、教育成果を検証しながら取り組んでいく 。

・教務委員会を中心に、学修上支援が必要な入学者の把握に努めるとともに、教職員が情

報を共有し対応する。また、休学や退学が懸念される学生は、経済的なことだけでなく

修得単位不足や学生生活に起因していることが多いことからこれまで以上にきめ細かく

対応する。

【人聞社会学部国際観光学科】

・ 各コースの特色を出すためにコース委員会を設置し、コースイベントを立ち上げ、実績

を上げている。学生の参加も増加していることから内容等を検証しながら一層充実して

し、く 。

【人聞社会学部社会福祉学科】

・ 学業不振に陥りがちな学生の対応として、学修成績優秀な上級学年による SA による学

習支援制度を確立させて、支援を実施してし、く 。

【健康管理学部健康栄養学科】

・ オフィスアワーについては、学生の講義 ・実習時間と重なったりすることを改善し、学

生がより利用しやすく なる よ うな対応策を検討する。

【薬学部薬学科】

・ LA 制度については、対象学生や対象科目を拡大し、最終的に全学年で学生間相互学修

が常態化するようになることを目標に、薬学部内の LA 担当責任者と FD 委員会が中心

となって更なる学修環境の整備に努める。

・原級留置者や成績不振者に対する学修指導や離学防止など薬学部内の重要案件に対処す

るために、適宜教授意見交換会を開催し、対策を検討 ・提案する環境を整備する。

・ 薬学専門科目の復習と知識をより深める目的で、講義 ・ 演習科目の準備や補助を担当す

る SA の導入を検討し、 実施案を平成 26 年（2014）度内に作成する。

・大学院が設置されたことで、薬剤師としての経験を持つ大学院生を TA として採用 し、

現場での経験に基づく情報や知識を学生に伝えるセミナ一等の開催を検討し、実施案を

平成 26 年（2014）度内に作成する。

【大学院】

【人聞社会学研究科観光学専攻・社会福祉学専攻】

・「長崎国際大学国際観光学会」「長崎国際大学社会福祉学会」 の学会における発表と機関

誌への論文投稿を更に徹底させるなど、 より精度の高い指導を行うとと もに、研究の到

達水準を明確にしていく。

q
J
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【人聞社会学研究科地域マネジメント専攻】

・地域マネジメ ン ト専攻の大学院生は学位論文の精度を高めるために、先行研究を収集し、

研究テーマに関連する実地調査を実施しなければならないほか、全国学会での発表につ

いても、経済的な負担が小さくない。 そうした研究上の時間的、経済的制約に対する支

援体制について検討してし1 く。

【健康管理学研究科健康栄養学専攻】

・大学院生の指導教員の担当科目や実習科目において、 TA の任用ができれば、 大学院生

本人の専門領域での指導能力を養う ためにも有益である ことから、 この観点、からの TA

の任用を検討していく。

2-4 単位認定、卒業・修了認定等

《2-4 の視点》

2-4－① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

(1) 2-4 の自己判定

基準項目 2-4 を満た している。

(2) 2-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-4ー① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

（単位認定）

・ 教育課程の編成にあたっては、学位授与の方針、 教育研究上の目的を明確化 し、 教育課

程の編成 ・実施方針に沿って体系的に編成している。また、 単位認定、 進級及び卒業 ・

修了認定についても「学則」「履修の手引」に各学部・学科で明示している。

・本学の学修における 1 単位の授業時間数は、学則第 23 条に定めた とおり である。ただ

し、 薬学部では、平成 24(2012）年度に完成年度を迎えたことからカリキュラムの見直し

が行われ、 教育効果を考慮、し、学生への学修への取組みを改善するために、 専門科目に

ついては、平成 24(2012）年度 4 月以降に入学した学生から、 1 コマ 90 分の授業を 15 回

行って 1.5 単位としている。

［資料 2・4’ 1 ］ 長崎国際大学学則、「履修の手引」薬学部 p.16

・ 学修成績を総合的に判断する指標として GPA 制度を導入している。 半期ごとに学生に

配布する成績通知書に明記することによ り、 学修成果の推移が明確となっている。 学生

は、 自主的な学修をよ り 一層進めるためにこの指標を活用し、計画的な履修管理と学修

意欲の向上に努める こと ができる。 年間の GPA 値が 1.5 未満の学生については、 GPA

値を 3 月 末に教員へ通知し、 次年度の履修指導に役立てている。 また、 表彰等の推薦に

関わるものについては、 100 点満点の成績順位と GPA 値の順位の両方を示し委員会で

選考している。

【資料 2・4・2］「履修の手引」人聞社会学部 p.5、健康管理学部 p.9・10、 薬学部 p.18・ 19

•GPA 制度における学修到達度をよ り 一層正確に判断するため、一旦履修登録した科目 を

取り消すことができるよう に「履修登録辞退制度J を設けている。 履修辞退は、 5 月と

10 月 に所定の期間を設け手続き を行う。履修辞退した科目（履修辞退科目 ） は、 GPA
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値に算入しないこととしているが、履修登録がおろそかにならないよ うに、履修辞退科

目の単位は、履修登録単位数に加算し、必修科目、選択必修科目、実験・実習科目は、

履修辞退科目の対象外としている。

【資料 2・4・3］長崎国際大学履修規程

（進級及び卒業・修了認定）

・学生の進級及び卒業・修了認定については、「履修の手号 ｜」に、 あらかじめ 「修得すべき

科目 J 「必要最低修得単位数及び修得科目数」「成績評価の評価基準J 等が明記されてい

る。

【資料 2-4-4］長崎国際大学学則、長崎国際大学履修規程、長崎国際大学薬学部薬学科

履修細貝IJ、長崎国際大学試験に関する規程、「履修の手引」 人聞社会学部 p.21 、 p.56、 健

康管理学部 p.15、 p.29、薬学部 p.28、 p.36

・学生の進級及び卒業・修了認定については、教務委員会で、規程に沿って確認が行われ、

当該の学部教授会で審議された後、全学教授会に報告される。このよ うに進級、卒業・

修了認定については、学科で確認された後、教務委員会、学部教授会、 全学教授会等で

厳正・厳格に行われている。

【資料 2-4-5 ］ 平成 25 年度第 3 回臨時教務委員会議事録、 平成 25 年度第 11 回教務委員会

議事録、平成 25 年度第 4 回臨時教務委員会議事録

【資料 2・4・6］平成 25 年度第 3 回臨時人聞社会学部教授会議事録、平成 25 年度第 2 回臨

時健康管理学部教授会議事録、平成 25 年度第四回健康管理学部教授会議事録、平成 25

年度第 11 回薬学部教授会議事録、平成 25 年度第 9 回薬学部教授会議事録

【資料 2-4-7 ］ 平成 25 年度第 11 固定例全学教授会議事録

・試験は授業科目の学修評価のために行 う。試験の種類は、長崎国際大学試験に関する規

程に明記されており、定期試験は、 15 回の授業を実施した後に期間を定めて実施する。

また、定期試験の受験資格については、授業回数の 3 分の 2 以上出席していなければ、

定期試験を受けることができない。

【資料 2-4-8］長崎国際大学 試験に関する規程

・学修の評価については、定期試験だけで評価するのではなく授業時間中に実施する小テ

ストや授業における発言・発表内容、レポート等平常点評価も含めた多様な評価によっ

て行われている。 これらの学修の評価は、 各科目 の当該基準に従って行われており 、 学

修評価及び評価基準 ・ 方法は、「講義概要 （シラパス）」に科目 ごとに 4観点に分け明示

している。また、学生の授業に対する達成目標や予習・復習についても記載してお り 第

1 回目 の講義において担当教員が説明する。

【資料 2・4・9］「講義概要（シラパス）」全学共通科目 2 枚目

・ 単位の認定は、原則としてその科目 の配当期の期末に行われる。 ただし、再試験の結果

によ る認定の場合は延期される こ とがある。評点と評価基準は次のとおりである。
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表 2-4-1 単位認定の評価基準

評価 評点 評価基準

s 100～90 点
到達目標を十分達成し、きわめて優秀

な成績を修めている。

合 格 A 89～80 点 到達目標を十分に達成している。

B 79～70 点 到達目標を達成している。

c 69～60 点 到達目標を最低限達成している。

D 59 点以下 到達目標を達成していなし ＼0

不合格
出席不良・ 受験放棄

出席・試験（レポート等の提出）の評
F 

価要件を欠格。

【資料 2・4・ 10］長崎国際大学試験に関する規程、「講義概要（シラパス）」 全学共通科目 2

枚目、人聞社会学部 2 枚目、健康管理学部 2枚目、薬学部 p.iv

（原級留置）

【人聞社会学部国際観光学科・社会福祉学科】

・ 原級留置制度は、人聞社会学部においては設けていない。

【健康管理学部健康栄養学科】

・教育目的達成及び学位授与方針の到達目標に従ってその年次に修得しておかなければな

らない要件を明記しており 、 2 年次から 3 年次及び 3 年次から 4年次への進級時に進級

判定が行われている。

表 2-4-2 健康管理学部健康栄養学科進級要件

進級 要件
学年

当該学年

2→3年
2 年次終了時に、 それまでに受講対象科目 と して開講された学科専門科目のうち、 必
修科目（選択必修を含む）の修得単位が 90%に満たない者は原級留めとする。

3→4年
3 年次終了時に、それまでに受講対象科目として開講された学科専門科 目のうち、必
修科目（選択必修を含む） の修得単位が 90%に満たない者は原級留めとする。

【資料 2-4-11 ］ 長崎国際大学履修規程、 「履修の手ヲIJ 健康管理学部 p.29

【薬学部薬学科】

・ 教育目的達成及び学位授与方針の到達目標に従ってその年次に修得しておかなければな

らない科目数を明記しており、専門科目は、学年進行中に、次の基準により進級判定が

行われる。
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表 2-4-3 薬学部薬学科進級要件平成 23 (2011) 年度以前入学者

学年
進級要件

当該学年 前年次分

1 年次必修専門科目のうち、 4 科目以上に不合格がないこと。
1→2年 1 年次選択専門科目の うち 1 科目以上修得すること。

1 年次実習科目を全て修得するこ と。

2 年次必修専門科目のうち、 4 科目以上に不合格がないこと。 1 年次の必修専門科
2→3 年 2 年次選択専門科目のう ち 4科目以上修得すること。 目（13 単位）を全て

2 年次実習科目を全て修得する こと 。 修得していること 。

3 年次必修専門科目のうち、 4 科目以上に不合格がないこと。
3→4 年 3 年次選択専門科目のう ち 4科 目以上修得する こ と。

3 年次実習科目を全て修得するこ と。

総合演習 I を修得すること。
2 ・ 3 年次の必修専門

総合演習 I 以外の 4年次に配当された必修専門科目のうち、 4
科目（46 単位）を全

4→5 年 科目以上に不合格がないこと。
4 年次選択専門科目のうち 8科目以上修得すること。 4年次実

て｛彦得ミしているこ

習科目を全て修得すること。
と。

5→6年 5 年次必修専門科目の全てを修得するこ と。

表 2-4-4 薬学部薬学科進級要件平成 24 (2012）年度以降入学者

進級要件
学年

当該学年 前年次分

1→2 年 1 年次専門科目のうち、 未修得が 2 科目以下であること。

2 年次専門科目（実習科目を除く）のうち、未修得が 3 科目以
2→3年 下であること。

2 年次に配当された実習科目を全て修得すること 。

3 年次専門科目（実習科目 を除く）のうち、未修得が 5 科目 以 1 ・ 2 年次の必修専門
3→4年 下であること 。 科目を全て修得して

3 年次に配当された実習科目 を全て修得すること 。 し、る こと 。

総合演習 I を修得すること。
物理系薬学、化学系薬学、生物系薬学及び健康と環境のそれぞ

3 年次の必修専門科
4→5年

れの分野の卒業要件を充足すること。
目を全て修得してい

4年次必修専門科目（総合演習 I 及び実習科目を除く）のうち、
4 科目以上修得するこ と 。

る こと 。

4 年次に配当された実習科目を全て修得すること 。

5→6 年 5 年次に配当された必修科目の全てを修得すること。

【資料 2-4-12］長崎国際大学薬学部薬学科履修細則、 「履修の手号｜ 」 薬学部 p.36-37

（卒業要件）

・ 表 2-4-5 から表 2司4-9 に示すとおり 、 学則別表に定める所定の授業科目及び区分ごとに

設けられた単位数を修得した者について卒業を認定する。
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表 2-4-5 人聞社会学部国際観光学科
ノゴヘニ ：訟子とえも 共 通 科 目 群 学部 学科専門科目群 卒業に要

国際観光学科
共通

する最低
科目 学科 各コーλ及 専門演

導入 人間理解 国際理解 社会理解 自然理解
共通 び全コース 習等

修得単位

必修単位
2 8 8 10 4 6 30 40 10 

(118 単位）
124 

自由選択単位 本学に開講されている全領域の科目及び
(6 単位） 単位互換制度認定科目から 6 単位選択

表 2-4-6 人聞社会学部社会福祉学科
ノニヒ＼. ：ー子とι 共 i通 科 目 群

学部共
学科専門科 目群 卒業に要

社会福祉学科 する最低
導入 人間理解 国際理解 社会理解 自然理解 通科 目 基幹 展開

修得単位

50 20 
必修単位

(118 単位）
2 8 8 10 4 6 

学科専門科目
から 10 単位選択

124 

自由選択単位 本学に開講されている全領域の科目及び
(6 単位） 単位互換制度認定科目から 6 単位選択

表 2-4-7 健康管理学部健康栄養学科
全 学 共 通 科 目 群 学科専門科 目 群

卒業に要

健康栄養学科 区分自由
す る

導入 ｜人間理角相際理角~土会理矧自然理矧
（※ 1) 

基礎 基幹 関連 最低修得

単 位

必 修単位
2 4 6 6 6 4 40 46 6 

(120 単位）

124 
自由選択単位 本学に開講されている全領域の科目及び

(4 単位） 単位互換制度認定科 目から 4 単位選択

※1 全学共通科目群の中から分野にかかわらず、自由に履修できる。

表 2-4-8 薬学部薬学科（平成 23 (2011）年度以前入学者）

科目区分 必修 選択必修 選択

ノ立ヘ二 導 入 2 。 。

λ寸'4三A 人間理解 3 。 3 

共 国際理解 。 4 2 

通 社会理解 4 2 。

科 自然理解 4 4 2 

目
全学共通科目計

13 10 7 

群 30 単位
止一ミ「会 物理系薬学 11 。 6 
不｜

化学系薬学 11 。 6 専
門 生物系薬学 16 。 4 
科

健康と環境 7 。 4 目
群 薬学と社会 5 。 4 
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λ寸主ιlら 医薬品をつくる 4 。 4 

科
薬理 ・ 薬剤学系 12 。 。

薬と疾病 治療学系 7 。 6 
専 実学系 4 。 。

F可 事前学習 13 。 。

科 薬学実務実習 実務実習｜ト 病院 10 。 。

薬局 10 。 。

目
総合演習 I 2 。 。

群 総合演習 E 2 。 。

。i1\公Uメ口己、〈｛省典主刃白司 T且q※ 2 。 。

卒業研究 6 。 。

学科専門科目計
122 。 34 

156 単位

卒業に要する最低修得単位
135 10 41 

186 単位

※ 総合演習Eは平成 23(2011）年度入学生は総合演習IIIA ・皿B

表 2-4-9 薬学部薬学科（平成 24 (2012）年度以降入学者）

科目区分 必11~ 選択必修 選択

ノゴ＼ニ 導 入 2 。 。

ρ寸I二' 人間理解 3 。 3 

共 国際理解 。 4 2 

通 社会理解 4 2 。

科 自然理解 4 4 2 

目
全学共通科目計

13 10 7 
群 30 単位

物理系薬学 9 。 9 

化学系薬学 10 。 8.5 

生物系薬学 13 。 6 

健康と環境 8.5 。 3 

薬学と社会 9.5 。 。

医薬品をつくる 9 。 。

主寸主与二 薬理 ・ 薬剤学系 12.5 。 。

科 薬と疾病 治療学系 5.5 。 7.5 

専 実学系 3 。 1.5 

門 事前学習 13 。 。

科 薬学実務実習 実務』実習 ｜ト 病院 10 。 。

目 薬局 10 。 。

群 総合演習 I 3 。 。

総合演習 H 1.5 。 。

総合演習皿A 1.5 。 。

総合演習IDB 2 。 。

卒業研究 6 。 。

学科専門科目計
127 。 35.5 

162 . 5 単位

卒業に要する最低修得単位
140 10 42.5 

192.5 単位

【資料 2-4・ 13 ］ 長崎国際大学学則、 長崎国際大学学則別表、 「履修の手引」 薬学部 p.37
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（本学以外の大学等で修得した単位等の認定）

・編入学生等の既修得単位の認定単位数は、 学科ごとに定めている。各学部 ・ 学科におい

て審査が行われた後、教育上有益と判断された場合に単位が認定される。 同 じ科目名の

授業でも、既修得大学の教育課程内容、科目の位置づけや重要性が異なる場合、単位が

認定されない。

【資料 2・4-14］長崎国際大学学則、平成 25 年度第 3 固定例全学教授会議事録、 資料入

学者選抜実施要項編入学試験 （案）、 編入学試験学生募集要項

・編入学生等の既修得単位の認定単位数は、 次の と おりとしている。

人間社会学部国際観光学科・社会福祉学科は、出身学校で修得した単位のう ち 62 単位

を本学で修得したものと して認定する。 内訳は、「全学共通科目群J の卒業要件単位と

して 32 単位を認定する。また、「学部共通科 目 」 として 4 単位を認定し、 「学科専門科

目群J については、 原則として 2 年次までに開講している専門教育科目を対象に、 26

単位まで認定する。

・健康管理学部健康栄養学科は、出身学校で修得した単位の うち「全学共通科目群j の卒

業要件単位として 28 単位を一括認定する。 「学科専門科目」については、 60 単位を超え

ない範囲で個別に読み替えを行う。ただし、認定単位数は、出身学校での既修得単位数

を超えないものとする。

・薬学部薬学科は、 2 年次編入学の場合、「全学共通科目群」は 30 単位を一括認定する。

「学科専門科目群j は上限 45 単位を超えない範囲内で個別に読み替えを行 う 。ただし、

認定単位数については、出身学校での既修得単位を超えない範囲とする。 また、医学部

文は歯学部の卒業生及び見込み者に限り 、 3 年次への編入を認める場合がある。 3 年次

編入学は、 「全学共通科目群」 は 30 単位を一括認定する。 「学科専門科 目群」 は上限 62

単位まで個々に読み替えて認定する。 4年次編入は、出身学校で修得した単位のうち 「全

学共通科目群」 の卒業要件単位 30 単位を一括認定する。 前記認定単位を差し号｜ し 1た既

修得単位については、 94 単位を超えない範囲で 「学科専門科目群J の中から読み替えを

行う 。

・ その他、 本学以外の大学等で修得した単位等の認定については、 各学部の「履修の手引」

に示すとおりである。

［資料 2・4-15］長崎国際大学学則、「履修の手引」人聞社会学部 p.2・4、健康管理学部p.7-9、

薬学部 p . 16、 NICE キャンパス長崎 2014 年度学生募集ガイド

【大学院】

・単位の認定、修了認定等の基準は、長崎国際大学 大学院学則第 2 章第 3 節課程の修了

要件及び学位の授与に定めたとおりである。

【資料 2・4-16 ］ 長崎国際大学大学院学則

(3) 2-4 の改善・向上方策（将来計画）

・ 学生の単位認定、進級及び卒業、 修了認定については、 今後も引き続き教務委員会等に

おいて、 基準内容等を確認し必要に応じて改善する。 さらに、ルーブリック評価等につ

いては、 これまで外部講師を招くなどしており、 学内においても実施内容について検討
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している教員もいることから、教務委員会と連携して活用を検討、 実施してし、く 。

【人聞社会学部国際観光学科】

・グローパル社会に適応する知識・技能を修得するために、日本人と留学生の共修による

グローバル人材育成を目的とした「長崎発グローバル人材育成プログラム」（文科省 GP

事業） を活用して、国際感覚を身に付けた学生を卒業させる。

・留学生については、授業内容が十分に理解でき留学の 目的が達成できるよう に、国際交

流・留学生支援センターと協力 して日本語能力試験のNl ・ N2 取得者を増やす。

【人聞社会学部社会福祉学科】

•GPA制度における学修到達度について効果的な活用を検討（成績優秀者への対応）する

とともに、 成績不振者への対応については、学修支援体制を検証し具体的策を講じる。

【健康管理学部健康栄養学科】

・各教員が学生の成績評価基準・評価方法を共有して学修到達度を適切に評価し、単位を

認定してお り、 今後も現状維持を図ってし、 く。

【薬学部薬学科】

・平成 23(2011）年度以前と平成 24(2012）年度以降の 2 つのカリキュラムが運用されてい

るが、適切に単位認定を行っている。 学生に履修上の不利益が生じないよ う 、引き続き

学部の教務委員会 ・ 教授会においてきめ細かな対応を検討しながら運用する。

・ 平成 27(2015）年度に改訂される、 「新 しい薬学教育モデ、ル ・ コアカリキュラムJ （実践能

力・卒業研究重視の教育）に対応する新しいカリキュラム作成のための委員会で検討を

行 う 。

【大学院】

・単位認定及び修了認定は適切に行われており、 学位の質保証の観点から、更に手続きの

改善と基準の明確化を図ってし、く 。

2-5 キャリアガイダンス

《2-5 の視点》

2-5ー① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備

(1) 2-5 の自己判定

基準項目 2-5 を満たしている。

(2) 2-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-5－①教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備

・キャ リ ア支援の全学的な体制としては、 各学科から選出された専任教員と事務所管で就

職委員会が組織され、 毎月 1 固定例会議を開催し学生の就職 ・ 進学、 就業力の育成、 イ

ンターンシッフ。等に関する事項について協議している。また、委員会で審議し議決され
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た事項は、全学教授会に報告又は提案して、その承認を得ること と なっている。

・キャ リア支援を実施する組織と して、 キャリ アセンターを設置して、 センター長 1 人、

職員 4 人を配置、 学生への個別指導 ・ 助言、 各種セ ミナーの企画 ・実施、 ガイ ダンスの

開催、採用情報の提供等に関する各種キャリア支援に取り組んでいる。 また、 学生の相

談や履歴書・エントリーシートの添削、面接指導等の就職全般の相談 ・指導業務は、 キ

ャリ アセンターで随時対応している。 学生の利用状況は、 表 2・5・ 1 キャリ アセンター来

室者統計表のとおり 、若干の増減はあるものの 3 000 人前後で推移している。

【資料 2・5・ 1】長崎国際大学就職委員会規程

表 2-5-1 キャリアセンター来室者統計表

区 分 ｜平成 23 年度 ｜平成 24年度 ｜平成 25 年度
延べ利用者数｜ 3, 133 人 2,824 人 3, 140 人

・平成 24(2012）年度の就職希望者数に対する就職率は 94.5%、平成 25(2013）年度は 93.0%

と 90. 0%以上の水準を維持している。また、学科別・ 業種別（本学独自分類）進路は表

2-5-2～表 2-5-5 のとおり である。 国際観光学科では、 34.0%が観光関連分野へ、社会福

祉学科は 75.6%が福祉関連分野へ、 健康栄養学科は 68. 0%が栄養関連分野へ、 薬学科は

100%が医療分野へ就職している。

【資料 2-5-2］平成 26 年度第 2 回就職委員会議事録、平成 26 年度 第 2 回就職委員会資

料

表 2-5-2 人聞社会学部国際観光学科就職状況

区 分 旅行 ・宿泊 テー7ハリーク ・ 娯楽 卸売 ・ 小売 教育・ 公務 その他
就職者

進学
合計

平成 23 年度 14 人 17 人 23 人 9 人 27 人 90 人 4 人

平成 24 年度 19 人 24 人 23 人 16 人 40 人 122 人 5 人

平成 25 年度 21 人 14 人 26 人 8 人 34 人 103 人 5 人

表 2-5-3 人聞社会学部社会福祉学科就職状況

区 分
老人福祉

病院
障がい者 児童福祉

社協 その他
就職者

進学
施設 福祉施設 施設 合計

平成 23 年度 17 人 7 人 8 人 3 人 0 人 8 人 43 人 0 人

平成 24年度 13 人 7 人 5 人 1 人 0 人 9 人 35 人 6 人

平成 25 年度 14 人 8 人 7 人 1 人 1 人 10 人 41 人 0 人

表 2-5-4 健康管理学部健康栄養学科就職状況

区 分
病院・福祉 栄養士 食品メー

教育 その他
就職者

進学
施設 委託業 カー 合計

平成 23 年度 9 人 10 人 2 人 5 人 7 人 33 人 1 人

平成 24年度 14 人 22 人 1 人 3 人 4 人 44 人 2 人

平成 25 年度 17 人 17 人 2 人 3 人 11 人 50 人 3 人
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表 2-5-5 薬学部薬学科就職状況

区 分 病院薬局 調剤薬局 その他 就職者合計 進学

平成 23 年度 48 人 26 人 4 人 78 人 1 人

平成 24年度 34 人 37 人 3 人 74 人 1 人

平成 25 年度 30 人 27 人 0 人 57 人 2 人

・ 教育課程内のキャ リア教育については、「教養セ ミナ－A ・ B」 で、 職業観の育成や社会

人基礎力を身に付ける教育を行ってお り 、キャリアデザイ ンについての学修や早期体験

学習など各学科の特色にあわせた内容を実施している。

【資料 2・5・3］「講義概要（シラパス） J 人聞社会学部 p. 1-6、健康管理学部 p.15・ 16、全学

共通科目 p.7-8、 p.15 - 16

・ 全学科で、 学外での実習が長期間にわたって行われ単位化されている。 学外実習を行 う

にあたっては、それぞれ履修条件を定め、学内における事前学習を行い、また、実習の

ための委員会を整備し対応している。

【資料 2-5-4］各学科実習委員会規程・ 内規

【人聞社会学部国際観光学科・社会福祉学科】

・人聞社会学部の学部共通科目として、キャリアデザイ ンについて学ぶ 「キャリア開発A ・

B ·CJ を必修科目として配置し教育課程内においてキャ リア教育を実施している。

［資料 2-5-5］「履修の手号｜」人聞社会学部 p.18、「講義概要（シラパス）」 人聞社会学部

p. 1 ・6

【人聞社会学部国際観光学科】

・ 4 月 の学年別オリエンテーションにおいて、就職に関する説明を行い、本学の学生の就

職支援や就職を考える上で必要と なる こと を示している。

【資料 2-5-6］ 平成 25 年度第 11 回学科会議資料 2-1～2-3

・イ ンターンシップ・研修を運営するため、実習委員会を設けている。 実習委員会は、 研

修担当と長期担当に分かれており、研修担当は、「国内観光研修j 「海外観光研修j 「語学

研修」「イ ンターンシップ」を運営し、長期担当は、「長期イ ンターンシップ」 を担当す

る。 これらの委員会の運営により 、円滑に研修の実施がなされている。

【資料 2-5-7 ］ 平成 25 年度第 1 回国際観光学科会議資料 5-2

・職業人としての意識を持たせること を 目的としてホテル ・旅館、旅行会社、公的機関等

において行う 2 週間の 「インターンシップ」（前年実績参加者数 7 人）及びハウステン

ボスにおいて行 う 「長期イ ンターンシップ」（前年実績参加者数 34 人）を配置している。

いずれの科目も 2 年次から履修する こ とができる。 「イ ンターンシップ」「国内観光研修」

「海外観光研修」「語学研修」 は選択必修科目としている。 「長期イ ンターンシップ」 に

参加し、単位を修得した学生は、 2 単位分を 「イ ンターンシップj に読み替えるこ とが

でき る。

【資料 2・5・8］「イ ンターンシップの手号 ｜ 」 、「長期イ ンターンシップの手引」、 平成 25 年度
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第 7 回学科会議議事録

【人聞社会学部社会福祉学科】

・各学年の 4 月、 1 ・ 2 年次の 12 月のオ リ エンテーシ ョ ン時にキャリ アセンター職員に講

話を実施してもら うなど教職協働によ り 学科内キャ リア教育を進めている。学科内での

就職支援については、学科内就職委員会を設けて、取 り 組みを強化している。

【資料 2-5-9］年末オリ エンテーション、 2 年生オリエンテーション資料、 2013 年度学科

運営体制

・キャリア教育の一環と して、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士国家試験受験資

格の指定科目に応じて、 2·3 ・ 4 年次を対象に学外実習を行う 。 実習にあたっては、 ま

ず学内にて事前に施設に関する学修及び各施設の見学実習を行 う 。 その後、担当教員よ

り 実習計画の作成や実習ノ ートの記入に関する指導を受ける。 実習実施期間中は、各施

設所属の担当者が指導にあたり、本学担当教員も巡回指導文は学生の帰校によ る指導を

行う 。

表 2-5-6 人聞社会学部社会福祉学科実習状況

実習名等 対象年次 実習期間 実習施設

相談援助実習 3 年 180 時間 （23 日 間） 老人福祉施設、病院 ・ 医療機関、社会福祉

協議会、児童福祉施設、 障害福祉サービス

を行 う施設

介護実習 2→4 年 450 時間 （2 年次 17 日問、 老人福祉施設、障害福祉サービスを行う施

3 年次 17 日 間、 4 年次 23 設、 在宅介護事業所

日間）

精神保健福祉援助 4年 210 時間 （27 日間） 病院 ・ 医療機関、 障害福祉サービスを行 う

実習 施設

【資料 2-5-10］「履修の手引」 p.63-67、 3 年実習関連表、 平成 25 年度精神保健福祉援助実

習打合せ議事録、平成 25 年度介護福祉クラス資料、 2014 年度第 2 回社会福祉学科会議議

事録、 資料

【健康管理学部健康栄養学科】

・ 学外実習 （臨地実習） は、 3 ・ 4 年次を対象に全員必修となっている。 臨地実習科目と し

て「給食の運営実習j 「給食経営管理実習」「公衆栄養学実習」「臨床栄養学実習J を配置

し、学内で学んだこと を基に学校、病院、福祉施設、 保健所、 事業所等で合計 4 週間の

実習を行 う 。 実習に際しては、 各施設所属の管理栄養士が直接指導にあたり 、 本学担当

教員が各実習施設に赴き、指導を担当 している管理栄養士及び実習生と面談して、 実習

状況の確認を している。 また、 事前に実習予定施設を訪問 し、 実習先施設の概要等を把

握する とともに、施設の指導担当者と実習実施に関する指導を受ける。

【資料 2-5-11］「履修の手引」健康管理学部 p.15、「講義概要（シラパス）」健康管理学部

p.121・ 128
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・給食委託会社による学内での就職説明会と採用試験を、 キャリアセンターを通して実施

した。

【資料 2-5-12］平成 25 年度第 3 回就職委員会議事録

・ 1. 2 年次生での早期体験学習と 3 ・ 4 年次生のインターンシップによる 自主実習の導入

を検討するために、 1 ・ 2 年次生では、在宅医療・福祉コンソーシアム長崎での体験学習

を実施した。 3 年次生では、長崎イ ンターンシップ協会主催のイ ンターンシップに参加

を促して夏期と春期に多くの学生が参加した。

【資料 2・5・ 13］在宅チーム医療早期体験学習要綱 平成 25 年度（担当教員用）、地域包括

ケア早期体験学習要綱平成 25 年度（担当教員用）、平成 25 年度第 2 回就職委員会議事録

・キャリアセンター主催で管理栄養士として勤務している卒業生を招いて就職ガイ ダンス

を開催；した。

【資料 2・5・ 14］仕事の魅力発見セミナー開催

表 2-5-7 健康管理学部健康栄養学科実習状況

実習名等 対象年次 実習期間 実習施設

臨地実習 I 3 ・ 4 年 45 時間 学校 （小学校） 、 介護老人保健施設、自衛隊、病

（給食の運営） 院、 事業所

臨地実習 H 3 . 4 年 45 時間 学校（小学校）、介護老人保健施設、自衛隊、病

（給食経営管理） 院、事業所

臨地実習皿 4年 45 時間 保健所、 市町村保健センター

（公衆栄養学）

臨地実習W 4 年 45 時間 病院、介護老人保健施設

（臨床栄養学）

【薬学部薬学科】

・ 1 年次から薬学生としての幅広い進路と各職業の社会的役割を理解し、実行できる能力

を身に付けるため医療教育プログラムを実施している。具体的には以下の表 2-5-8 薬学

部薬学科医療教育プログラムのとおりである。

表 2-5-8 薬学部薬学科医療教育プログラム

医療薬学プロ グラム名 対象年次
実習 ・ 学習期

実習・学習施設
問

薬学入門 1 年 前期 学内

早期体験学習 1 年 2 日 間 病院、 保険薬局、 行政機関、 製薬会社

臨床体験学習 2 年 1 日 間 病院

薬学実務実習事前学習 4年 3 か月間 学内

薬学実務実習 5年 22 週間 病院 （ 11 週間）、 保険薬局（11 週間）
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・ 1 年次に病院や保険薬局等を見学する早期体験学習「教養セミナーA·B」及び病院、 薬

局、製薬会社で活躍している医師、薬剤師等を講師に迎える授業「薬学入門」において、

キャリア教育を念頭においた授業を行い、 2 年次には教育の一環として、夏季休業中に

本学系列の長崎リハビリテーション病院における臨床体験学習を行っている。

【資料 2・5・ 15］「講義概要（シラパス） J 全学共通科目 p.7・8、 p.15-16、 p.265・266、平成

25 年度長崎国際大学薬学部臨床体験学習

・ 4 年次の「薬学実務実習事前学習」では、 5 年次に実施される学外実習に備え、基礎的

な知識を整理し臨床現場における理解力・判断力・問題解決能力を醸成する。

【資料 2・5・ 16］「講義概要（シラパス） J 薬学部 p.229・238

・ 5 年次に 22 週間行われる薬学実務実習（「実務実習・ 病院」と「実務実習・薬局J 、 各

11 週）は、参加型の実習であり、医療の現場において薬剤師の果たすべき職責の重要性

を認識し、医療人としての職業倫理や責任感を身に付ける こと を 目的とする。

【資料 2-5-17］「講義概要（シラパス） J 薬学部 p.239-243、平成 24 年度第 9 回薬学部教

授会議事録

・平成 25(2013）年度の教育課程外の就職 ・進路指導では、 4 月に、就職オ リ エンテーショ

ンを実施し、 6 年次生への就職活動に関する事務手続きの周知及び 5 年次生への本学の

就職支援・就職活動の流れと学内就職関連行事についての情報提供等を行い、 11 月 には、

5 年次生に就職活動開始直前講座を実施した。

【資料 2・5-18］平成 25 年度 5 年生、 6年生就職オリエンテーショ ン、 薬学 5 年生対象「就

職ガイ ダンス」について （実施案）

・平成 26(2014）年 2 月 には、 1～5 年次生を対象に、 「医療を取り巻く環境の変化と求めら

れる薬剤師像」の演題で外部講師による講演会を実施した。

【資料 2-5-19］「産業界ニーズに対応した教育改善・充実体制整備j 講演会案内

・ 平成 26(2014）年 2 月 に開催した 5 年次生対象の学内合同就職説明会に 136 の病院・薬

局などの事業所から参加があった。 また、 1～4年次生を対象として、卒業後の進路を考

えるセミナーを開催した。

【資料 2-5-20] 2014 長崎国際大学薬学部就職説明会実施要領案、 2014 長崎国際大学薬学

部／薬学科～卒業後の進路を考えるセミナー～

・教育課程外の取り組みとしては、キャ リ アセンターで、は企業団体等のパンフレット、求

人情報などの就職や進学に関わる情報を収集 ・提供している。また、 ガイ ダンス情報、

各種特別講座の開講情報、求人情報については、ポートフォリオやメールで、必要な情報

を提供している。

・キャリ ア発達支援として、 「キャリコレ」 と称し特別講座を実施している。 平成 25(2013)

年度は、「公務員についての知識を深める講座」「メイ クアップ講座」 「お金の使い方など

人生設計に役立つ知識を身につけるための講座j など合計 4 回実施し 81 人の参加者が

あった。 また、 学生のリ ーダーシップを高める宿泊型研修 「リ ーダー養成講座j を 1 泊

2 日で実施した。 自分で学び続ける力や、協調性や協働性を身に付ける上で大変有意義

な講座で、あったと参加学生から好評を得ている。さらに、業界ごとの仕事の魅力・ 醍醐

味を理解させるために、 業界人を招き「仕事の魅力発見セミナーJ を 4 回実施した。

【資料 2・5・21 ］ キャリアセンタ一実施行事一覧
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・学生の資格取得支援として、「コ ンヒoュータ基礎講座」では 36 人が受講し 23 人の資格

合格者、「サービス接遇検定準 1 級試験対策講座J では 9 人が受講し 8 人の合格者であ

った。

【資料 2・5・22］合否結果一覧、サービス接遇検定試験結果一覧

・学生の就業体験と して、 教育課程外のイ ンターンシップを実施した。 春 ・夏・ 冬の合計

3 回募集を行い一人ひと りの希望を聞きなが ら将来のキャリ アプランを考慮した最適な

インターンシッフ。先の紹介を行った。 インターンシップの前後には、 事前説明会、 事後

報告会を実施し、 実務経験を通したキャ リ ア意識の醸成を支援している。参加人数は、

表 2・5・9 就職支援に関わる各講座の参加人数の推移のとおり である。

【資料 2-5-23］キャ リ アセンター取扱インターンシップ参加者一覧

・ 就職支援として、 学生と企業の接点を増やすこと を目的に学内企業説明会を実施してい

る。 平成 23(2011）年度には 17 回実施し 17 社、平成 24(2012）年度は 38 回実施し 35 社、

平成 25(2013）年度には 58 回実施し 58 社が参加した。また、 福岡地区で毎年開催される

業者主催の合同企業説明会への参加では、無料送迎パスを手配しキャリアセンター職員

が引率することで、学生の参加促進を図っている。平成 24(2012）年度には合計 6 回 239

人、平成 25(2013）年度は合計 5 回 3 15 人が参加し就職支援に寄与した。

［資料 2-5 -24］ 平成 25 年度第 8 回就職委員会議事録、 合同説明会 ・ 学内説明会及び学内

就職ガイ ダンス情報一覧、平成 25 年度 合同説明会パス乗車人数

・平成 25(2013）年度の就職支援として、学生の就職に対する意識を高め、 実際の就職活動

に取り組む上での必要事項を周知するこ と を 目的に 3年次の学生を対象に 10月 に 3回、

11 月に 3 回合計 6 回の就職ガイダンスを実施した。 参加人数は、表 2・5・9 就職支援に関

わる各講座の参加人数の推移のとおりである。また、 11 月に初めて薬学部就職ガイダン

スを実施し、 22 人が参加した。

［資料 2-5-25 ］ 平成 25 年度第 8 回就職委員会議事録

表 2-5-9 就職支援に関わる各講座の参加人数の推移

区分 平成 23(2011）年度 平成 24(2012）年度 平成 25(2013）年度

キャ リコ レ （特別講座） 71 人 129 人 96 人

リ ーダー研修 29 人 27 人 19 人

仕事の魅力発見セ ミナー 87 人

イ ンターンシップ 11 人 15 人 19 人

就職ガイ ダンス 359 人 240 人 378 人

・ 毎年、 10 月に実施される保護者懇談会では、保護者の就職に対する意識改革や本学が取

り組んでいるキャ リア教育への理解と学生の就職活動を支援しても ら うため、 外部講師

による「保護者の就職意識を高める講演会」 を実施している。

【資料 2・5・26］平成 25 年度第 5 回就職委員会議事録

・企業訪問は、キャリアセンター職員によ り、 卒業生の受入れ企業、 団体を中心に学科の

特性に合致する企業をピックアップし実施している。併せて企業が求める人材像のヒア
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リ ングを実施している。

【資料 2-5-27］平成 25 年度第 1 回就職委員会資料、平成 24 年度各学科企業訪問先

・教員に対する FD(Faculty Development）として、 学生のリテラシー及びコ ンピテンシー

を測定した「PROG テスト」の分析結果報告会を実施し、学生の個別指導等に活かしてい

る。 さらに、教員の学生との面談力の強化を目的としてコーチング研修を実施した。

【資料 2・5・28］平成 25 年度第 1 回就職委員会議事録、長崎国際大学 「教員 Being 研修」

アンケート報告書

・平成 24(2012）年度よ り 、文部科学省の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制

整備事業（地域力を生む自律的職業人育成事業） J に選定され教育課程内外において地域

に活力（地域力）をもたらし、主体的に考える力をもった自律的職業人を輩出する こ と

を目的に「リテラシー及びコンピテンシ一事業J 「社会人基礎力育成事業」 「スモールグ

ローカル人材育成事業」 「課題発見力向上事業」 の各事業に取り組んでいる。

【資料 2-5-29］平成 25 年度第 1 回就職委員会議事録、 資料

・キャリアセンター内に就職活動に必要な書籍・資料を揃えている。また、図書館の一角

に「就職活動」のコーナーを設け、 200 冊以上の関連書籍を配架していつでも自由に利

用できる環境を提供している。

【資料 2-5-30 ］ 図書館語学 ・就活コーナ一、 キャ リ アセンター内就職関連図書コーナー

(3) 2-5 の改善・向上方策（将来計画）

・求人票の WEB 上での閲覧を可能とするため、平成 26(2014）年度後期からの稼働を 目指

しキャリ アセンターで整備を進めている。

・現在の求人情報を分析し、 学生の進出できる分野をよ り多様化できるよう 、求人開拓を

強化していく。そのために、キャリアセンターで企業向け リーフレッ ト を作成し、本学

教育の内容について PR を強化してし1 く。

・留学生のキャリア支援強化も今後の課題の一つである。 それぞれが自分にあったキャ リ

アプランを設計し、国内外での就職率が向上するよう 、 各学部 ・ 学科、 国際交流・ 留学

生支援センターと連携し推進していく。

【人聞社会学部国際観光学科】

・国際観光学科内に設置している実習委員会の中に 「長期イ ンターンシップ担当j 部会を

設け、組織的に対応している。今後とも、 ハウステンボスとより密接な協力関係を構築

していくよう努力する。

【人聞社会学部社会福祉学科】

・ 学生の就職支援のため、 平成 26(2014）年度以降、ゼミ担当教員とキャリアセンターの更

なる協力体制の強化と 、 その具体的方法を検討してし、 く 。 また、 卒業生との連携により 、

実習・就職も含めて、 在学中のキャリ ア教育をより実りある ものとするために、卒業生

と の連携行事を開催する。
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【健康管理学部健康栄養学科】

・ 管理栄養士の資格は、 病院等の医療職以外の分野でも活躍でき る資格である こと を学生

に周知させる ことが、進路決定率 （就職率）の向上にも繋がると考えられるので、 管理

栄養士の就職先としての職種の紹介等を行ってし、く。そのためにも 、 多くの分野で活躍

している卒業生による就職ガイダンス開催を促進する。

・就職活動を行わなければならない 3 ・ 4 年次生のキャリ アセンターの利用を更に促進す

る。

【薬学部薬学科】

・就職・進路指導状況に記載した支援並びに就職・進学に関する相談 ・ 助言体制が、 薬学

生の就職につながっていくように、 今後も 、 学生の意見・ 要望等を反映しつつ、 キャリ

アセンターとの連携を強化してし、 く。

【大学院】

・大学院生の学位取得後のキャリ ア形成に関する指導を行う とと もに、 キャ リ アセンター

の利用を促してい く。

2-6 教育目的の達成状況の評価とフィードパック

《2-6 の視点》

2-6－① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6－② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードパック

(1) 2-6 の自己判定

基準項目 2 6 を満たしている。

(2) 2-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-6－①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

・教育目的の達成状況の点検 ・ 評価に関しては、 ディ プロマ ・ ポリシー、 カ リ キュ ラ ム ・

ポリシ一、アドミ ッシ ョ ン ・ポリ シーが達成されているのかを点検 ・評価する こ とを基

本としている。 ディプロマ ・ ポリシーは観点別に明示しであり 、 ディプロマ ・ ポリシー

を基にカリキュラム ・ ポリシーが策定されており 、 それらを達成するために個々の科目

が設定され、 「講義概要（シラパス） J が作成されている。よって、 「講義概要 （シラパス）」

に基づき個々の科目が適切に実施されれば、デ、ィ プロマ ・ポ リシーが達成されるという

仕組みを構築している。 現在、本学ではこの取り組みを可視化していくための PDCA サ

イクルに取り組んでいる。

【資料 2・6・ 1 ］ 「講義概要 （シラパス） J 全学共通科目、人聞社会学部、 健康管理学部、 薬

学部

・ポート フォ リオシステムを利用し、 学生の学修の成果物であるレポー ト 、 学修に活用 し

た資料、教員からの配布物など学修履歴を残すこ とができるようにしている。 また、 各

自がこれまでの学修や目標 ・ 計画の振 り 返り を行い、 修正し前進するという過程を重視

した学びを目標としている。
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【資料 2・6・2] manaba course 学生用マニュアル

・ 学修の評価は、各科目 の当該基準に沿って行 う 。 学生の授業における到達目標や予習 ・

復習の学修内容については 「講義概要（シラパス ） J に示されている。

【資料 2・6・3］「講義概要（シラパス） J 

・学修成績を総合的に判断する指標と して GPA 制度を導入してお り 、 半期ごと に配布さ

れる成績通知表に登録した全科目の成績の GPA を数値で表している。 学生は、自主的

な学修が一層進められるよう この指標を活用し、計画的な履修管理と学修意欲の向上に

努めている。また、 教員は、 これらの数値を履修指導及び学修指導に役立てている。

【資料 2・6・4］成績通知書の見方、「履修の手引」人聞社会学部 p.5、健康管理学部 p.9・ 10、

薬学部 p.18-19

・ 学生の授業における理解度を把握するために リフレク ション ・ カー ドを使用 している。

リフ レクショ ン ・ カー ドには、当該授業についての理解度、 質問事項、 事前・ 事後の学

修状況等を記載させており 、教員は、 出席の確認のみでなくその内容等を確認し、次の

講義に活かすよう にしている。

【資料 2-6-5］リ フレクション・カード

・ 免許・ 資格取得状況は教育目的に基づいて、 各学科において点検 ・ 評価を行っている。

本学は、 学芸員、 社会福祉士、 介護福祉士、 精神保健福祉士、 栄養士、 管理栄養士、 薬

剤師、教育職員免許状な ど多くの資格を取得でき る教育課程を編成している こ とから、

資格の取得状況を教育目的の達成状況の指標のーっと している。

表 2-6-1 社会福祉士国家試験結果（平成 24 ・ 25 年度分）

区分 受験者数 合格者数 合格率

第 25 回 31 人 9 人 29.0% 

第 26 回 34 人 13 人 38.2% 

表 2-6-2 精神保健福祉士国家試験結果（平成 24 ・ 25 年度分）

区分 受験者数 合格者数 合格率

第 15 回 6 人 5 人 83.3% 

第 16 回 5 人 4 人 80.0% 

表 2-6-3 管理栄養士国家試験結果（平成 24 ・ 25 年度分）

区分 受験者数 合格者数 合格率

第 27 回 70 人 64 人 91.4% 

第 28 回 58 人 58 人 100.0 CJも

表 2-6-4 薬剤師国家試験結果（平成 24 ・ 25 年度分）

区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率
第 98 回 I 73 人 I ss 人 I 79.5% 

第 99 回 57 人 36 人 63.2% 
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【人聞社会学部国際観光学科・社会福祉学科】

・平成 25(2013）年度入学者から、学生自身が 自分の現状を知り、大学生活の目標と行動計

画を立てるためのアセスメ ン トテスト を実施している。 学年進行に伴い継続し実施する

ことにより 1 年次の振 り 返りと今後の進路を考えている。

【資料 2・6・6】平成 25 年度第 11 回教務委員会議事録

【人聞社会学部国際観光学科】

・日本語教員養成課程では、定められた科目の単位修得者には修了証が授与され、平成

24(2012）年度は 12 人、平成 25(2013）年度は 16 人の修了者で、あった。

・旅行業務取扱管理者資格、学芸員資格、 スポーツリーダー資格の取得状況は次のとおり

である。 旅行業務取扱管理者資格取得者は、平成 25(2013）年度は国内 10 人、総合 4 人、

学芸員資格修得者は、 平成 24(2012）年度は 27 人、平成 25(2013）年度は 22 人、 スポー

ツリーダー資格取得者は、平成 24(2012）年度、平成 25(2013）年度と もに 13 人で、あった。

【資料 2-6-7］「履修の手引」人聞社会学部 p.30-32、平成 24 年度第 1 回臨時学科会議資料

1-1～ 1-3、平成 24 年度第 1 回臨時学科会議議事録、 平成 25 年度第 11 回学科会議議事録

・ グローパノレツーリ ズムコースでは、各学年において英語力の到達目標を設定している こ

とから英語試験 「CASEC」 を使用 し到達目標に達しているかを測定し、指導に活用 し

ている。

・ 1～3年次生で修得単位数の少ない学生については、単位修得状況をイエローゾーンと レ

ッドゾーンに分け、 教員間で情報を共有した上で指導をするよ うに工夫している。

【資料 2・6・8］平成 25 年度第 2 回学科会議議事録、平成 26 年度第 2 回学科会議議事録、

資料

【人聞社会学部社会福祉学科】

・学生の学修状況及び資格取得状況の点検の前提として、 まず、平成 25(2013）年度に学科

内に設置した 「教育内容向上委員会J において、カリキュラム ・ マップ及びツ リ ーの再

検討を行ってきている。

【資料 2-6-9］教育内容向上研究会報告

・専門演習等においては、学生の学修状況、 資格取得の状況などの教育目的の達成状況を

多面的に把握することに努めている。

【資料 2・6・ 10 ］ 第 8 回国家試験合格支援委員会議事録

・国家試験対策として、国家試験合格支援ソフト「フ。レミア 5」は、 4 年次生だけでな く 、

3 年次生への活用も行っている。

【資料 2-6-11］第 8 回国家試験合格支援委員会議事録

・ 学生の意識調査については、 本学科内に設置されている 「初年次教育研究会」 において、

1 年次を対象に入学時以降数回にわたるアンケー ト調査等を行うことによって、 初年次

の課題を把握し、支援している。

【資料 2・6・ 12］長崎国際大学論叢、学生支援委員会報告
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【健康管理学部健康栄養学科】

・前期定期試験・再試験終了後、 学年ごと に学生の成績を集計し、 その結果を各教員に配

布し、各教員の担当科目 の教育目的の達成状況を教員全員で共有して、 教員が担当する

学生の成績状況を把握することによ り 、早期に成績不振者を発見し学修指導に用いてい

る。

【資料 2・6-13］平成 25 年度第 11 回健康管理学部教授会議事録

・ 4 年次生の管理栄養士国家試験の合格レベルの評価を行 う ために、 前期 4 回、 後期 6 回

の模擬試験を実施し、 その成績と学生の不得意領域等の分析を行い、各教員に配布し、

学生の合格レベルを教員全員で、共有し、学生の学修指導に使用した。また、成績の結果

は学生に公表し、その成績順に、前期の 「栄養学専門演習」、後期の「管理栄養士演習」

と「総合演習E」の演習の席順を決め、学生の学修への取り組みを促している。

【資料 2・6-14］平成 26 年度第 1 回健康管理学部教授会議事録

【薬学部薬学科】

・ 3 年次以降は物理、化学、生物、薬理、その他の分野における総合理解を促すために補

習の演習を実施し、 演習後のテス ト によ り演習の成果を測っている。 これらの演習成績

に基づき学修の達成状況のクラス分けを行い、 学生自身に成績に対する自覚を促してい

る。

【資料 2・6-15］平成 25 年度 3 ・ 4 年生 （後期）基礎演習スケジュール

・全学生に対して全国統一模試受験を実施し、自 らの実力を試すよ うに指導している。

【資料 2・6・ 16］平成 25 年度模試・実力試験 ・ 卒業試験等日程と実施責任体制

・ 6 年次後期科目である 「総合演習IIIBJ （卒業試験） の不認定者に対しては、 次年度前期

に「総合演習IIIBJ の演習を開講し、卒業延期者にも適切に指導している。

【資料 2-6-17 ］ 平成 26 年度前期時間割案

【大学院】

・入学時にオリエンテーションを実施し、研究計画書に基づいた履修指導を行っている。

また、研究に取り組むべき姿勢を説明し「履修要項J に記載されているシラパスに授業

の到達目標を示している。

【資料 2・6-18］「履修要項」 人聞社会学研究科 p. 6 、 p . 37・96、 p.97-134、 p.135-171 、 健康

管理学研究科 p.3、 p.20-79、 薬学研究科 p.4、 p . 22-63

・大学院の教育研究の集大成として学位論文を作成する。 この学位論文作成を授業により

指導するために「特別研究」及び「特別研究指導J を設け、修士課程、博士課程と もに

所定の修業年限において一貫指導を行 う。 この研究指導を担当する教員は、学生の研究

計画書に沿って教授会で選出されており 必要に応 じて複数教員による指導が行われる。

【資料 2・6・ 19］「履修要項」人聞社会学研究科 p.96、 p.134、 p.160・ 171、 健康管理学研究

科 p.79、薬学研究科 p.63

2-6－②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードパック

・ 各学期 1 回、 授業評価アンケー ト を実施している。 集計結果は、授業に対する感想、・ 要
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望（自由記述欄）も含めてホームページを使った授業アンケート集計結果閲覧システム

により担当教員に返却している。 「教育目的の達成状況の点検・評価」及び 「評価結果の

教育内容・方法及び学修指導等の改善へのフィードパック」の各担当教員の活用状況は、

年 1 回実施されている自己京検・評価委員会による「授業アンケー卜に対する自己点検・

評価報告書」などによ り 確認されている。

・授業アンケート実施後は、各担当教員がその結果を自分の授業に活かすと ともに、自己

点検・評価委員会で全体の結果を分析し、 「授業アンケートのコメ ントから見えてくる も

のj としてとりまとめ、教員だけでなく、学生にもフィ ード、パックしている。

【資料 2・6・20］「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業アンケートに対する自

己点検・評価報告書j、自己点検・評価報告書授業アンケー トのコメ ントから見えてくるも

の

・「在学生アンケートJ 「保護者懇談会アンケート J 「卒業生アンケート 」 や「学長カ フェ」

で出された意見は、自己点検・評価委員会等でアンケート調査をまとめ、全学教授会で

報告しており、学生からの要望等や改善が必要な点については、該当部署で対応策を検

討することとしている。 今までに、教学面での全学無線 LAN、ポート フォ リオ、 CALL

システム及び電子黒板の導入、メディアルームのパソコンの増設、各教室のプロ ジェク

ターの入れ替えなどが実施された。

・教育内容の充実、改善のために、教員相互間の授業公開を行ってお り 、授業公開後は報

告書を作成し、教員間で情報を共有し授業改善に活かしている。

・全ての教員は年度末に 「教員個人の諸活動の報告書J において教育活動、研究活動、社

会活動の自己点検 ・自己評価を行い、教育内容・方法及び学修指導、研究活動などを報

告するとともに改善策を記述し、 諸活動の向上に努めている。

【人聞社会学部国際観光学科】

・国際観光学科では、社会福祉学科とともに授業公開後に公開授業に対する意見交換会を

実施し、 該当の授業の優れた点、改善すべき点について相互に評価し授業改善に活かし

ている。

【資料 2-6-21］平成 25 年度前期・国際観光学科授業公開アンケート集

・ 各コース委員会において学科の教育内容を検討し、 学科会議に検討内容を上程し教育改

善に努めている。また、平成 26(2014）年度からはカリキュラム委員会を設置し、カリキ

ュラムの改善に取り組んでいる。

【資料 2-6-22］平成 25 年度第 6 回学科会議議事録、平成 25 年度第 7 回学科会議議事録、

平成 26 年度第 1 回学科会議資料、平成 26 年度第 1 回学科会議議事録議長方針

【人聞社会学部社会福祉学科】

・ 教育内容 ・ 方法及び学修指導の改善へ向けての評価結果のフィー ドパックについては、

大学全体の授業公開のほか、社会福祉学科独自の「相互授業」を全教員により実施 し、

改善に努めている。

【資料 2・6-23］社会福祉学科 2013 年度公開授業 ・相互研究授業実施状況報告

・ 初年次教育研究会における調査結果を踏まえ、平成 25(2013）年 4 月に「学科内学生支援
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委員会J を設置し、学修の前提となる諸問題（心のケア、経済的問題、コミュニケーシ

ョン支援等）に関わる支援体制を構築し、支援を行っている。

【資料 2-6-24］「長崎国際大学社会福祉学会研究紀要J 第 7 号、学生支援委員会報告

・国家資格取得志望者には、年 5 回程度の模擬試験受験を義務付けている。 模擬試験の結

果については、その都度国家試験合格支援員会で分析を行い、その結果を踏まえて学生

が苦手とする科目については対策講座を実施するなどのフィードバックを行っている。

【資料 2-6’25］第 8 回国家試験合格支援委員会議事録

【健康管理学部健康栄養学科】

・全ての学生の学修状況を全教員が把握し、更に、学修状況に問題がある ときには担当教

員が個別に面談を行し、問題解決に向けて指導している。 学期末には、進級判定及び卒業

判定を受ける 2～4 年次の全学生の保護者に対して、各学生の 日常の生活状況（授業へ

の欠席状況、生活態度など）と学修状況に関するコメントを作成し、連絡する体制をと

っている。このように、全教員が学生の学修状況と教育目的への到達状況を把握する こ

とで、学修指導の改善に努めている。

・ 4 年次には、管理栄養士資格取得に向けての実力を身に付けるために集中的な学修指導

と して 「栄養学専門演習」「管理栄養士演習」及び 「総合演習E J を実施している。その

学修効果を客観的に評価するために、年間 10 回の管理栄養士国家試験の模擬試験を実

施し学生の実力を把握し、更に模擬試験担当教員が、 その模擬試験の結果から設問ごと

の解答率を分析し、学生の弱点を把握して学修指導に活かしている。

・ 4 年次で実施している模擬試験の結果を学生に公表し、各学生の全国レベルでの位置づ

けや弱点とする分野や科目を把握させる よ う にしている。 さらに、 学生の保護者に学生

の模擬試験の結果を報告し、現状での学生の実力を理解してもらえる体制をとっている。

【資料 2-6-26］保護者への試験結果通知文

【薬学部薬学科】

・各学生の学修状況は担当教員が把握しており、前・後期の本試験終了後に個人面談を実

施している。特に 1 年次の学生に関しては、「教養セミナー」を通して、学生生活に円

滑に適応しているのかを各担当教員が把握するよ う に努めている。 学生の学修状況や生

活態度等に問題がある場合は、担当教員が随時個人面談を実施するほか、必要に応じて

保護者に連絡を取って対処している。

【資料 2-6-27］平成 25 年度教養セミナ一実施案、平成 25 年度教養セミナースケジュー

ル前期・後期

・学生の定期試験の成績は、各学生の保護者に各学期末に薬学部から詳細を報告し、学修

状況を常に把握してもらうように しており、 教員と保護者間で情報を共有している。と

くに成績不振者に関しては、通常年 1 回の保護者懇談会だけでなく 、状況に応じて臨時

に保護者会を開催するほか、保護者へ随時試験の成績も郵送している。

【資料 2・6・28］平成 25 年度保護者会案内

・実力試験や演習関連の試験等の結果は、 全教員に配布され、各学生の学修達成度を把握

できるよう に努めている。 また、 試験結果を詳細に分析して、総合演習科目やそれに付
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随する演習科目へ迅速にフィードパックできるよう にしている。

・ 4 年次の共用試験対策として、 CBT 試験対策委員会と OSCE 実施委員会がそれぞれ適

切に対応している。また、薬剤師国家試験対策と しては、 5 ・ 6 年次生に対して国家試験

対策委員会が中心となって適切に対応している。 各委員会では、実力試験等の結果を踏

まえて、随時必要に応じて、弱点補強のための講義・ 演習や成績不振者を中心とした講

義・演習を実施するなど、学修指導の改善に努めている。

【資料 2-6’29 ］ 平成 25(2013）年度演習時間割

・平成 24(2012）年度入学の学生よ り適用された新カ リ キュラムにおいて、 初年次教育をよ

り充実させるために、 1 年次に「物理学演習」「化学演習」「生物学演習」 の 3 科目を追

加した。

【資料 2・6-30］「講義概要（シラパス）」 薬学部 p.1-4、 p.35・40、 p.71-72

(3) 2-6 の改善・向上方策（将来計画）

・教務委員会において学生の単位の修得状況や成績の分布状況等の調査を行い、これらを

もとに各授業の到達目標・成績評価基準を本年度よ り検証していく 。

【人聞社会学部国際観光学科】

・授業公開後の意見交換会を更に充実させ、双方向授業や ICT を活用した授業内容・ 方法

の改善に取り組んでいく。

【人聞社会学部社会福祉学科】

・社会福祉士国家試験の合格を支援するための仕組みを構築し、 更なる工夫によって、 支

援の質を高めてし、く 。

【健康管理学部健康栄養学科】

・ 再試験終了後、単位を修得できなかった科目について、 各教員が実施する新たな再試験

の実施方法について、改善策を検討してし1 く。

【薬学部薬学科】

・ 6 年制薬学部における薬剤師養成のための教育目的の達成状況については、今後、 実際

の臨床現場における医療スタップ及び患者の意識調査などを行い、 その結果をフィード

パックする仕組み（例えば、卒後教育）などを学内関連部署及び関連施設と協議しなが

ら検討する。

・毎年、卒業時のアンケート調査を全学的に実施している。 さらに、卒業生の現場におけ

る状況を把握する目的で本年度より卒業後調査の実施を検討し、今後の薬剤師養成のた

めのカリキュラムの編成や改善の参考としてし、く 。

【大学院】

・ 学位論文作成にむけて、 主指導教員 . &iJ指導教員のみならず、 所属教員が協力 し合って

指導する体制を維持し、 一層徹底してし、く 。また大学院生からの意見を聴取し、指導に
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関する要望を把握し改善してし1 く 。

2-7 学生サービス

《2-7 の視点》

長崎国際大学

2-7－① 学生生活の安定のための支援

2-7－② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

(1) 2-7 の自己判定

基準項目 2-7 を満たしている。

(2) 2-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-7－① 学生生活の安定のための支援

・学生生活安定のための支援組織と して、学生の厚生補導に関する事項について協議 ・ 審

議する学生委員会、心身の健康の保持・増進を図り、保健管理センターの運営に関する

事項について協議・審議する保健管理センター運営委員会、ハラスメント防止対策に関

する事項について協議・審議するハラスメント対策委員会、ボラ ンティア活動に関する

事項について企画・協議するボランティアセンター運営委員会がある。 各委員会で審議

し議決された事項は教授会に報告文は提案しその承認を得ることになっている。事務組

織として学生サービス、厚生補導のための学生課、健康診断、健康相談、保健指導、救

急処置、その他の保健に関する措置を行う保健管理センターが組織されている。 また、

留学生の学修指導・生活相談や在留資格手続き等に関する支援のために、国際交流 ・ 留

学生支援センターが組織されている。

【資料 2-7-1 ］ 長崎国際大学学生委員会規程 ［資料 2-7-2 ］ 長崎国際大学保健管理セン

タ一規程 【資料 2-7-3］長崎国際大学保健管理センター運営委員会規程

【資料 2-7-4］長崎国際大学ハラスメ ント対策委員会規程 ［資料 2-7-5］長崎国際大学ハ

ラスメントの防止及び対応に関する規程 ［資料 2・7・6】長崎国際大学ハラスメン ト防止

ガイ ドライ ン 【資料 2-7-7］長崎国際大学ハラスメント外部諮問員内規

【資料 2-7-8］長崎国際大学 ボラ ンティ アセンター運営規程

・学生サービスについては、学生便覧に記載しており、それに基づいて対応を行っている。

［資料 2-7-9］「学生便覧」 p.10”39

・入学時のオリエンテーシ ョ ンでは、「学生便覧」 を基に本学規則や大学生活について留意

事項を説明する。 また、 留学生を対象と して、在留資格やアルバイ トの時間制限、 奨学

金制度等を説明する。 加えて、本学教員によるハラスメン ト防止対策、市環境部からの

ゴミ処理の説明やゴミ焼却場の見学を行う環境学習会への参加、 警察署からの防犯・ 交

通安全について講話を行っている。 また、交通安全の啓蒙のために、 本学構内道路にて

実演型の交通安全教室を年 1 回行っている。

【資料 2-7-10］平成 25 年度オリ エンテーション資料

・ 4 月下旬に行われる新入生を対象としたフレッシュマンセミナーでは、学科ごと にプコ ロ

グラムを設定し、教員との親睦と新しい仲間作り の機会を持ち、今後の大学生活におけ

る不安感の払拭を図っている。

【資料 2・7・ 11 ］ 平成 24 年度第 11 固定例学生委員会議事録
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・学生主体の行事として新入生を歓迎する新歓祭、大学祭 （開園祭）、 卒業パーティーがあ

り、 学生委員会及び学生課により指導やサポートを行っている。また、平成 25(2013)

年度には、 スポーツで学生聞及び教職員の交流を 目的としたスポーツ大会（開筋祭）が

開催された。

【資料 2・7・ 12］平成 25 年度オリエンテーション資料 【資料 2・7-13］平成 25 年度第 6

固定例学生委員会議事録、平成 25 年度第 9 固定例学生委員会議事録

・生活支援として、住居については、大学女子寮を 1 棟設置する とと もに近隣のマンショ

ン 1 棟を女子学生専用の指定寮としている。各寮には管理人が常駐している。また、 賃

貸借契約しているアパートとして邦人学生に 1 棟、留学生に 2棟を用意している。留学

生については、地元の不動産業者数社と提携し、入居に際しては本学が保証人になって

し、る。

【資料 2-7-14］長崎国際大学女子寮のご案内

【資料 2-7-15］長崎国際大学指定寮ノミンフレット 【資料 2-7-16］建物賃貸借契約書

【資料 2-7-17］「学生便覧」 p.31

・福利厚生については、キャンパス内に食堂、売店、 ATM を設置している。 食堂につい

ては、朝昼晩の食事等を提供している。

【資料 2-7-18］「学生便覧」 p.13

・白家用車通学者に対しては、自家用車輔通学規程に基づいて指導を行っている。 学内に

は学生駐車場として 370 台分を確保している。

【資料 2・7・ 19］長崎国際大学自家用車車両通学規程、「学生便覧」 p.11 、 p . 95・97

・地元企業との関係から、本学学生向けのパス通学定期 「BLUE PASS90」 があり 、 約 9

割引 とな り 経済的支援と なっている。

【資料 2-7-20] 1 年開通学定期券チラシ

・障がいのある学生の修学支援では、 平成 25(2013）年度人聞社会学部国際観光学科に入学

した重度障がいの学生の支援として、介護用ベッ ドを設置できる よ うにトイ レを改修し、

昇降机を各教室棟へ 1 台ずつ配置した。さらに、 人的支援と しては、 ピアサポー トセン

ターを設置し、教職員と学生が連携して、 ノ ートテイクや食事介助、車イスへ移乗介助

を行っている。また、内規に基づき障がし 1学生に対する修学支援費を支給している。

［資料 2-7’21］「学生便覧」 p.11、「2015 長崎国際大学 大学案内J p.64 

【資料 2・7-22 ］ 長崎国際大学 障がい学生に対する修学支援費支給内規

【資料 2・7・23 ］ 平成 25 年度第 2 固定例学生委員会議事録

・経済的支援としては、日本学生支援機構奨学金、財団法人等の各種奨学金があり、 邦人

学生は学生課、留学生は国際交流・留学生支援センターが窓口になり 、諸手続きを行っ

ている。

【資料 2-7-24］「学生便覧」 p.27-30

・ 本学独自の奨学制度は 「エビデンス集（データ編） J 表 2 13 のとおりであり 、 指定す

る入学試験において、優秀な成績で合格した学生及び経済的支援の必要な学生に対して、

入学金 ・授業料等を減免する制度がある。また、在籍学生を対象に各学科から推薦を受

け、 学業奨励金として給付する長崎国際大学同窓会特別奨励金のほか、 平成 25(2013)

年度よ り 減免奨学生制度及び兄弟 ・ 姉妹在籍者奨学金制度を実施している。
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【資料 2・7・25］入学試験 INFORMATION ［資料 2・7・26］長崎国際大学特待生に関す

る規程 ［資料 2-7-27 ］ 長崎国際大学 長崎国際大学同窓会特別奨励金に関する規程

【資料 2-7-28］長崎国際大学授業料等免除規程

【資料 2・7・29］長崎国際大学兄弟・姉妹在籍者奨学金支給規程

・学費は特別の事情で、期限内に納付が困難な学生に対しては、願い出により分納・延納

を言忍めている。

【資料 2-7-30］長崎国際大学学則

・留学生に対しては、私費外国人留学生の授業料減免規程に基づき、日本語能力のレベル

に応じて、授業料の減額を行っている。 ただし、毎年度末に学修成績を GPA 評価した

数値を基に減額率の見直しを行っている。

【資料 2-7-31］長崎国際大学私費外国人留学生の授業料減免規程

【資料 2・7・32］平成 25 年度第 11 固定例学生委員会議事録

・アノレバイトについては、危険を伴う職種等、大学生と して不適切な職種を排除し、 一般

的な求人情報を提供している。また、留学生に対しては、求人票受付け段階で留学生受

入可否を記入しても らい、受入可能な求人票については、国際交流・留学生支援センタ

ーでの閲覧が可能となっている。

【資料 2-7-33］「学生便覧」 p.5-6、 p.31

・課外活動については、平成 25(2013）年度の公認団体は、体育系 28 団体、文化系 13 団体、

新規 1 団体があり、参加者数は 739 人で学生の約 41%である。また、女子バレーボール

部、男子テニス部、女子テニス部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、ゴ、ルブ

部、陸上競技部、空手部、 アーチェ リ一部を強化部に指定している。 学生の課外活動へ

の全体的な指導 ・支援等については「エビデンス集 （データ編） J 表 2-14 の とおりであ

り、学生委員会を中心に窓口は学生課が担当しており連携して適切に行っている。 また、

毎年、成果を挙げた団体若しくは個人に対し表彰する制度により活動の奨励と意欲向上

を図っている。

【資料 2-7-34］平成 25 年度第 2 固定例学生委員会議事録、平成 26 年度第 2 固定例学生委

員会議事録、平成 26 年度第 1 回臨時学生委員会議事録

・学生が自発的にボラ ンティア活動を行 う ことにより学びを深め、人間尊重を体得する機

会を積極的に促進するとともに、関係諸国体及び機関と連携し、地域社会及び国際社会

への貢献に資する活動を支援することを目的に平成 23(2011）年度にボランティ アセン

ターを設置している。

【資料 2-7-35］平成 25 年度第 1 回ボランティアセンター運営委員会議事録、長崎国際大

学ホームページ

・健康管理、保健指導に関しては、入学生に健康調査票を配布、入学前に回収し、保健管

理センターにて集約し「健康調査票一覧」 を作成している。その 「健康調査票一覧」を

基に各学科長と情報を共有することで、 教職員が連携しなが ら 、 該当学生が大学生活で

必要とする支援を行っている。

【資料 2-7-36］平成 26 年度第 1 回保健管理センター運営委員会議事録

【資料 2-7-37] 2014 年度健康調査票用紙

・ 学校保健安全法第 13 条及び学校保健安全法施行規則第 6 条に基づき 、 学生の定期健康
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診断を実施している。 平成 25(2013）年度の学部生 （休学者は除く ）の受診率は、平成

24(2012）年度に引き続き 100%で、あった。

【資料 2-7-38］平成 25 年度第 5 回保健管理センター運営委員会議事録

・ 学生の危機管理対策と して、本学所属の医師によ る 「熱中症対策講習会」 や、地元消防

署の救急救命士及び消防隊員によ る 「AED 講習会J を実施している。 また、学内での傷

病者対策として、 緊急時の連絡方法を確認し、各教室、 トイ レ、エ レベータ一等に緊急

連絡先を貼付している。

【資料 2-7-39］平成 25 年度第 1 回保健管理センター運営委員会議事録、平成 25 年度第 2

回保健管理センター運営委員会議事録、 平成 25 年度第 4 回保健管理センター運営委員会

議事録、平成 25 年度第 5 回保健管理センター運営委員会議事録

・保健管理センター運営委員会によって、 平成 25(2013）年度より学生の 自殺 （企図・未遂）

防止に関する教職員用マニュアルの作成に取り組んでいる。

【資料 2-7-40］平成 25 年度第 5 回保健管理センター運営委員会議事録

・相談支援としては、「エピデンス集 （データ編） J 表 2-12 にある よ う に、 臨床心理士等を

配置し、 学生の心理的支援及び人間関係形成が不得手な学生の支援を行っている。 必要

に応じて、 保護者や担当教員、 関係教職員との面接も行し、連携を図っている。 さ らに、

「学生相談室来室証明書」 を発行し面接を受けやすい環境を整えた。教職員もカ ウンセ

ラーへ学生対応について相談できることを周知する教職員向けパンフレッ ト を作成し、

全教職員へ配布した。

【資料 2・7・41］「学生便覧」 p.20 【資料 2・7・42］平成 25 年度第 4 回保健管理センター運

営委員会議事録、 平成 25 年度第 5 回保健管理センター運営委員会議事録、 平成 26年度第

1 回保健管理センター運営委員会議事録

・保健管理センター運営委員会によって、年度始めに全学生対象の 「心の健康調査J （ 日本

語、 英語、中国語、 韓国語、ベトナム語の質問用紙準備） を実施している。 その結果を

心理専門の委員と学生相談室カウンセラー （臨床心理士） によって判定を行い、 要支援

該当の学生を リ ス トアップし、 要支援該当学生には個別に保健管理センターよ り 、 検査

結果を説明 し、 状態が深刻な学生には面接を勧めるよ うに している。

【資料 2・7・43］平成 24 年度第 3 回保健管理センター運営委員会議事録、 平成 25 年度第 6

回保健管理センター運営委員会議事録

・ ハラスメ ン ト対策委員会では、 年度初めにパンフ レット 「STOP ハラスメン トのない

大学にするためにj を配布している。 さらに、 ホームページへの記載、 ポスターの掲示、

電光掲示板での掲示をするなど周知 している。 学内 2 か所に相談箱を設置しハラスメン

ト対策委員会で週 1 回投函状況を確認している。 安心 して相談しやすい環境づく り と し

て、平成 26 (2014）年度より外部諮問会議を設置した。

【資料 2-7-44］ 平成 25 年度第 4 回ハラスメン ト対策委員会議事録 【資料 2-7-45 ］ 「学生

便覧j p.35-36、 パンフ レッ ト 「STOP ハラスメン トのない大学にするために」

【資料 2・7・46］長崎国際大学ハラスメ ン ト外部諮問員内規

2-7－② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

・「卒業生アンケー ト j 「在学生アンケート 」 の意見を基に学生委員会で協議し、 その対策
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を行っている。喫煙場所については、学生からの意見を基に平成 24(2012）年度に喫煙所

を移動した。 平成 25(2013）年度在学生アンケートでは、 更に意見があり、学生委員会に

て検討を行っている。また、 食堂・ 売店に関する学生の意見に対しても、 学生委員会内

に学食検討委員会を設け、 学生と一緒に意見を取りまとめ、委託業者との協議を進めて

し 1る。

【資料 2- 7・47］平成 25 年度第 6 回～第 9 固定例学生委員会議事録

・ 学生の意見を汲み上げるための仕組みとして、学生と学長が直接意見交換する 「学長カ

ブェJ を平成 24(2012）年度よ り開催している。ここでの意見 ・ 要望については、必要に

応じて改善している。 改善の状況については、電光掲示板等で学生へ周知している。そ

の他にも、学生相談窓口に来るこ となく 意見を汲み上げるシステムとして、学生の相談

箱を学内 2 か所に設置している。

【資料 2-7・48 ］ 学長カフェ資料

・毎年「保護者懇談会J を開催し、担当教員 と保護者との懇談・個別相談によ り 、 学生の

修学状況等を保護者と共有し、大学に対する意見や要望を直接的に聴取する機会と して

いる。 平成 25(2013）年度よ り、遠方からの保護者の利便性を考慮、 し、 初めての地方会場

と して沖縄県での保護者懇談会を行った。

【資料 2-7-49] 20 13 年長崎国際大学保護者懇談会資料、 就職関係講演資料、保護者懇

談会アンケート集計結果、沖縄保護者懇談会アンケー ト集計

(3) 2ー7 の改善・向上方策（将来計画）

・ 学生委員会と学生課、 学生会が連携して課外活動支援の改善と向上を図ってし 、 く 。クラ

ブ、サークル活動については、 全国大会に出場するク ラブも増えており 、 活動支援費の

配分方法の基準の見直しを検討する。 また、学生会主催の行事についても、行事ごとの

執行部役員組織を整え、 更なるサポート体制の強化を図ってし、 く 。

・ 経済的支援として、 入学後に成績が向上し経済的な事情がある学生に対し、 現状の奨学

制度の運用の見直しを検討する。

・保健管理センターや学生相談室に居場所を求めた相談 目的で来室する学生は増加傾向に

ある。 カ ウンセラーが常駐したスペースでの居場所づくり活動を実施してし、 く 。

・ 学生の 自殺 （企図 ・ 未遂）防止に関する教職員用マニュアルを作成してし 1 く 。

2-8 教員の配置・職能開発等

《2-8 の視点》

2-8－① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8－② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、 FD(Faculty Development）をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み

2-8－③ 教養教育実施のための体制の整備

(1) 2-8 の自己判定

基準項目 2-8 を満たしている。
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(2) 2-8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-8－①教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

・本学は、人聞社会学部に 2 学科、管理栄養学部に 1 学科、 薬学部に 1 学科の 3 学部 4 学

科から構成されている。 各学部の教員数については、表 2・8・ 1 のとおりで、 大学設置基

準の定めるところによ り 、教育課程を適切に運営するために、 必要な専任教員数を配置

している。助教以上の専任教員数は 112 人で、設置基準の 1.3 倍の人数を配置している。

なお、 4 学科で共通に開講する全学共通教育科目 （教養科目） を担当する教員は、 各学

科の専任教員のほか、 他大学等からの非常勤講師を配置していて 、 教養教育を適切に運

営している。

【資料 2-8-1］「エピデンス集（データ編） 」 表 F-6

・ 本学における専任、 兼任の教員数は、 専任教員数は 112 人、 兼任 （非常勤）の教員数は

86 人となっている。 専任教員の一人当たりの在籍学生数は、 人聞社会学部では 19.3 人、

健康管理学部で 21.7 人、薬学部で 13.5 人となっている。 各学部とも、 教育課程は適切

に実施されている。

・教員の年齢構成は、 表 2-8-1 に示すとお りで、適正な年齢のバランスで構成されている。

表 2-8-1 大学設置基準に基づく必要教員数及び現員数表

収容定員 在籍者数 設置基準 現員 専任教

員一人

学部等 必要専任 必要専任 専任教 兼任教 当たり
H26 H26 

教員数 教授数 員数 員数 の在籍

学生数

人間社会 国際観光学科 760 660 12 6 29 19.3 
19.3 

学部 社会福祉学科 340 209 8 4 16 24 

健康管理

学部
健康栄養学科 340 347 10 5 16 21.7 21.7 

薬学部 薬学科 720 690 30 15 51 13.5 13.5 

小計 2,160 1,906 60 30 112 86 

大学全体の収容定員に応 じ
23 12 

定める最低専任教員数

総計 2,160 1,906 83 42 112 86 

表 2-8-2 専任教員の年齢別の構成

学部
～30 歳 ～40 歳 ～50 歳 ～60 歳 ～70 歳 71 歳～

専任 専任 専任 専任 専任 専任

人間社会学部 1 11 12 10 11 。

健康管理学部 。 5 5 3 2 1 

薬学部 2 14 15 10 8 2 

言十 3 30 32 23 21 3 
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2-8－②教員の採用・昇任等、教員評価、研修、 FD(Faculty Development）をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み

・教員の採用については、「長崎国際大学教員選考規程」 に基づき、教育と研究の双方か

らの視点で総合的に審査をし採用する。募集に関しては、内部からの推薦や公募の形を

取っている。教員資格については、「長崎国際大学 教員資格審査委員会規程」に基づき

審査を行っている。

【資料 2-8’2 ］ 長崎国際大学教員選考規程、 長崎国際大学教員資格審査委員会規程

・昇任については、法人と学長及び当該学部長の協議により推薦された教員について、教

員資格審査委員会で人格、学歴、職歴、健康及び教育研究上の業績等を総合的に勘案し

て行い、全学教授会で報告している。

・教員の評価については、教員の人材開発 ・人材育成を図る ことや将来的に任期制の運用

等に反映される ことを目的に、平成 26(2014）年度よ り 実施している。

【資料 2-8-3］平成 25 年度 1 月運営会議議事録

•FD については、教育向上専門委員会が中心となり、平成 25(2013）年度は、質保証に関

することやハラスメ ント対策、障がい学生に対する支援等の FD を 9 回実施した。また、

教授会の冒頭に大学改革、教育改善に関する方針を述べられる学長による FD 講話を実

施している。 さらに、教員の研修では、 各学科で授業公開を実施し、 授業改善の研修に

あたっている。職員の研修では、教職協働の実現のため、職員全員を対象として、各種

の SD を 15 回実施している。また、学長を講師としての SD も実施している。

［資料 2・8・4] FD 研修開催一覧、平成 24 年度、 25 年度 SD 研修開催一覧、授業公開のア

ンケート集計結果

・教員の資質向上のために学内では毎年、 学術研究報告会を開催しているが、 そのほかに

も、若手研究者の育成とリサーチ・マインドの向上を目指して、教員及び学生を対象と

して、国際観光学科では 「長崎国際大学国際観光学会」、社会福祉学科では 「長崎国際大

学社会福祉学会」、健康栄養学科では「健康栄養報告会」 、 薬学科では「薬学研究発表会」

を実施している。

【資料 2-8-5］第 14 回学術研究報告会の開催について［資料 2-8-6］各学科の発表会資料

2-8－③教養教育実施のための体制の整備

・ 教養教育は、本学の建学の理念である「人間尊重を基本理念に、よりよい人間関係とホ

スピタ リ ティの探求 ・ 実現並びに文化と健康を大切にする社会の建設に貢献する教育 ・

研究J を人材育成の目的としており、また、各学部・学科で学修を行うにあたっての基

礎基盤となる科目で編成されている。

【資料 2-8-7］全学共通科目カリ キュラム

・ ディプロマ ・ ポ リ シー、 カリキュラム ・ ポリシーは、各学科の教養教育を含んで適切に

策定されている0

・教養教育については、教務委員会とは別に全学委員会である全学共通教育委員会で審

議・検討している。 全学共通教育委員会の構成メンバーは、 副学長、 各学部長、 教務委

員長、自己点検 ・評価委員から選出された者、学長及び委員長が指名した者、事務局長

若しくは代務者で構成されており 、平成 25(2013）年度は 3 回開催された。
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【資料 2・8・8］平成 25 年度第 1～3 回全学共通委員会議事録

・ 全学共通教育委員会における審議事項は、 ①全学共通教育の実施方針に関する事項②全

学共通教育と専門教育との連携に関する事項③その他全学共通教育に関 し、 学長が必要

と認めた事項について協議する。 具体的には、全学共通教育の開設方針の策定・ 編成企

画、 教育内容及び方法の改善・調整等を行っている。また、「全学共通科目」と「学部 ・

学科専門科目」 の連携による一貫した教育課程の編成にも取り組んで、いる。

【資料 2-8-9 ］ 長崎国際大学 全学共通教育委員会規程 ［資料 2-8-10 ］ 平成 25 年度第 1

～3 回全学共通教育委員会議事録

・教務委員会及び学部・学科は、全学共通教育委員会からの方針を受けて具体的に教育課

程の編成・学修支援について協議する。

【資料 2・8-11］平成 25 年度 4 回教務委員会議事録

・ 全学共通教育委員会において教養教育の編成方針を協議する こ とにより 、 教養教育の重

要性について教員聞の相互理解を深め、教育活動へ積極的に参画する こ とを促している。

(3) 2-8 の改善・向上方策（将来計画）

・ 教員の採用にあたっては、 法人本部との連携のもとで、行っているが、 採用 ・昇任方針に

ついての意思決定を極力早期化してし、 く 0

・教員の確保にあたっては、教育課程に対応した教員の配置のために、法人本部との連携

を密にして、充実を図ってし 1 く 。

・ 教員の昇任については、平成 26(2014）年度から試行予定の人事考課制度の将来的な活用

で検討していく 。

・ 教員の資質向上のために、 学内で年 1 回の研究発表会を開催しているが、 今後とも特に

若手教員による研究発表の場として確保してし、く 。

【人聞社会学部国際観光学科】

・ 旅行業や宿泊業など観光ビジネスの専門的知識と経験を有する教員の補充を行い、 観光

業界で活躍できる人材の輩出に資するよう努める。

【人聞社会学部社会福祉学科】

・社会福祉士・ 精神保健福祉士・ 介護福祉士の 3 つの資格を養成するためには、 多くの実

習を必要とし、 そのための事務及び指導が常に山積している現状に対し、 助手の配置を

検討していく 。

【健康管理学部健康栄養学科】

・ 臨床栄養学担当で大学院教育まで担当できる教員の採用を進める。

・ 今後の専門科目担当の人事を考慮、した若手の教員の教育 ・ 研究実績の向上を促進する。

【薬学部薬学科】

・ 平成 20(2008）年 12 月に第 1 回の 「薬学教育セミナー」 が実施され、 これまで 3 回セミ

ナー（内容 ： シラパスの改善、 双方向授業の実施法、 クリッカーシステムの応用等）が
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開催されたが、今後も薬学独自の教育セミナーを定期的に企画する。

・平成 20(2008）年度よ り、学部内委員会として FD 委員会を設置し、 教員の教育 ・研究の

能力向上及び教育環境の改善に努めてきたが、短期・中期・長期の目標を明確し、更な

る FD 関連の問題の解決にあたる。

・若手研究者の育成とリサーチ・マイ ンドの向上を目的として、平成 22(20 10）年度より年

1 回開催されている「薬学研究発表会」 を継続するとともに、より充実させるための新

たな方策を検討する。

・平成 21(2009）年度より 、 薬学部新任教員に対して「薬学部新任教員研修セミナーj を年

度初めに実施している。 今後も、新任教員が速やかかっ円滑に本学の教育と研究に取り

組むことができるよう に鋭意努力し、 継続する。

【大学院】

【人聞社会学研究科観光学専攻】

・教員構成と科目構成の整合性を再検討しながら、実力ある若手教員を大学院担当に充て

るなどして、魅力あるカリキュラムへの再編を図っていく。

【人聞社会学研究科社会福祉学専攻】

・教員構成と科目構成の整合性を検討しながら、実力ある若手教員を大学院担当に充てる

などして、魅力あるカリキュラムへの再編を図ってし、く 。

【人聞社会学研究科地域マネジメント専攻】

・ 教員については、その研究・教育実績に基づき 、 専攻会議、 学務委員会、研究科教授会

及び教員資格審査委員会で厳密に審査した上で決定しているが、その任用条件から平均

年齢が高くなる、退職者の後任人事についても決定に時間がかかるなどの弊害がみられ

る。 今後は科目の統廃合や新設とともに、教員の弾力的な任用プロセスを確立し、中堅・

若手の教員も積極的に登用することによって、教育活動を活性化させる。

・博士後期課程であることに鑑み、当該分野の実践的業績を有する教員とともに、学位（博

士）を有する教員の任用を積極的に進め、教員の学位取得率を大幅に向上させてし1 く。

【健康管理学研究科健康栄養学専攻】

・ 臨床栄養系の特論 ・ 演習、 特別研究を担当できる臨床栄養学の教員がし1ないため、将来、

臨床栄養士を希望する大学院生の指導が十分にできない。 大学院を担当できる臨床栄養

学担当教員の採用を進める。

・大学院担当教員の充実を図るため、若手の教員の教育 ・研究実績の向上を促進する。

2-9 教育環境の整備

《2-9 の視点》

2-9－① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9－② 授業を行う学生数の適切な管理
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(1) 2-9 の自己判定

基準項目 2-9 を満たしている。

(2) 2-9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-9ー①校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

・ 本学は、佐世保市東部の郊外に位置し、大型観光施設ハウステンポスは道のり約 2 kmの

距離にある。 JR 大村線ノ＼ウステンポス駅からは徒歩 15 分程度、大学構内には路線ノ〈ス

が乗り入れ、 学生の通学は至便である。 また、 車両等の通学には大学構内におよそ 450

台の駐車区画があ り、更に、本学に隣接する学校法人所有地では、 600 台を超える駐車

を可能にしている。 安全かっ閑静な教育環境で、ある一方、道のり約 3 kmの位置に住宅街

があり 、 24 時間対応の商業施設はじめ、生鮮食品、日用品等を扱 う店舗も多く 、 学生に

は利便の上、 アルバイ ト先とする者も多数である。

【資料 2-9-1］長崎国際大学航空写真

・教育環境については、校地 ・校舎の面積は大学設置基準を上回る面積を有している。

【資料 2-9-2］「エピデンス集 （データ編） 」 表 2-18

表 2-9-1 在籍学生数、校地・校舎等の面積

在籍学生数 1示可

計（ぱ）
在籍学生 1 人当たり の 設置基準上必要な面積

区分
面積（rd) (rd) 

校舎敷地 57,732 

校地等 運動場用地 47,377 

小言十 105,109 51.8 21,600 

その他 6,851 

合計 111,960 

計（ぱ） 設置基準上必要な面積（rd)
校 舎

26,273 15,604 

・ 講義室、 演習室、 実験室、 実習室は目的別に応じて整備が整っている。 講義室には、 プ

ロジェ ク タ一、 スクリ ーン、 DVD デッキを整備している。 その他、語学教育のための

LL 教室のほか、 平成 26(2014）年度からは、コンビュータを使った語学学修システムの

CALL システムを設置した。 「茶道文化」 の授業は、 実践重視のため、 「不息庵J と「自

明堂j の 2 つの茶道文化研修室等を設置し、 授業を行っている。 「 コ ンビュータ基礎演

習j 等の授業のためにメディアルームにパソコンを 155 台設置している。 また、学生が

自由に使えるパソコ ンを 32 台、薬学部生が CBT な どの試験対策が行えるように 65 台

設置している。

【資料 2-9- 3 ］ 「エ ピデンス集 （データ編）」表 2-25、 「学生便覧j p.45-46、「2015 長崎国
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際大学大学案内」 p.65・66

・人聞社会学部国際観光学科は、博物館実習にて必要な学内実習施設である実習室を、 人

聞社会学部社会福祉学科は、入浴実習室、介護実習室、家政実習室を設けている。

【資料 2・9・4］「学生便覧」 p.45

・健康管理学部健康栄養学科は、総合栄養学実習室、給食経営管理実習室、 調理加工実習

室、栄養教育実習室、栄養教育論実習室、臨床栄養学実習室、基礎医学実習室、基礎医

学実験室、化学実験室等を設けている。

【資料 2・9・5】「学生便覧」 p.46・47、「2015 長崎国際大学 大学案内j p.65・66

・薬学部薬学科は、実習教室、模擬クリーンルーム、模擬病室、模擬薬局、動物実験室、

低温実験室等が配置されている。また、 薬用植物園を設置しており 162 種を植栽してい

る。

【資料 2・9・6］「学生便覧」 p.48・49、「2015 長崎国際大学 大学案内j p.65・66、長崎国際大

学薬用植物園薬草・薬木一覧（平成 26 年 5 月 1 日現在）

・グラウンド、体育館、テニスコート、ゴ、ルフ練習場、アーチェリ一場、茶室（自明堂、

不息、庵）、共用室、法人本部に空手練習場を設置し、課外活動の場所と して提供している。

【資料 2・9・7］「学生便覧」 p .98・99、「2015 長崎国際大学 大学案内J p . 65・66

・ 平成 25(2013）年度に AED を 1 台増設し、校舎施錠時でも使用できるよう本学設置 4 台

全てを屋外設置とした。 障がし、をもっ学生のために、 エレベーターを研究棟、教室棟 2

号館、薬学棟、図書館に、多目的トイレを研究棟、各教室棟、図書館、食堂棟、体育館

に設置している。

【資料 2・9・8］平成 26 年度第 2 回全学教授会 資料 12(7)AED の新規増設について、 「学

生便覧j p.41-52 

・施設・設備の安全衛生管理については、改修や改善の要望に基づき、施設の維持管理に

努めている。 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」 に基づき、 教室棟、図書館棟を

はじめ、冷暖房設備のある 11 棟の う ち 7 棟で熱源に天然ガスを使用 し、電力量の削減

も図っている。 さらに、 電力需要値制御装置を設備し、 空調制御を行い、省エネルギー

に取り組んでいる。

【資料 2・9・9］デマンドコントローラ注文書、取扱説明書

・建物の耐震性能は、本学の全ての施設が昭和 56(1981）年の建築基準法 （施行令） の改正

後に建築確認を受けた建物であるため、いわゆる新耐震基準が適用 されている。 （開学は

平成 12(2000）年、 竣工同年）

・施設・設備については、「長崎県福祉のまちづくり条例」 の整備基準にも適合してお り 、

全キャンパスがバリ アフリーである。 地盤の性質から経年のため生じた段差部分は、 補

修やス ロープ施工等を都度行っている。 排f世後の処理が困難な障がいのある学生には、

介助者にも配慮し、 トイレ内から合図が可能な表示器を主要建物に設置している。 平成

25(2013）年度には研究棟 1 階トイレを内部で排世介助可能な広さに改修した。

【資料 2・9-10］適合証 （大学本部棟設置）、教室棟 2 号館身体障がい者優先トイレ写真

・日常の定期清掃は、業者委託をしてお り 、清潔な環境を保っている。

・ 学生アンケートに応えて、食堂棟 1 階には学内無線 LAN と 、 携帯電話大手 2社の Wi-Fi

規格無線 LAN を設置し、利便性向上を図っている。 その他、 ト イ レ用の擬音装置は全
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ての女性トイレに設置されており、開学当初より設備されている処理水の使用に加え、

節水効果を図っている。

・食堂棟は平成 18(2006）年に 250 席増設し、 702 席となったため、かな り混雑が緩和され

た。 食事だけでなく、自習に利用する学生も多いため、 2 階喫茶エ リアの照明を電球色

器具から昼光色 LED 器具に改造し、照度を改善した。 快適な学習環境提供と結果的に

電力消費軽減にも寄与することになった。喫煙エリアは学内ーか所のみと し、分煙を図

り、学生・教職員に快適な環境を提供するように努めている。 監視カメラの設置及び嘗

静脈認証システムの導入など、セキュ リ ティー面でも整備を進めている。

【資料 2・9・ 11］食堂棟横喫煙エリア、薬学棟掌静脈認証装置、研究棟監視カメラの写真

【図書館】

・平成 26(2014）年 3 月 31 日現在の所蔵数は、図書： 69,468 冊、視聴覚資料 ： 2,382 点、

雑誌： 710 誌、オンラインジャーナノレ数は 3 000 タイ トル以上で、学部・学科に関する

専門書、学術雑誌等も充分満たしている。

【資料 2-9-12］平成 26 年度第 1 回図書館委員会議事録、 長崎国際大学図書館所蔵統計資

料、 2014 年購読雑誌リスト（和）、（洋）、 2014 年購読新聞・データベースリスト

【資料 2-9-13 ］ 図書館利用統計

・学生支援サービスの一環で、 4 学科から学生（大学院生を含む）を選出し、教職員 と一

緒に年 2 回福岡の大型書店に出向き、選書を行う「選書ツアーj を実施している。

【資料 2・9-14] 2013 年度第 2 回選書ツアー実施要項 （学生用）、 2013 年度第 2 回選書

ツアーの感想、

・授業開講時の平日は 9:00～21 :00 の開館時間を実施し、 学修環境を充分担保している。

さらに、在学生アンケートでの要望に応えるため、授業開講時の土曜日は 4時間延長し、

9:00～18:00 の開館時間を平成 26(2014）年 4 月から実施している。

［資料 2・9・ 15］長崎国際大学図書館利用に関する細則 ［資料 2-9・ 16］図書館利用統計

・図書館ホームページから、所蔵検索、 資料の予約、 ILL(lnter Library Loan）申込等、 利

用者にとって必要なサーヒ守ス提供を行っている。

［資料 2・9-17］長崎国際大学図書館ホームページ／My メニュー、図書館利用統計

・図書館内の総閲覧席数は 276 席、視聴覚機器 6 台、 OPAC(Online Public Access 

Catalog)8 台、貸出用ノートパソコン 10 台、 W:i-Fi の整備、 USB によるプリ ン トアウ

トサービス等、 学生サービスを充実させている。

［資料 2-9-18］「学生便覧」 p.23-26、ライブラ リー・ オリ エンテーション （初級編）、長

崎国際大学図書館ホームページ／My メニュー、図書館利用統計

・新着コーナーや新書コーナーの設置、教職・国試・就活・語学試験関係等目的別の資料

配架など、利用者にわか り 易いナビゲーションを提供している。

［資料 2-9-19］平成 24 年度事業報告学校法人九州文化学園 p.5、 長崎国際大学図書館ホ

ームページ／カテゴリー検索、「学生便覧」 p.23

・「長崎国際大学論叢」（紀要）、科学研究費報告、学術研究報告会等の本文データを公表

し、学内外に情報発信している。

［資料 2・9・20 ］ 長崎国際大学 図書館ホームページ／長崎国際大学デジタルアーカイブス
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・大学施設の地域開放の一環として、地域住民へ図書館を開放し、図書と雑誌の閲覧と複

写、視聴覚資料の閲覧、データベースの利用な どを認めている。 平成 26(2014）年 4 月 か

らは卒業生 ・ 学外利用者への貸出サービスも実施している。

【資料 2・9・21］長崎国際大学図書館利用に関する細則、長崎国際大学図書館学外利用者

案内、長崎国際大学図書館資料の学外利用者貸出に関する内規、図書館利用統計

・図書館を有効活用しても らうために、 新入生に対しては教養セミナー単位で、上級年次

生に対してはゼミやグループ。単位で、 オリエンテーションを実施している。

【資料 2・9・22 ］ ライ ブラリ ー・ オ リ エンテーショ ン （初級編、上級編） 、図書館利用統計

2-9ー②授業を行う学生数の適切な管理

・ 授業内容や対象学年を踏ま え、 教育効果に配慮したク ラス編成を行っている。 特に全学

共通科目の 「教養セミナー」、 語学、 専門科目 の 「専門演習」 等については、 少人数によ

るク ラスを編成している。「教養セミナー」は、 1 クラス 10 人程度で運営 しており 、通

常の講義形式に加えて、対話・討論形式の授業を実施している。

・健康管理学部健康栄養学科は、 栄養士法施行規則において、十分な教育効果を上げられ

る場合を除き栄養士養成にかかる授業科 目 は、 授業を行う場合の学生数をおおむね 40

人と規定しているこ と から 、 その規定に従ってクラス編成を行っている。

(3) 2-9 の改善・向上方策（将来計画）

・地盤の性質により 、 建造物周辺が沈降し、 段差が生じているが、日 々 の点検で早期に発

見し対処している。 今後も点検等を行し 1計画的に対応してし 1 く 。

・ 資料の貸出冊数や電子ジャーナルの利用頻度を上げる取り組みが必要であ り 、 配架方法

を工夫や、学外からの電子リソースの利用ができ る仕組みを構築する。 在学生アンケー

トからの希望に応えるため、 土曜日 の開館時間を 4 時間延長し 18 時まで開けるこ と と

した。 引き続き学生の利用状況と要望を汲み上げて、対応を検討してし 、 く。

［基準 2 の自己評価］

・ 学生の受入れは、 受入れの方針に沿って入学試験を適切に実施するとと も に、 その工夫

にも努めている。 特に人聞社会学部においては、 定員充足率が上昇してきている。

・ 教育課程及び教授方法については、 全学的にポー ト フォ リ オシステムを導入し教育課程

をより効果的に実施するための授業方法の工夫 ・ 開発に取り組んでいる。

・学修及び授業の支援については、担当教員の配置や、オフィスアワーの設定、 TA 制度

の導入等で学習の支援をしている。成績不振者に対しでも LA 制度を設け原級留置、 退

学の減少に努めている。

・ 教育目的の達成状況の評価とフィ ー ドパックについては、 毎回の授業後に理解度や質問

事項を記入させる リ フレク ション・カードを導入し、教員が授業改善に取り組んでいる。

年度末には「教員個人の諸活動の報告書」 を作成し、 教育活動の向上に努めている。

・ 学生サービスについては、健康管理や保健指導を 目的に、 「心の健康調査」 等を実施し、

きめ細かく学生の心身の状況の把握に努めている。 また、「学長カフェ」 を開催し学生と

直接意見交換を行うことや、 学生相談箱を設置するなどし、 多様な形で学生の意見を汲
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み上げ大学の改善に生かしている。

・教員の資質向上のために全学の学術研究報告会を実施し、他の分野の取組みゃ研究方法

を共有し、若手研究者の育成とリサーチ・マイ ン ドの向上に努めている。

・このように、学修と教授に関して常に自己京検・評価を実施し改善向上に努めている点

は三平佃iできる。
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－基準 3. 経営・管理と財務

3-1 経営の規律と誠実性

《3-1 の視点》

長崎国際大学

3-1－① 経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1－② 使命・目的の実現への継続的努力

3-1－③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守

3ート④ 環境保全、人権、安全への毘慮

3-1－⑤ 教育情報・財務情報の公表

(1) 3ー 1 の自己判定

基準項目 3-1 を満たしている。

(2) 3ー 1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-1ー① 経営の規律と誠実性の維持の表明

・ 学校法人九州文化学園寄附行為第 3 条において「この法人は、教育基本法及び学校教育

法に従い、学校教育を行い、九州｜文化学園創設の精神に則り、高い知性と豊かな教養、

優れた徳性と品格、 たくましい意志と健康な身体の備わった人間を育成することを目的

とする J としている。各法令及び学校法人並びに本学で規定した就業規則などの定めを

遵守する ことによ り、適正に行われている。

【資料 3・ 1・ 1 ］ 学校法人九州文化学園寄附行為 【資料 3・ 1・2 ］ 学校法人 九州文化学園就

業規則第 3 条 【資料 3-1-3］長崎国際大学就業規則第 3 条

・ 学校法人の経営に関しては、 平成 23(2011）年度に 「学校法人九州文化学園経営改善計画

平成 23 年度～27 年度（5 か年） J を策定し、文部科学省に提出した。 その中で、建学の

精神・ミッション、学園の目指す将来像を示し建学の理念やモットーを明示するとと も

に、学校法人として 「平成 24(2012）年度末時点で帰属収支の黒字化を実現させ、 以降安

定的に帰属収支の黒字を維持させること 」 を基本的な財務上の目標 と している。 平成

24(2012）年度末時点においては、 帰属収支の黒字化を達成した。 平成 25(20 13）年度につ

いて も、 目標としていた指標についても全て達成し、計画は順調に進捗するなど、 経営

安定化が進んでいる。

【資料 3・ 1-4］学校法人九州文化学園経営改善計画平成 23 年度～27 年度（5 か年）

・ 経営改善計画における内容としては、 帰属収支の黒字を維持させるために、「教学改革計

画j 「学生募集対策と学生数 ・学納金等計画」「人事政策と人件費の削減計画」「経費削減

計画J 「施設設備計画J 「外部資金の獲得・ 寄付の充実 ・ 遊休資産処分等計画」「借入金等

の返済計画」 を掲げており、この対策に不断に取り組み、遂行に努めている。

・ 経営改善計画内容を法人全体の教職員に周知した。本学では、 その達成に向けて取り組

めるように事務局及び各学部で説明会を行い、計画の方向性の共有を図った。

【資料 3・ 1・5］長崎国際大学 ・経営改善計画説明会、 経営改善計画説明会議事録一人聞社

会学部一、経営改善計画説明会議事録ー健康管理学部一、 経営改善計画説明会議事録一薬

学部一、 経営改善計画説明会議事録一事務局一
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3-1－②使命・目的の実現への継続的努力

・経営改善計画では、法人全事業体の抱える課題を明確化するとと もに、課題への対応策

も明示しているところであり、そのことを各年度の達成すべき目標として事業計画でも

明示しながら、教学組織・事務組織の双方で達成を目指して経営を行っている。

【資料 3・ 1・6】平成 25 年度事業計画書

・決算に伴う事業報告では、年度当初の事業計画と呼応するように策定し PDCA サイ クル

となるよう努めている。

【資料 3・ 1・7】平成 25 年度事業報告書

・本学の事業計画については、前期終了時点で中間報告を作成し、計画の進捗状況の確認

を行い、計画遂行のための PDCA サイクル活性化の一助とするとと も に、 更に翌年度の

事業計画に生かすことにより、組織としての努力の継続性を担保している。

【資料 3・ 1・8］平成 25 年度事業計画 進捗状況中間報告（長崎国際大学）

3-1ー③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関連

する法令の遵守

・ 大学の設置、運営に関連する法令については、理事会、評議員会や教授会及び各委員会

で、確認を行っており 、 遵守されている。 また、「学校教育法」「私立学校法」「大学設置基

準J 等の関係法令で遵守すべき事項は、法令の改正に則 り 学則・規程等の改正も行って

おり、適宜明確に定めている。

【資料 3・ 1・9］「エビデンス集（データ編） 」 表 3・2

・ 全ての教職員は、就業規則、事務組織を始めとする諸規程等に基づき業務を遂行し、 法

令を遵守することが義務付けられている。

【資料 3-1-10］長崎国際大学就業規則 ［資料 3-1-11］学校法人九州文化学園事務組織

規定 ［資料 3-1-12］長崎国際大学事務組織

・法人事務局においては、管理運営にかかる一般的な事務管理事項について 「管理運営に

関する自己点検実施表」 により、年 4 回 （2 月 ・ 5 月 ·8 月・ 11 月 の上旬から中旬） チェ

ックがなされている。事務管理事項とは、理事、監事及び評議員の就任状況・選任方法、

監事の職務執行状況や理事会、評議員会の開催・審議状況等である。

［資料 3-1-13］管理運営に関する 自己点検実施表

・ 私立学校法第 40 条の 4 （利益相反） 関連当事者取引は、理事長（安部直樹）所有の土地

を、茶室用地として （近隣の賃借条件を勘案した） 賃借契約を締結している。なお、 特

別代理人の選任（平成 23(2011）年 2 月 9 日）を理事会で決定し、文部科学省の承認（平

成 23(2011）年 3 月 24 日）を受け継続している。

【資料 3-1-14］平成 22 年度第 5 回理事会議事録及び特別代理人の選任通知

・ 平成 25(2013）年度においては、大学院薬学研究科設置のための寄附行為変更認可手続き

を行い、文部科学省による認可後、登記を完了 し届け出を行った。

【資料 3・ 1・ 15］登記事項変更登記完了届

3-1－④ 環境保全、人権、安全へのE慮

・ 環境保全活動については、省資源及び省エネルギーが重要で、あると考え、 使用エネルギ
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ーの節減について教職員に対して啓発するとともに、デマンドコントローラーの導入に

より抑制に努めている。

【資料 3-1-16] AD コントローラ AD-Works 取扱説明書

・本学が立地する佐世保市は、ほぼ 2年に一度の割合で、渇水対策の準備・検討が必要な地

域である こと、また閉鎖性海域である大村湾の水質悪化が課題となっているため、 本学

においても開学当初よ り 下水処理水の再利用システムを導入し水資源の有効利用及び大

村湾の環境保全に努めている。

【資料 3・ 1・ 17］水質保全計画届出書 （平成 10 年 3 月 25 日 提出）

・研究のための動物実験、放射性物質、毒劇物については、教職員や学生の教育研究活動

の安全確保及び環境保全のため、関係法令及び本学規程に員lj り、適正かっ安全に管理さ

れている。

【資料 3・ 1・ 18］長崎国際大学動物実験に関する規程 ［資料 3・ 1・ 19］長崎国際大学放射

線障害予防規程 【資料 3-1-20］長崎国際大学毒劇物管理規程 ［資料 3-1-21］長崎国

際大学動物実験センター使用実積第 5 号平成 25 年度 【資料 3-1-22 ］ 平成 25 年度 放

射線管理状況報告書 ［資料 3-1-23 ］ 長崎国際大学薬学部平成 25 年度安全管理調査結果、

毒劇物管理状況検査書

・ 人権の擁護に関しては、 公益通報者の保護、 ハラスメン トの防止を中心に、 諸規程の整

備を進めるとともに、 FD(Faculty Development）等により 啓発を行っている。

【資料 3- 1・24］学校法人九州｜文化学園公益通報者の保護に関する規則 ［資料 3-1-25 ］ 長

崎国際大学における内部通報に関する要領 ［資料 3-1-26］長崎国際大学ハラスメントの

防止及び対応に関する規程 ［資料 3・1・27］長崎国際大学ノ＼ラスメント防止ガイドライ ン

［資料 3- 1-28］ 長崎国際大学個人情報保護規程

・男女共同参画については、平成 23(2011）年度に推進委員会を立ち上げ、男女共同参画の

啓発、推進に努めている。

［資料 3・1・29］長崎国際大学男女共同参画推進委員会規程

・ 自然災害等にかかる安全管理については、 防火 ・ 防災管理の徹底を期し、火災その他の

災害による物的、人的被害を軽減するために、自衛消防隊組織及び災害時の連絡通報体

制を作成し対応している。

［資料 3- 1-30］ 長崎国際大学自衛消防隊組織図 （及び災害時の連絡通報体制）

3-1ー⑤教育情報・財務情報の公表

・教育情報・財務情報については、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に規定する教育研究

活動等の情報をホームページに記載し供覧に付しているほか、財務情報については財産

目録，貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書を備付け、 在学する者その

他の利害関係者から請求があった場合には、不開示とする正当な理由がある場合を除い

て、閲覧を実施している。 併せて、保護者懇談会において説明するなど情報公開を行い、

共有にも努めている。

【資料 3- 1-31］学校法人九州文化学園ホームページ、長崎国際大学ホームページ

【資料 3・ 1・32］「2013 年長崎国際大学保護者懇談会資料」 p. 17・22
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(3) 3-1 の改善・向上方策（将来計画）

・ 使用エネルギーの削減については、 今後太陽光発電装置及び LED 導入を軸としたエコ

キャンパス事業を推進する。

・学内外における危機管理については、体制を整備する。

3-2 理事会の機能

《3-2 の視点》

3-2－① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

(1) 3-2 の自己判定

基準項目 3 2 を満たしている。

(2) 3-2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-2－①使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

・理事会については、学校法人九州文化学園寄附行為第 3 章に定める事項に員lj り、適切に

選任し、組織されている。

・理事会は、後述する本学の運営会議や教授会と連携しながら、中期や年度毎の事業計画、

予算や人事案件等の大学運営に関する重要事項を審議するなど、 戦略的意思決定ができ

る体制を整備している。

【資料 3・2・ 1］学校法人九州文化学園寄附行為 ［資料 3・2・2］平成 24 年度第 4 回評議員

会議事録、平成 24 年度第 4 回理事会議事録

・ 理事会については経営意思決定の最高機関として、理事会規則に則 り 開催しており、事

業計画及び予算 ・ 決算の承認、 学則（教育課程を記載した別表含む。）を始めとした諸規

則の審議 ・決定を行っている。 併せて、学校法人の諮問機関としての評議員会について

も、適正に開催され意見の聴取が行われている。

【資料 3・2・3 ］ 学校法人九州文化学園理事会規則 第 8 条

【資料 3-2 -4 ］ 平成 26 年度第 1 回理事会議事録、平成 26 年度第 1 回評議員会議事録

・ 平成 25(2013）年度においては、理事会を 6 回開催しており 、理事の出席率は 100% （委

任状出席を含む。） 、監事の出席率は 80%となっている。 また、やむを得ず欠席する理事

に対しては、委任状により議案の賛否を確認している。

【資料 3・2-5］理事会 ・ 評議員会出席状況表（平成 25 年度）

表 3-2-1 平成 25 年度理事会開催状況

開催；日 主要審議事項

平成 25 年 5 月 27 日 24 年度事業実績報告、 24 年度決算の承認、 大学院薬学研究

科基本計画、大学規則の改正、 高校定員の変更

平成 25 年 6 月 26 日 高校学則定員の変更

平成 25 年 9 月 26 日 25 年度補正予算・大学・短大学則の変更、校地変更届

平成 25 年 11 月 15 日 監事の選考

平成 25 年 12 月 19 日 理事長 ・ 常務理事の選任、理事長職務の代理順位、 大学副学
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長・学部長・研究科長の選考、短大学長の選考、大学・短大

学則の改正

平成 26 年 3 月 20 日 25 年度補正予算、 26 年度事業計画、土地購入及び借入金、

26 年度当初予算、学園・大学規則の改正、 評議員の選考、 大

学学則の改正、幼稚園園則の改正

・ 平成 25(2013）年度における理事は 7 人で、常勤 5 人（大学学長、 短大学長、法人本部長、

大学事務局長、大学前事務局長）、非常勤 2 人（銀行頭取、元会社社長）で構成されて

いる。 構成員である理事については、学内理事のほか、 金融機関等から外部理事も参画

しており、客観性を担保することとしている。

表 3-2-2 理事一覧

理事長 安部直樹 長崎国際大学学長

常務理事 本岡吉彦 法人本部長兼法人事務局長

理事 安部恵美子 長崎短期大学学長

理事 鶴崎 耕一 長崎国際大学 事務局長

理事 山口 孝 長崎国際大学 前事務局長

理事 （非常勤） 小幡修 株式会社親和銀行 代表取締役頭取

理事（非常勤） 植松俊徳 元 マツハヤ株式会社代表取締役社長

(3) 3-2 の改善・向上方策（将来計画）

・ 理事会は、適切に機能しているが、 今後も戦略的意思決定ができる体制の推進に努めて

し、 く。

3-3 文学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ

《3-3 の視点》

3-3ー① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

3-3－② 文学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

(1) 3-3 の自己判定

基準項目 3-3 を満たしている。

(2) 3-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-3－① 太学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

・「長崎国際大学学則J 第 10 条において、 本学の運営に関し重要な事項を審議するため

に、 全学に関する事項を審議する全学教授会と、学部に関する事項を審議する学部教授

会を置く こ とを定め、 「長崎国際大学教授会規程 （以下 「教授会規程」と しづ 。 ） J にお

いて、教学面での意思決定機関である全学 ・ 学部教授会の組織、審議、 議決、運営等に

関して必要な事項を定め、適切に機能している。

【資料 3-3-1 ］ 長崎国際大学学則 ［資料 3-3-2 ］ 長崎国際大学教授会規程
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・全学には、 3 学部所属教員から構成される合同の全学教授会を設置し、 教授会規程に則

り、議案の審議などを行い、適正に運営している。

・ 3 学部には、 各学部の所属教員から構成される学部教授会をそれぞれ設置し、教授会規

程に員IJ り、各学部の教育課程の立案等の審議などを行い、適正に運営している。

・人間社会学部の国際観光学科及び社会福祉学科においては、学科運営の円滑化のため 「長

崎国際大学学科会議規程」に基づきそれぞれ学科会議を設置し、各学科運営の基本方針

に関する事項等の審議を行い、その審議した事項を人聞社会学部教授会に報告または提

案して、 その承認を得ている。

【資料 3・3・3］長崎国際大学学科会議規程

・大学院については「長崎国際大学大学院学則」第 8 条 2 項において、 3 研究科にそれぞ

れ教授会を置くこと を定め、「長崎国際大学大学院 研究科教授会規程」において教学面

での意思決定機関である研究科教授会の組織、運営等に関して必要な事項を定め、 適切

に機能している。

【資料 3-3-4］長崎国際大学大学院学則［資料 3-3-5］長崎国際大学研究科教授会規程
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運営会議構成員

人聞社会挙研究科

学務委員会

図 3-3-1 運営組織図

・人聞社会学部の各学科は、人聞社会学部教授会の前に、 審議事項である学科の①運営の

基本方針に関する事項、 ②授業科目の編成及び担当者の配置に関する事項、 ③学長又は
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人聞社会学部長が諮問する事項、④その他、各学科の教育研究及び運営に関し、各学科

の学科長が必要と認めた審議事項を審議し、学部教授会に報告・提案し、承認を得るな

ど適正に運営している。

・学部教授会においては、審議事項である学部の①教育課程の立案、②授業に関する事項、

③学生の休学、復学、転学、退学、除籍、留学及び卒業に関する事項、④学生の指導及

び支援に関する事項、⑤学長が諮問する事項、⑥その他、学部の教育・研究上必要と認

められる事項を審議し、決議事項を全学教授会に報告するなど適正に運営している。

・その他、学科会議・学部教授会においては、審議のほか各学科・学部の運営及び国家試

験等に関する協議や報告を行い、それぞれの教育・研究の充実に努めている。

・全学の教育課程や学生補導などの各分野の学部聞の横断的に協議すべき諸事項について

は、教務委員会、学生委員会、就職委員会、入試・募集委員会、図書館委員会、国際交

流委員会、研究センター委員会、地域振興委員会、広報委員会、自己烹検・評価委員会、

ハラスメント対策委員会、研究倫理委員会、男女共同参画推進委員会、ボランティアセ

ンター委員会、保健管理センター運営委員会、全学共通教育委員会、研究費不正使用防

止委員会の 17 の全学的な委員会を配し、原則毎月 1 回開催するもの、必要に応じ開催

するものと規定して、教授会の議案の事前協議など、を適正に行っている。

【資料 3-3-6 ］ 平成 26 年度第 2 固定例全学教授会議事録

・前述の全学的な委員会のほかに動物実験委員会、放射能障害予防委員会、発明等審査委

員会、教員資格審査委員会などを配置し、法令の定めによるものは法令を遵守し、 その

他については、必要に応じ委員会を開催し、教学の推進に努めるよう適正に行っている。

【資料 3・3・7］長崎国際大学諸規程（平成 26 年 4 月度）目次

・全学教授会においては、審議事項である①教育課程に関する事項、②学則その他諸規程、

諸規則等の制定、改廃に関する事項、 ③学生の入学、編入学、転学部、 転学科に関する

事項、④学生の賞罰に関する事項、 ⑤学長が諮問する事項、⑥その他教育 ・研究上必要

と認められる事項を審議している。その他、各学部教授会、各委員会の報告などを行い、

全学における情報等の共有に努めるなど適正に運営している。

・ 学部教授会の後、全学教授会の前に、全学教授会で審議又は報告する案件を事前に協議

して、調整するために学務協議会を開催している。

［資料 3-3’8］長崎国際大学学務協議会規程

・このよう に、学科、学部、全学と縦の組織ラインと 、 学部横断的な協議を重ねることに

より 、 学内の意思決定は組織的に行われ、 適切に機能している。

・研究科教授会においては、審議事項である①教育課程の編成及び授業に関する事項、 ②

学生の入学、課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、 ③

その他研究科にかかる教育文は研究に関する重要事項を審議し、全学教授会において報

告するなど適正に運営している。

【資料 3-3-9］ 長崎国際大学 研究科教授会規程

・人聞社会学研究科においては 3 専攻あることから、「長崎国際大学大学院人聞社会学研

究科学務委員会規程」に基づき、各専攻長及び各専攻から選出された教員による学務委

員会を設置し、人聞社会学研究科の教育課程の編成に関する事項等を審議し、議決され

た事項を人聞社会学研究科教授会に報告又は提案して、 その承認を得るこ ととし、適正
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に運営している。

【資料 3-3-10 ］ 長崎国際大学大学院 人聞社会学研究科学務委員会規程

・ 健康管理学研究科教授会及び薬学研究科教授会は、 1 専攻である こ とから 、 審議等の必

要事項について研究科教授会で決定するなど適正に運営している。

・経営面での意思決定機関である理事会のほか、本学独自 の制度として学則第 9 条に基づ

き大学運営全般に関 し重要な事項を審議するため 、 運営会議を設置し、 「長崎国際大学運

営会議規則 （以下「運営会議規則」 としづ。） 」 に基づき、運営会議の組織、審議、 議決、

運営等について必要な事項を定め、 適切に運営 している。

・構成員は運営会議規則第 2 条において、大学側から学長、学部長及び研究科長、 （大学）

事務局長、（大学）事務局次長、法人側から理事長、 法人本部長、 法人本部次長、 法人事

務局長で構成している。 また第 2 条 2 項において、 学則第 8 条 2 項に定める副学長を置

くときは、副学長を構成員とする こと を定めている。

【資料 3-3-11］長崎国際大学運営会議規則 ［資料 3-3-12］平成 25 年度運営会議議題一

覧

3-3－② 太学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

・ 経営改善計画に基づき経営の規律を強化している本学においては、 現在理事長と学長が

兼任しており、大学経営の方針においては迅速に最終的な意思決定が行われている。

・学長の教学運営の方針については、全学教授会、学部教授会でも自 ら周知し、 教学運営

への反映に努めており 、 大学の意思決定と業務執行における学長の適切な リーダーシッ

プを発揮する体制を整備している。

【資料 3-3-13 ］ 平成 25 年度第 1 固定例全学教授会議事録

【資料 3-3-14］平成 25 年度第 1 回人聞社会学部・薬学部教授会議事録

・運営会議の議長は運営会議規則第 7 条に学長をもって充て、第 5 条に定める大学の予算

及び人事等について審議 ・議決するほか、大学の全体的な動向の協議、募集状況の共有、

経営課題の議論等を行っており、大学運営全般に関する重要な審議の場と して、経営 と

教学の両面の課題共有、 方針の調整を行っており有効に機能している。

【資料 3・3・ 15］平成 24年度 3 月定例運営会議議事録

(3) 3-3 の改善・向上方策 （将来計画）

・ 平成 24(2012）年度より理事長が学長を兼任しており大学の意思決定と業務は、 法人との

連携が強化される とともに迅速に執行されている。 学長の適切な リーダーシップを発揮

し、円滑な大学運営を遂行するために、当面、副学長の設置を継続する。

3-4 コミュニケーションとガパナンス

《3-4 の視点》

3-4－① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の聞のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化

3-4－② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガパナンスの機能性

3-4ベ② リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

-82-



長崎国際大学

(1) 3-4 の自己判定

基準項目 3-4 を満たしている。

(2) 3-4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-4ー① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の聞のコミュニケーションによる

意思決定の円滑化

・ 学校法人九州文化学園においては、学校法人九州文化学園寄附行為及び理事会規則に則

り、理事会及び諮問機関として評議員会を組織している。 評議員会は、予算 ・ 事業計画

等の事項について適切に運営されている。

【資料 3-4-1］平成 24 年度第 4 回評議員会議事録

【資料 3・4-2］平成 24 年度第 4 回理事会議事録

・ 本学においては、学長の教学運営 ・理事長による大学経営を始めとして大学の諸問題を

審議する運営会議が開催されており、構成メンバーに法人本部責任者を加え、 法人全体

の経営方針との整合性を図っている。また、各学部長も同会議の構成メンバーで、あり、

学部聞の調整機能も担っている。

【資料 3・4・3］長崎国際大学運営会議規則

3-4－②法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガパナンスの機能性

・事務局と しては、事務局長若しくは代務者が、各学部教授会及び各委員会に陪席者又は

構成メンバーとして参画することで、 教学運営状況を確認し、相互チェックの体制を整

備している。

【資料 3-4-4 ］ 平成 26 年度各種委員会教員構成メ ンバ一一覧表

・評議員会及び評議員に関する事項は学校法人九州文化学園寄附行為第 4章において規定

して適切に運営してお り 、また評議員の選任は寄附行為第 23 条の定めに基づき適切に

f子っている。

【資料 3-4-5］平成 25 年度第 6 回理事会議事録

【資料 3-4-6 ］ 平成 26 年度第 1 回評議員会議事録

・評議員は 16 人で、常勤 6 人（学校職員 6 人）、非常勤 10 人（学園設置校の卒業生 6 人、

学識経験者 4 人）で構成されている。平成 25(2013）年度において、 評議員会は 4 回開催

してお り 、適正に運営されている。 評議員の出席率は 89%、監事の出席率は 89% と なっ

ている。

【資料 3-4-7］理事会・ 評議員会出席状況（平成 25 年度）

・本学の予算策定等の重要案件については、 運営会議において法人事務局との合議を以て

意思決定を行っており、相互チェックが行われている。

【資料 3-4-8 ］ 平成 24 年度 3 月定例運営会議議事録

・ 監事の選任に関しては、寄附行為第 7 条において理事会において選出した候補者の う ち

から評議員会の同意を得て、理事長が選任することを規定し、適切に運用している。

【資料 3-4-9 ］ 平成 25 年度第 4 回理事会議事録

【資料 3-4-10 ］ 平成 25 年度第 3 回評議員会議事録

・ 監事は、 非常勤 2 人で構成されており 、 毎週 1 日 勤務している。 業務と しては、監査計
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画表を策定し、計画に沿って業務等の監査を行うと ともに、理事会・評議員会での監事

活動報告、また、会計監査時、公認会計士との意見交換など監査機能の充実を図ってい

る。

【資料 3・4・ 11］学校法人九州文化学園監査計画表（平成 25 年度）

【資料 3・4・ 12］監事活動報告

・法人においては、大学、高校など各事業体聞の経営調整の場として、 月例で事務局長会

を開催しており 、法人全体の経営方針の周知と各部門経営の調整の円滑化を図っている。

【資料 3・4・ 13］学校法人九州文化学園事務局長会規定

【資料 3・4・ 14］事務局長会議題一覧 （平成 25 年度）

・法人事務局財務課及び各事業体の会計担当者は、原則月に 1 回、予算の執行状況や財務

上の諸問題について情報交換を行っている。 平成 26(2014）年 1 月 より議事録を作成し、

共有化を図っている。

【資料 3-4-15］会計担当者会議議事録

3-4ベID リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

・年度計画・予算策定にあたっては、理事長、法人事務局長、学長及び事務局長の名にお

いて、 職員に対しオリエンテーションが行われており 、 教学運営及び大学経営の両面か

らリーダーシップの発現に寄与している。併せて、各学科や事務局各課等による案件 ・

提案等については、各事業体の事業計画書及び予算申請書を通じてなされており、予算

協議の場を通じて執行部との共有が図 られ、リーダーシップによるバランスのとれた運

営がなされている。

【資料 3-4-16 ］ 平成 25 年度予算編成方針について （理事長） 【資料 3-4-17 ］ 平成 25

年度事業計画案および、予算原案の策定について（総括責任者） ［資料 3-4-18］平成 25

年度事業計画及び予算案の策定について （学長・経理責任者） ［資料 3-4-19 ］ 平成 25

年度事業計画書（会計課） ［資料 3-4・20］平成 25 年度予算申請書（会計課）

(3) 3-4 の改善・向上方策（将来計画）

・現在、法人事務局財務課と各事業体の情報交換として原則月に 1 回開催されている会計

担当者会議についても、議事録を作成し、ガパナンスの強化を図る。

3-5 業務執行体制の機能性

《3-5 の視点》

3-5－① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保

3-5－② 業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5－③ 職員の資質・能力向上の機会の用意

(1) 3-5 の自己判定

基準項目 3-5 を満たしている。
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(2) 3-5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-5－① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保

・権限の適切な分散と責任の明確化については「学校法人九州文化学園事務組織規定j ・「長

崎国際大学事務組織j に基づき、事務組織及び業務分掌を明確に し、 業務遂行のための

適切な職員の配置を行い、効率的な業務の執行を行っている。

・本学の事務職員は、所属長の職務上の指示 ・ 命令に従い、誠実に業務に従事し、 その職

責を遂行している。

【資料 3・5・ 1］学校法人九州文化学園事務組織規定 ［資料 3・5・2】長崎国際大学事務組織

3-5－② 業務執行の管理体制の構築とその機能性

・ 予算執行及び出張命令においては、事務局長以下、 次長、 課長等に対して適切な決裁権

限を付与し、また各部局に対し執行ルールを明確化し周知することで、 権限の分散に寄

与している。

【資料 3-5-3 ］ 長崎国際大学 ：予算執行ルール（決済フ ロー）について 【資料 3-5-4 ］ 長

崎国際大学出張命令の委任に関する規程 【資料 3・5・5］長崎国際大学予算執行の委任に

関する規程

・監事は、監事業務として職員の業務状況のヒアリ ングを実施し業務執行上の課題を拍出

し、ヒ ア リング結果を執行部と共有化して、懸案事項の抽出に貢献している。

【資料 3・5・6］監事の業務面談記録

・ 業務執行状況については、 事務局管理職で毎週開催される責任者連絡会において事務局

内各部局の責任者間で共有されている。

3-5－③ 職員の資質・能力向上の機会の用意

・ 教職協働の組織連携については、 各種委員会において事務職員も委員と して教学運営に

積極的に参加している。

・ 職員の資質 ・ 能力向上のための、 SD(Staff Development）を不断に実施している。 また、

そのための予算を編成し、多様な SD を学内外で展開している。

・ 具体的には SD 研修は、個人研修としてマナバフォ リオによる 、 高等教育関係の資料共

有、全国私立大学 FD 連携フォーラムの実践的 FD プログラムによる立命館大学教育推

進機構「オンデマン ド講義」、 e ラーニング「動学システム」 等を自由に視聴活用できる

よ うに している。 学内研修として、FD との共同研修、 SD 独自での研修を実施している。

学外研修として、 日本私立大学協会の各種研修、 九州沖縄地域 FD· SD ネッ ト ワーク

(Q-Links）に加盟、 大学行政管理学会、 大学教育学会、 日本高等教育学会等の研修に参加

している。

•SD 予算は、 研修費だけでなく、関係する書籍等の購入も行い、 必要に応じて、 事務室

内に配架している。
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表 3-5-1 平成 25 (2013）年度 SD 研修実施一覧
開催日 T~マ 講師 対象

第 l 回 6/26 （水） 支援を必要とする学生の事例的理解と支援の実践 九州大学大学院 人間環境学研究 職員全員

院学術協力研究員 第 44 回 FD 共催

座間味愛理氏

第2 回 7/31 （水） 大学におけるアカハラ・パワハラの実際と防止に向け 九州大学ノ、ラスメント相談室 職員全員

た取り組みについて 専任相談員小田真二氏 第 45 回 FD 共催

第 3 回 8/9 （金） 自己理解と学生対応の変化 松山大学経済学部 職員全員

准教授 熊谷 太郎 氏 第 46 回 FD 共催

第 4 回 9/12 （木） 「ループリック評価の実際J 立命館大学教育開発推進機構 職員全員

・ ワークショップ 「ループ、リックの作成」 教授沖裕貴氏 第 47 回 FD 共催

－グループ討議

第 5 回 9/18 （水） 大学経営戦略の立案と実践 岩田雅明オフィス代表 職員全員

岩田雅明氏 第 48 回 FD 共催

第 6 回 10/30 （水） 認証評価第二期をむかえるにあたって 公益財団法人 日本高等教育評価 職員全員

機構 第 49 回 FD 共催

伊藤敏弘氏

第 7 回 11121 （木） 教職協働による教育の質保証について 学長安部直樹 職員全員

11/26 （火）

第 8 回 12/3 （火） コンピュータ① 電子メールの設定とパックアップ 庶務課長立石虞一郎 職員全員

等

第 9 回 1127 （月） コンビュータ② 電子メー／レの転送 庶務課長立石長一郎 職員全員

第 10 回 2/4 （火） 教育課程の理解に関する SD 人間社会学部国際観光学科 職員全員

～国際観光学科 グローバルツー リ ズムコース～ 准教授 田中誠

第 11 回 2/12 （水） 九州文化学園歩むべき進路その 1 学長安部直樹 職員全員

第 12 回 2/20 （木） 九州文化学園歩むべき進路その 2 学長安部直繍 職員全員

第四回 2/27 （木） 九州文化学園歩むべき進路その 3 学長安部直樹 職員全員

第 14 回 3/12 （水） 「英語で教える」 ために英語でのコ ミュニケーシヨ 立命館大学 国際教育推進機構 職員全員

ンティ ップスと導入プロセスの事例紹介 准教授堀江未来氏 第 51 回 FD 共催

第四回 3/18 （火） Mana ha パージョンアップに関する新機能につい 株式会社朝日ネット クラウドサ 職員全員

3/19 （水） て ーピス部 植岡と うま氏 第 52 回 FD 共催

・職員人事考課制度においては、個人の目標設定時に面談を行い、 年間を通じて上司が指

導・助言を行いながら業務を執行する OJT 体制となっている。

【資料 3-5-7】職員人事考課マニュアル 【資料 3-5-8】平成 25 年度人事考課表

(3) 3-5 の改善・向上方策（将来計画）

・ 大学改革など多様な大学管理事務に対処するため、 経営企画室の設置などで対応してき

たが、今後とも機能性の向上に努めていく。

3-6 財務基盤と収支

《3-6 の視点》

3-6ー① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6－② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

(1) 3-6 の自己判定

基準項目 3-6 を満たしている。

(2) 3-6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-6－① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

・本学においては、平成 23(2011）年度に法人全体の計画である経営改善計画を策定し、 事

業計画・予算策定時の大学経営のガイドラインとしている。同計画においては、本学は

「帰属収支差額比率十5%」、法人全体では「帰属収支差額黒字化J を平成 24(2012）年度

-86-



長崎国際大学

以降の目標として設定しており、平成 24(2012）年度本学の帰属収支差額比率は 6.8%、

法人全体の帰属収支差額は 1 億円となり、両目標を達成し、日本私立学校振興・共済事

業団の設定する経営判断指標では経営状態「A3J （計画作成時の「A2」）に位置付けら

れることとなった。 平成 25(2013）年度においても、本学の帰属収支差額比率は 5.7%、

法人全体の帰属収支差額は 1億 300 万円となり、両目標を達成し、財務基盤の安定化が

図られている。

【資料 3・6・1】 学校法人九州文化学園経営改善計画平成 23 年度～平成 27 年度（5 ヶ年）

【資料 3サ2】平成 25 年度消費収支予算内訳表 【資料 3・6・3］平成 25 年度消費収支内訳表

3-6－② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

・自己資金構成比率の拡充に努め債務の安定的返済を行う こととしている。 平成 24(2012)

年度自己資金構成比率は 71.5%、平成 25(2013）年度自己資金構成比率 73.9%であり、 前

年より 2.4%拡大している。

【資料 3・6・4】平成 25 年度貸借対照表

・重要指標として人件費比率の低減を掲げており、同指標においても平成 25(2013）年度は

経営改善計画設定値（50.8%）を下回る 49.0% （ 大学単体）と なって いる 。 ま た

平成 25(2013）年度の帰属収支差額比率も経営改善計画設定値（3.7%）を上回る 5.7% （大

学単体）となり、収支バランスの確保、安定した財務運営がなされている。

【資料 3サ5】平成 25 年度消費収支内訳表

・資産運用については、「学校法人九州文化学園資金運用規則」に則 り 、 安全性と流動性を

重視した運用に努めている。また、資金運用状況については年度当初の理事会（原則と

して 5 月）に報告する こと を義務付けている。

【資料 3・6・6】学校法人九州文化学園資金運用規則

【資料 3サ7】 平成 26 年度第 1 回理事会議事録、 H25 年度通期運用明細

・外部資金の導入のためには、私立大学経常費補助金の拡充に向け、特別補助項目に対す

る要件整備や課題の検討、 大学改革総合支援事業の選定に努めたほか、教育分野におい

てはG P等の積極的な申請を行い 6件の選定を受け（平成 25 年度 ： 3 件 42,325 千円） 、

施設・設備関係の補助金も 3 件の採択を受けるなど外部資金の導入に努めている。また

研究費についても、事業計画において各学部学科の申請や採択目標を定めるなど獲得に

向けて努めている。加えて寄付金に関して、受配者指定制度を活用した寄付金募集活動

に努めている。

(3) 3-6 の改善・向上方策（将来計画）

・経営改善計画は、平成 27(2015）年度までの計画となっているが、今後の少子高齢化傾向

等を見据えた上で、 就学魅力の向上のための投資計画を策定する。

3-7 会計

《3-7 の視点》

3-7－① 会計処理の適正な実施

3-7－② 会計監査の体制整備と厳正な実施
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(1) 3-7 の自己判定

基準項目 3-7 を満たしている。

(2) 3-7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-7ー①会計処理の適正な実施

・本学では、理事長示達並びに学長の予算編成方針に基づき、予算編成スケジュールに沿

って予算原案を立案する。立案された原案は運営会議の承認を経て予算案として具体化

し、評議員会を経て、理事会で決定している。

【資料 3-7・ 1］平成 25 年度予算編成方針について 【資料 3・7・2］平成 25 年度事業計画及

び、予算案の策定について 【資料 3-7-3］平成 24 年度 3 月定例運営会議議事録 ［資料

3-7・4】平成 24 年度第 4 回評議員会議事録、平成 24 年度第 4 回理事会議事録

・ 予算編成は、経営改善計画及び当該年度の事業計画を踏まえ、各学部学科や事務局各課

との協議・調整を行い、法人事務局へ提出し、予算編成方針に基づき収支見通し等を踏

まえつつ、各事業に優先順位を付け予算化を図っている。 また、施設・設備の整備計画

については、資金計画に基づき、各事業の優先度を十分勘案し整備を進めている。

【資料 3・7・5］平成 25 年度予算編成要領（学校法人九州文化学園）

・予算執行においては、「学校法人会計基準」 や 「学校法人九州文化学園経理規則j 「学校

法人九州文化学園予算規定」「学校法人九州文化学園予算執行事務取扱要領」等の関係規

定に基づく会計処理を適正に実施し、効率化と経費削減により大幅な収支の改善に努め、

財務基盤の安定化を図っている。 また、会計担当者が継続的な外部研修に参加する こ と

により能力開発に努めているほか、 予算管理を行 う全職員に対し、 毎年度予算執行ルー

ルを明示し、勘定科目基準書を配付する ことで事務局全体の会計処理の安定化に努めて

し 1る。

【資料 3-7-6］学校法人九州文化学園経理規則、学校法人九州文化学園予算規定、 学校

法人九州文化学園 予算執行事務取扱要領、 学校法人九州文化学園金銭管理規定、勘定

科目基準書 （第 4 版）

・毎月開催を原則としている事務局長会において、月次の予算執行状況の情報交換及び連

絡調整等を行い、目標達成、財務基盤の安定化に努めている。

・決算見込みが予算額と著しくかい離が生じた場合は、 その原因を把握し、必要に応じ補

E予算を編成している。平成 25(2013）年度については、 2 回（9 月 と 3 月）補正予算を

編成した。

【資料 3-7-7］平成 25 年度第 2 回評議員会議事録、平成 25 年度第 3 回理事会議事録、 平

成 25 年度第 4 回評議員会議事録、 平成 25 年度第 6 回理事会議事録

・会計年度終了後は、 2 か月以内に決算案を作成し、運営会議の承認を経て、監事による

監査を受け、理事会で審議 ・ 決定した後、 評議員会に報告している。

【資料 3-7-8 ］ 平成 26 年度 5 月定例運営会議議事録、 平成 26 年度第 1 回理事会議事録、

平成 26 年度第 1 回評議員会議事録

3-7－② 会計監査の体制整備と厳正な実施

・ 本法人は、 公認会計士による会計監査及び監事による業務監査並びに会計監査を受けて

。
。
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いる。 公認会計士によ る会計監査は、 平成 25(2013）年度は延べ 64 日行われてお り 、理

事会議事録、取引内容、会計帳簿書類、 備品等の実査及び決算書類等による監査が厳正

に行われている。 一方、監事は、 2 人の非常勤監事がおり 、会計帳簿書類を閲覧 ・ 照合

するとともに、業務執行や財産の状況を監査している。 また、この結果については、年

間 4 回開催される理事会及び評議員会に出席して監査報告を行っている。

【資料 3-7・9］独立監査人の監査日程一覧、独立監査人の監査報告書、監査報告書

【資料 3-7-10 ］ 平成 26 年度第 1 回理事会議事録、 平成 26 年度第 1 回評議員会議事録

・内部監査については、「長崎国際大学における公的研究費の不正使用防止への取 り組みに

関する方針」を新設し、研究費不正使用防止委員会規程の規定化を図った。

【資料 3-7-11］長崎国際大学における公的研究費の不正使用防止への取り組みに関する方

針、長崎国際大学研究費不正使用防止委員会規程、平成 25 年度第 9 固定例全学教授会議

事録

・「学校法人九州文化学園内部監査規定」 による運用を強化するために 「学校法人九州文

化学園内部監査要領j を作成し、内部牽制体制の確保と教職員の意識の向上を図ってい

る。

【資料 3・7・ 12］内部監査要領 （学校法人九州文化学園）

(3) 3-7 の改善・向上方策（将来計画）

・内部監査については、特に科学研究費を中心とした外部資金について公認会計士、監事

及び研究費不正使用防止委員会と連携し実効性のある監査を行 う 。 また、学校法人会計

基準の改正についても適切に対応する。

［基準 3 の自己評価］

・理事会、教授会を始めとした意思決定機関については適正に運営されてお り、教学運営

と大学経営を調整し円滑な意思決定を促す運営会議を本学独自の機関と して設け、 有効

に機能している。また、 業務執行体制についても適切に措置され、 監事によ る ヒ ア リ ン

グ等の工夫も行われている。

・また、経営改善計画を策定し、その計画に則った大学経営を行ってお り 、目標と なる指

標についても全てク リ ア し、法人全体で黒字化を達成している。

・ 会計処理についても適正に実施され、 安定的に会計業務を遂行するための改善活動が行

われてお り、 権限の適正な委任や勘定科目基準書の整備等の工夫が行われている。
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基準 4. 自己点検・評価

4-1 自己点検・評価の適切性

《4-1 の視点》

長崎国際大学

4-1－① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1－② 自己点検・評価体制の適切性

4-1－③ 自己点検・評価の周期等の適切性

(1) 4ー 1 の自己判定

基準項目 4-1 を満た している。

(2) 4ー 1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-1－① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

・ 「長崎国際大学学貝!JJ 第 1 条に「長崎国際大学（以下 「本学」としづ。）は、 教育基本法

及び学校教育法に基づき、学術の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授

研究するとともに、学校法人九州、｜文化学園の建学の精神に則り、高い知性と豊かな教養、

優れた徳性と品格、 たく ましい意志と健康な身体の備わった人聞を育成することを目的

とする。」と規定している。 この 目的を達成すべく 、 第 2 条において、「本学は、 その教

育研究水準の向上を図り 、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教

育研究活動等の状況について、白 ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。 J と規

定しており、これらの規程に基づき、自主的・自律的な自己点検・評価を実施している。

【資料 4・ 1・ 1］長崎国際大学学則

・「長崎国際大学自己点検 ・評価委員会規程」に基づき、自己点検 ・ 評価の実施主体とし

て、 自 己点検・ 評価委員会を設置し、 委員会の委員長は、 学長をもってこれにあてる こ

ととしており、学長自 ら 自己点検・評価に積極的に取 り 組んでいる。

【資料 4-1-2］長崎国際大学自己点検・評価委員会規程

【資料 4・ 1・3］長崎国際大学における点検及び評価に関する規程

・「長崎国際大学における点検及び評価に関する規程J に基づいて、 適切に PDCA サイ ク

ルを回していく ための時間も確保するため、 2 年に一度総括的な 白 己点検 ・評価を行っ

ている。 このように、恒常的に実施している。

［資料 4-1-4］ 長崎国際大学における点検及び評価に関する規程

・前・ 後期に、授業アンケートを実施している。アンケートの結果は、 集計され、 ハイブ

リッ ド授業アンケー ト システム （Web システム） において教員個人ごとに集計 ・ 分析 ・

閲覧を行う。機能としては経年での比較、科目、学科、学部、学年等で集計でき、更に

設問ごとの単集計だけでなく、設聞を組み合わせたクロス集計も自由にでき る。 自由記

述に関してはテキス トマイニング集計により、 カテゴリ ー別に「肯定」「否定」「中立」

「改善要望」の意見が分析され、学生の自由記述をデータ化して検証することができる。

教員はその分析結果を検証し、 授業に対する自己点検・ 評価をハイブリ ッ ド授業アンケ

ート システムを用いて行う ことになっている。 それらを 「長崎国際大学学生による授業

アンケートに対する自己点検・評価報告書（アクションプランシー ト）」 としてとりま

とめることで、点検及び評価を適切に行い、その結果を公表している。 また、授業アン

ケー 卜の結果は自 由記述も含めて、平成 25(2013）年度より 、 本学教職員と学生のための
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ポートフォリオシステムである manaba 上で公開してお り、学生にフィードパックする

とともに授業改善に役立てていることは評価できる。

【資料 4-1-5］「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業アンケー ト集計結果自己

点検・評価報告書」 ［資料 4・1・6］「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業ア

ンケートに対する自己点検・評価報告書」

【資料 4・ 1・7］ハイブリ ッ ド授業評価システム教員モー ド ユーザーズ ・ マニュアル

【資料 4- 1-8 ］ 平成 25(2013）年度第 7 回自己点検 ・評価委員会議事録、 資料

・授業アンケートの大学全体と しての点検は、自己点検・評価委員会で全体集計 ・ 学部学

科集計・講義形態別集計等を検討し、 その評価・改善策をまとめ、 教授会で報告すると

ともに、「長崎国際大学学生による授業アンケートに対する自己点検・評価報告書」 に

全体集計として掲載している。 このよ う に教育の方法等も適切に点検 ・ 評価が行われ、

更にその結果は公表されている。

【資料 4-1-9］平成 25(2013）年度第 5 回自己点検・評価委員会議事録、資料、 「平成 25(2013)

年度長崎国際大学学生による授業アンケートに対する自己点検・評価報告書」

・教育の目的に関しては、平成 23(2011）年度に、カリ キュ ラム・ マップ、カリキュラム・

ツリ ーを作成し、平成 24(2012）年度に 3 ポリシーの改定を行った。 さ らに、平成 25(2013)

年度にもカリ キュラム・マップ、カリ キュラム ・ ツリーの点検を行い、 学部教育の点検 ・

言平｛面を1Tっている。

【資料 4-1-10］平成 25(2013）年度第 2 回自己点検・評価委員会議事録、平成 25 年度第 4

回教務委員会議事録、平成 25 年度第 6 回教務委員会議事録

4-1ー② 自己点検・評価体制の適切性

・学長を職指定委員長とする 自己点検・評価委員会が審議 ・検討をする体制 としてお り 、

自己点検・評価においても学長のリ ーダーシップが発揮できる体制をとっている。

【資料 4- 1-11］長崎国際大学 自己点検 ・評価委員会規程

・ 自己点検 ・ 評価委員会の構成員には、 職指定委員長である学長、 専任教員の中から選出

される副委員長、各学部の学科から選出された教員の委員だけでなく 、事務局長、事務

局次長も含まれてお り 、全学的で教職協働の体制で実施している。

［資料 4- 1-12 ］ 長崎国際大学自己点検 ・評価委員会規程

・ 平成 24(2012）年度よ り 毎回の自己点検・評価委員会に、 iiJ学長で、 全学教授会議長の出

席を求め、自己点検 ・ 評価委員長である学長の補佐体制を構築するとともに、 教育改革

の取り組みを支援する体制を構築している。

【資料 4・ 1・ 13］平成 25(2013）年度第 1 回自己点検・ 評価委員会議事録、 平成 26(2014）年

度第 1 回自己長検・評価委員会議事録

・ 自 己点検 ・評価委員会は、 原則として毎月 開催され授業アンケー ト、在学生アンケート 、

卒業生アンケー ト、教員相互によ る授業公開、 保護者懇談会アンケー ト等の集計結果か

ら自己点検を実施し、改善の進捗を確認している。 このように、点検・評価の仕組みを

構築し、適切な自己点検・評価が行われる体制を整えている。

【資料 4・ 1・ 14］平成 24(2012）年度第 9 回自己点検 ・ 評価委員会議事録
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4-1－③ 自己点検・評価の周期等の適切性

・開学以来、定期的に自己点検・評価を行っている。大学評価は「長崎国際大学における

点検及び評価に関する規程」により 、本学が定期的に行う自己点検・自己評価と規定し、

表 4・1・ 1 のとおり 2 年に一度総括的な自己点検・自己評価を行ってお り 、適切に実施さ

れている。 2 年に一度とすることで、 PDCA が適切に回るための時間を確保している。

表 4-1-1 自己点検・評価実施状況

評価年度 報告書名

1 2000-2001 長崎国際大学自己点検・評価報告書 2000-2001 年度

2 2002・2003 長崎国際大学自己点検・評価報告書 I 2002・2003 年度

3 2004・2006 長崎国際大学自己京検・評価報告書 I 2004・2006 年度

4 2007・2008 長崎国際大学自己点検・評価報告書 I 2007-2008 年度

5 2009-2010 長崎国際大学自己点検・評価報告書 I 2009-2010 年度

6 2011・2012 長崎国際大学自己点検・評価報告書 2011-2012 年度

(3) 4-1 の改善・向上方策（将来計画）

・現在、本学の自己点検 ・評価は、自 己探検・評価委員会を中心に実施している。 このこ

とを今後も、維持継続する とともに、 各部局の自己点検 ・ 評価も適切に実施されるよう

な支援体制を自己点検・評価委員会で検討してい く。

・各部局が自主的・自律的な自己点検・評価の実施ができるよ うに、更に FD(faculty

development）・ SD(staff development）等を計画し実施する ことで充実を図る。

4-2 自己点検・評価の誠実性

《4-2 の視点》

4-2－① エピデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2－② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

4-2ー③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

(1) 4ー2 の自己判定

基準項目 4-2 を満たしている。

(2) 4ー2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-2－① エピデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

・自己点検・評価の際には、事業計画書、事業計画に対する中間報告書、事業報告書、各

議事録などを確認しながら点検・評価を依頼し、各部局から提出された報告書について

は、自己点検・評価委員会が中心と なり 、 適切なエビデンスに基づいて点検 ・評価がな

されているか確認し、 不備、不足の場合は、 各部局に対して、再点検 ・ 評価を要請し、

エピデンスに基づいた透明性の高い自 己点検・評価となるように努めている。

【資料 4・2・ 1］「長崎国際大学 自己点検・評価報告書 2011-2012 年度J

4-2ー② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析
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・大学全体としての自己点検・評価をとり まとめた「長崎国際大学自己長検・評価報告書」

は、 2 年に一度刊行するために在学生アンケート、卒業生アンケート、 授業アンケー ト 、

保護者懇談会アンケー ト 、 FD· SD 実施後のアンケー ト等、十分な調査 ・ データの収集

と分析を実施してお り 、適切な自己点検 ・評価を実施するために大きな役割を果たして

いる。 また、アンケー ト の結果等に関 しては、学務支援室において、収集・分析・ 保管

し、 部局の求めに応じて調査データ ・ 集計結果等を提供すると ともに、 それぞれの目的

に応じて、 公開している。

【資料 4・2・2】「長崎国際大学 自己点検・ 評価報告書 2011-2012 年度J

・教員個人としての自己点検・評価に関 しては、「長崎国際大学教員個人による諸活動に

ついて 自己点検・評価報告書」及び 「長崎国際大学学生による授業アンケートに対す

る 自己点検・ 評価報告書」 を毎年刊行するために、 自 己点検 ・ 評価委員会において、 十

分な調査・ データの収集と分析を実施している。

【資料 4-2-3］「平成 25(2013）年度長崎国際大学教員個人によ る諸活動について 自己点

検・評価報告書」、「平成 25(2013）年度長崎国際大学 学生による授業アンケートに対する

自己点検 ・評価報告書J

・ 教員相互の授業公開を各学部において計画・ 実施し、 その結果を報告書にとりまとめ、

自己点検 ・ 評価委員会に報告するとと もに、 授業改善に努めている。

【資料 4-2-4］平成 25 年度前期・国際観光学科授業公開アンケート集、 2013 年度前期社

会福祉学科公開授業 アンケート集計、 平成 25 年前期 授業アンケー トの改善要望コメ ン

ト より 、平成 25(2013）年度前期・ 薬学部授業参観アンケート集

・ 授業アンケー トに関しては、ハイブリッ ド授業アンケート システムを導入したことによ

り 、設問ごとの集計だけでなく 、 経年変化やクロス集計、 カテゴ リ ー別集計も自由にで

き、詳細に分析できるよう になったこ と で、教員個人の授業分析がデータを基に正確に

把握され、 授業改善が的確に行われている。

【資料 4・2・5］「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業アンケー ト集計結果自己

点検 ・ 評価報告書」、ハイブリ ッ ド授業評価システム教員モー ドユーザーズ ・ マニュアル

・ 授業アンケートにおける学生からのコメン ト に関 しては、 テキス トマイニング（自由記

述の分析）を実施している。 このテキス トマイニング分析では、 30 項 目 の観点を基に、

自由記述の文章を 「肯定」「否定J 「中立」 「改善要望J の 4 つに分類して集計している。

特に、「改善要望j のコメントの多いものに関しては、改善策を提示している。

【資料 4・2・6 ］ 平成 25(2013）年度第 7 回自己点検 ・ 評価委員会議事録、 資料

・上記の授業アンケートのテキストマイニング分析によ り 、平成 25(2013）年度前期の 「授

業内容について」 のコメン トに関しては、 コメン ト数の 70.9%が肯定の記述であり、否

定の記述は 20.7%であった。 また、 「教員人物について」のコメントに関しでも 、 コ メ

ン ト数の 83.8%が肯定の記述であり 、 本学の教育に対する取組みは、 多くの学生から高

く評価されていることがわかる。 このように、 テキストマイニング分析を活用し、 学生

の意見等を適切に収集 ・ 分析している。

【資料 4-2-7］「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業アンケー ト集計結果自己

点検 ・評価報告書」、 2013 年度後期授業についてのアンケー ト学生コメント集計結果 （全

｛本）（ハイ ブ リ ッ ドシステム）
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・在学生アンケートに関しては、毎年 6 月から 7 月 に、 在学生全てを対象に実施し、平成

24(2012）年度は、在学生数 1 782 人、回答者数 1 618 人、 回答率 90.8%、 平成 25(2013)

年度は在学生数 1,817 人、 回答者数 1,570 人、回答率 86.4%で高い回答率を維持し信頼

性の高い情報収集を実施している。設問内容も、カ リキュラム、授業 ・ 教員、施設、 各

種学生サービス、学生の学修状況、出席、学修時間、 シラパス、生活状況、生活時間、

キャリアに対するこ となど詳細に調査を行っている。 また、自由記述においても毎回、

改善要望などをまとめ、学生にフィード、パックするとともに改善状況を電子掲示板等で

掲載している。

【資料 4・2・8］平成 24～25 年度在学生アンケート集計結果表

・保護者からの意見聴取に関しては、全保護者に対して保護者懇談会出席調査の返信の際

に、 大学に対する意見や要望を調査している。 出席者に対しては、 建学の理念を含め、

教育方針や学科ごとの取組み、財務情報などを冊子にして配布している。 なお、 欠席者

には、保護者懇談会資料の冊子を送付している。また、出席者には個別面談を行い学生

の状況を保護者に伝え、大学に対する要望を直接聴取するとともに、アンケート調査に

おいても要望・意見を調査し、集計・ 分析し全ての教職員に公開し改善を求めている。

【資料 4・2・9］「2013 年長崎国際大学保護者懇談会資料」、長崎国際大学について、 第 8 回

平成 25(2013）年度保護者懇談会アンケート集計

・卒業生アンケートにおいては、卒業式の 日に 4 年間を振り 返っての調査を行い、集計 ・

分析している。また、 卒業生調査として、平成 25(2013）年度は卒業生全員に、振り返り

調査を行っている。 この調査は他大学と連携して実施し平成 26(2014）年度に分析するこ

ととしている。

【資料 4-2-10 ］ 平成 25(2013）年度第 2 回自己点検・評価委員会議事録、 卒業生アンケート

調査結果速報（満足度経年の比較）

・事務室横と 2 号館には学生の意見を聞 く 「相談箱J を設けており、常時意見把握のため

のデータ収集に努めている。

【資料 4-2-11］平成 25(2013）年度学生相談箱確認記録（月別集計）

・全てのアンケートの後には、自 己点検 ・評価委員会でそれぞれのアンケートの分析を行

い、改善策を提起し、 PDCA サイ クルが回る よ うに適切に運営している。

・ 平成 24(2012）年度からは、学長、副学長、事務局長と各学科選出の学生参加の意見交換

会も開催し、学生の率直な意見の収集にも努めた点は評価できる。また、聴取した意見

や要望は取りまとめ、 その後の対応も含めて電子掲示板で学生にフィードバックしてい

る。

【資料 4-2-12］第 1 回学長カフェアンケート（集計結果）、学長カフェの意見に対する対

応について

・ 自己点検 ・ 評価委員会は、 このような現状把握のための十分な調査 ・ データの収集と分

析を実施し、意思決定のための情報提供を行い、 IR(Institutional Research）の機能を果

たしている。

4-2－③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

・「長崎国際大学における点検及び評価に関する規程J 第 7 条の 「大学評価及び認証評価
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機関が行う自己点検・評価等の結果は、 文書冊子、 又は電子媒体等によ り 公表する もの

とする。」の規定に基づき、 公表している。 平成 25(2013）年度は「長崎国際大学自己点

検・評価報告書 2011-2012 年度」「平成 25(2013）年度長崎国際大学教員個人による諸

活動について自己点検・評価報告書J 及びホームページで公開している。

【資料 4・2・ 13］「長崎国際大学自己点検 ・評価報告書 2011・2012 年度」 、 「平成 25(2013)

年度長崎国際大学教員個人による諸活動について自己長検・評価報告書」、長崎国際大学

ホームページ

・平成 18(2006）年度以降は、授業アンケートに対する自 己在検・ 評価活動として 「長崎国

際大学学生による授業アンケートに対する 自己点検・評価報告書J を刊行している。

平成 19(2007）年度版からは、教員には CD 版で配布されるようにな り、 検索等もしやす

くなった。 また、学生にもポート フォ リ オで結果をフィードパ ッ クしている点は評価で

きる。

【資料 4-2-14］「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業アンケートに対する自

己点検・評価報告書J、長崎国際大学ホームページ（ポー トフォリオ）

(3) 4-2 の改善・向上方策（将来計画）

・ 授業アンケート、在学生アンケー ト、 保護者懇談会アンケート、卒業生アンケー ト等の

アンケート調査の結果を分析し、更なる改善に努めるために白己点検・評価委員会の IR

の機能を強化し、意思決定が適切に行われるよ うにしてし1 く。

・様々なデータの集計・ 分析等は、いつでも教職員が閲覧でき、活用できるような仕組み

を自己点検 ・評価委員会において今後と も構築してし1 く 。

4-3 自己点検・評価の有効性

《4-3 の視点》

4-3－① 自己点検・評価の結果の活用のための POCA サイクルの仕組みの確立と機能性

(1) 4-3 の自己判定

基準項目 4 3 を満たしている。

(2) 4-3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-3－① 自己点検・評価の結果の活用のための POCA サイクルの仕組みの確立と機能性

・ 白己点検・評価委員会が主体となって実施している授業アンケート 、在学生アンケート、

保護者懇談会アンケー ト、卒業生アンケート等に関しては、自己点検・評価委員会でア

ンケート結果を分析した後、対応すべき課題を抽出し、該当部局に検討を依頼している。

その後、該当部局より検討結果のフィードパックを受けるようにしており 、 PDCA サイ

クルが機能する仕組みを構築している。

・ 授業アンケー ト結果に関しては、 テキス トマイニングを 自 己点検・評価委員会で分析し、

「授業アンケートのコメン トから見えてくるものJ と してとりまとめを している。 この

資料作成にあたっては、改善するための対応策を検討し、 「期待される対応」として、具

体的な改善策を明記し、 学内で共有している。

【資料 4-3-1 】 平成 25(2013）年度第 7 回自 己点検 ・ 評価委員会議事録、 資料

-95-



長崎国際大学

・大学全体としての自己点検・評価のとり まとめをしている 「長崎国際大学 自己点検 ・ 評

価報告書」は、 2 年に一度刊行しており、その作成過程を通して、 PDCA サイクノレが適

切に回っていくようにしている。また、 2 年に一度の頻度で、行っているので、 機能性も

十分に確保されている。

【資料 4・3・2】「長崎国際大学自己点検 ・評価報告書 2011-2012 年度J

・教員個人としての自己点検・評価に関しては、「長崎国際大学 教員個人によ る諸活動に

ついて 自己点検 ・評価報告書」 及び 「長崎国際大学学生による授業アンケートに対す

る 自己点検・ 評価報告書」 を毎年刊行しており 、 これらの作成過程を通して、 PDCA

サイ クルが適切に回っていくよ うに している。また、毎年刊行しているので、 機能性は

十分に確保されている。

【資料 4-3-3］「平成 25(2013）年度長崎国際大学教員個人による諸活動について 自己長

検 ・評価報告書」 、 「平成 25(2013）年度長崎国際大学学生による授業アンケートに対する

自己点検・評価報告書J

・本学の自己点検・評価委員会の委員長は学長であることから、報告書の作成段階から、

学長のリーダーシップのも と、 自己点検 ・評価のチェ ッ クや活用がなされてお り 、 トッ

プダウ ンの部分とボ ト ムアッフ。の部分のバランスを取 り ながら 、 機能的に運営がなされ

ている点は評イ面でき る。

・常に現状を把握するために、各種の調査を行い、 その集計・ 分析に基づき、点検・ 評価

を実施して、関係部局に働きかけ改善・向上のための検討を行い、的確に好循環を繰 り

返している。

(3) 4-3 の改善・向上方策（将来計画）

・各点検 ・評価事項のチェックの適切性の精度を上げ、 適切なアクションを遂行すること

で、 PDCA サイ クルの質が更に高まるような仕組みを今後 と も構築してし 1 く 。

・ 教育面の自己点検 ・評価に関しては、 全学教育、 教育向上及び改善を推進するため、 現

在の教育向上専門委員会の組織的な見直しを自己点検 ・ 評価委員会で実施してし、 く 。

［基準4 の自己評価］

・本学では、 開学時より 自己長検 ・ 評価委員会の委員長は学長が務めてお り 、学長のリ ー

ダーシップのもと、自 己点検 ・ 評価が適切に実施されている ことは評価できる。

・ アンケー ト等については、 様々な場面と対象において実施し、 常に自己点検を実施して

いる事、 その後の集計・分析においては、正確・ 徴密に実施している事、 教職員で共有

している事は評価できる。

・ 各報告書の作成をすること自体が、 自己点検 ・ 評価の PDCA サイ クノレを回していく重要

な要素であり、かつエビデンスにもなっており有効に機能している点は評価できる。

・ 大学改革は、 教育の改善であり、 そのための教育向上方策と して、自己点検 ・ 評価委員

会では、 多様な教育改善方策に取り組んでいる。 その中でも授業改善に関しては、自己

点検 ・ 評価委員会の重要な項目として位置づけ、 授業改善のための不断の努力の結果、

学修成果や厚生補導においても教育改善がなされ、 学士課程の構築、 教育の質保証が維

持されていることは評価できる。
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IV. 大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価

基準A 建学の理念に基づいた教育プログラムと地域貢献

A-1 「茶道文化」によるホスピタリティの実践

《A-1 の視点》

A-1－① 授業での実践

A-1－② 授業外での実践

(1) Aー 1 の自己判定

基準項目 A-1 を満たしている。

(2) Aー 1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

A-1－① 授業での実践

・ 本学の建学の理念を具現化した科目である 「茶道文化」 は、地元旧平戸藩主・ 松浦鎮信

の興した武家茶道・鎮イ言流を取り入れ、その中に表現される「もてなし（ホスピタリテ

イの精神）」と「禅の教え」について学んで、いる。また、「茶道文化J の授業を通して、

日本の伝統文化を「再発見」「再理解J し、地元・長崎県の文化・歴史に対する関心を高

める役割も担っている。

・「茶道文化」 の履修状況については、 平成 24(2012）年度前期は、 選択授業にも関わらず、

「茶道文化 I A」を履修した学生は、 1 年生 397 人のうち 350 人で 88%、平成 25(2013)

年度は 1 年生 441 人のう ち、 358 人で 81%が履修している。

・「茶道文化 I Aｷ I BJ では、茶道の基本となる茶室での立ち居振る舞い （礼の仕方、 歩

き方、襖の開け閉め）を学び、それらを日常生活で実践することができるようになると

ともに、「薄茶」 の点前を習得する中で、 茶道で表現される「もてなし」 について学んで

し 1る。

・「茶道文化IIA ｷ IIBJ では、「濃茶J の点前を習得し、ミニ茶会を実施する。亭主と客

の役割を学び、 「もてなし」 の形を理解する。所作だけでなく、道具や花、会話で相手を

もてなすことについて学び、 様々な角度から 「もてなし」 について学ぶと ともに、 マナ

ー講座を授業に取り入れ、一般社会で必要なマナーの習得も目指している。

・「茶道文化皿A· IIIBJ では、茶道具をいただいた客に対するもてなし（雪吹点前） や、

不意に来られた客に対するもてなし （不時点前）、舶来品を使用してのもてなし（唐物点

前） など、 状況に応じたもてなしについて学ぶ。 さらに、 煎茶のいれ方、出し方、 いた

だき方を習得し、 日常生活で表現できる「もてなしj についても学んでいる。

・「茶道文化NA· NBJ では、グループで役割（亭主・客・接待・料理）を決め、学生白

ら茶事の運営に取り組む。 茶事に向けてのグループ活動を通して、相手への心遣いや協

調性を身に付け、今後の社会生活に繋げる ことを目標と している。 また、それぞれのグ

ループでの役割から「もてなしの心 ・思いや り の心J について理解を深めている。

・「茶道文化」では、教育効果を高めるために補助員制度（SA）を導入しており「茶道文化

I A ｷ I B ｷ II A ｷ II BJ の単位取得者の中から、特に熱心で、技量・品格等に優れた学

生を選抜し、それらの学生が、「茶道文化 I Aｷ I B ｷ IIA ｷ IIBJ の授業のサポート及び

後輩の指導にあたっている。このよう な学生同士での学びあいは、 双方にと って教育効

果が高く、指導する上級生の 「社会人基礎力」 の育成にも役立っている。

-97-



長崎国際大学

【資料 A-1・ 1］「茶道文化」 履修者一覧、「講義概要 （シラパス）」全学共通科目 p.33・50

A-1－② 授業外での実践

・茶道文化では、授業だけでなく学外での活動も積極的に行っている。学生が授業で学ん

だ礼儀作法や「もてなしの心」を実際に表現できる場を創設する考えから、様々 な取組

みを行っている。 学生は、失敗や成功を繰り返し、お客様から返ってくる反応をもと に、

自分な りの「もてな し」 についての考えを深める こ とができている。 具体的には、大学

行事である入学式、保護者懇談会、 オープンキャンパス、学園祭等において授業で学ん

だことを披歴し実践する場としている。

・茶道の活動は、伝統文化の継承と高大接続教育にも大きな役割を果たしている。 主な活

動は以下のとおりである。

【ノ＼イス ク ール茶会】平成 23(2011）年より 「ハイスクール茶会J と して、県内高校生の

茶道部の発表の場を設けている。平成 26(2014）年度は、 4 回目と なる 「ハイス クール茶

会 in ハウステンポス 2014」を開催した。 長崎県内高校 17 校から 300 人を超える高校

生茶道部員が参加し、ハウステンボス場内 11 か所で、 2 500人を超える来場者があった。

高校の茶道部の発表の場を創設するとともに、高校生と大学生が伝統文化を通じて学び

あう機会となっている。運営は、本学教職員と学生が、 高校生と協力して実施している0

・茶道の活動は、地域貢献の役割も果たしている。 主な活動は以下のとおり である。

【小学校茶道体験］小学校の総合学習の一環として、茶道体験を実施している。 小学生

と大学生が交流しながら、日本の伝統文化について共に学ぶ機会にもなっている。

【梅ヶ枝酒造蔵開きにおける茶会］地域の方々にお茶を楽しんでいただきたいとい う趣

旨で、毎年 2 月に実施している。多く のお客様に対応することで、 「もてなしj の実践

的な学びの場となっている。

・茶道の活動は、国際交流の役割も果たしている。主な活動は以下のとお り である。

【米軍雛祭り茶道体験］アメリカの米軍基地内の小学校に通う児童が日本の文化に接す

る機会と して実施している。 「もてなし」 の実践の場と しての役割だけでなく、英語コミ

ュニケーションのスキルの向上にも役立つている。

【国際親善させぼさ くら祭り】茶会を設けお茶を振る舞う ことで、市民との触れ合いや

国際交流を図り 、地域社会及び国際親善の活性化に貢献する こと を 目指している。

・ 茶道の活動は、福祉活動の役割も果たしている。主な活動は以下のとおりである。

【老人ホームでの茶会】人聞社会学部社会福祉学科、薬学部薬学科の学生を中心に茶会

を運営し、福祉の現場を体感している。 点前の披露だけでなく、 交流の時間を設け、 利

用者の方々との交流も図っている。

【長崎リ ハビリテーション病院茶会］病院でも茶道体験を実施している。 点前の披露だ

けでなく、利用者の方にもお茶を点てていただくなど、参加型の茶会形態となっている。

【資料 A-1-2］「ハイスクール茶会j 案内等

(3) A-1 の改善・向上方策（将来計画）

・本学の建学の理念を具現化した科目である 「茶道文化」の授業は、日本の伝統文化を 「再

発見」「再理解」 し、地元 ・ 長崎県の文化 ・ 歴史に対する関心を高め、 「禅の教え」 を網
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羅し、その中に表現される「もてなし （ホスピタリティ の精神） J について学ぶこと で、

社会人基礎力を培 う上でも大きな役割を担ってきた。 今後、 更なる質保証の向上のため

に、平成 25(2013）年度より「茶道文化」 の必修化に向けて全学共通教育委員会において

協議を始めた。平成 27(2015）年度改定に向けて検討している。

・各学年における「茶道文化」の教育効果を高めるために、それぞれの学年における授業

内容を精査し、改善していく 。 具体的には 1 年次から道具の取扱い等についても、 更に

丁寧に指導する内容を入れること、茶会の際には、 各学科の特色を活かした内容を入れ

ることなどを検討する。

A-2 地域社会との連携協力・地域社会への貢献

《A-2 の視点》

A-2－① 自治体や団体との連携

A-2ー② 生涯学習・地域への貢献

(1) Aー2 の自己判定

基準項目 A 2 を満たしている。

(2) Aー2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

A-2ー① 自治体や団体との連携

・本学は、建学の理念に「文化と健康を大切にする社会の建設に貢献する教育・研究J 、「教

育の目的」の 2 に「地域から愛され、地域社会に貢献できる人材の育成」と定め、 佐世

保市、長崎県並びに地元経済界の協力で、公私協力方式で設置され、開設当初より地域

との協力・交流を積極的に行っている。 主なものは以下のとおり 。

・大学施設開放として、図書館、学生食堂の一般への開放はもとよ り、 講義室、体育施設

など教育に支障のない場合には、広く地域へ貸し出している。年間 48,395 人以上の利

用がある。 使用料は行政・教育機関等には無料で開放している。

・地方公共団体等からの委員就任等の要請には、教育 ・研究に支障のない限り引き受け、

平成 24(2012）年度 96 件、平成 25(2013）年度 94 件である。

・自治体との連携は、平戸市、川棚町と包括連携協定、西海市社会福祉協議会及び西海市

観光協会と「西海地域（まち）づくり研究会設立協定」 を締結するなど、積極的に大学

の持つ教育・研究機能を連携させている。

【資料 A-2・ l］施設貸出一覧、 委員受託一覧、 連携協定書等

A-2－② 生涯学習・地域への貢献

・開学以来、 「大学の地域・社会への貢献」「地域への大学の知の開放」 と して平成 25(2013)

年度までに、 通算 161 回の公開講座を実施し、毎回 200 人以上の申 し込みがあ り 大変好

評である。 また、佐世保市の男女共同参画推進センター 「スピカj と協力 した講座 （平

成 20(2008）年度～平成 24(2012）年度実施）や、長崎県生涯学習課と協力した 「知的障

がいのある方を対象と した 「ふれあい交流講座J 等（平成 23(2011）年度～現在）生涯学習

のニーズ、に応えている。 また、平成 25(2013）年度は、佐世保市中央公民館の要請をうけ、

新たな講座の企画を行っている。
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・人聞社会学部国際観光学科では、平成 15(2003）年度より 地域を対象に異文化理解教育を

開始し、平成 17(2005）年度に「NIU 異文化理解研究室」 を開設、小学校、中学校、高

等学校や一般の方を対象に、留学生を派遣し「異文化理解教室J を聞き地域の異文化理

解に貢献している。

・人聞社会学部社会福祉学科では、自 閉症協会長崎県支部県北地域と 共同して平成

14(2002）年より障がい児・者と学生の交流事業を実施し、障がい児・ 者の遊び場の提供

や、保護者との交流活動を推進している。

・健康管理学部では、平成 25(2013）年度より 、地域交流事業と して長崎国際大学健康管理

学部市民講演会を実施しており、平成 26(2014）年は、第 2 回「生活習慣病予防・健康増

進を目指した食育と薬膳についてj の講演会を開催した。 学科主催催事と して「生活習

慣病を寄せ付けない食生活の実践J などを行うなど、市民の健康増進にも積極的に寄与

している。また、 佐世保市主催の「佐世保食育祭J や、平成 26(2014）年度開催される「長

崎がんばらんば国体J昼食弁当開発には、教員だけでなく 学生も積極的に協力している0

・薬学部では、高校生及び薬剤師などを対象とした活動を継続的に取 り 組んで地元に貢献

している。高校生対象に、文部科学省の SPP （サイエンス・ パートナーシップ ・ プログ

ラム） の事業として、平成 20(2008）年度より高校生の理科に関する興味・関心と知的探

求心の育成に貢献している。また、 薬剤師対象に卒後教育の一環として、地元薬剤師会

の要請もあり、薬剤師の技量向上を目的としてパイ タルサイ ン研修会を実施している。

【資料 A-2・2］公開講座一覧、 NIU 異文化理解研究室資料、「長崎がんばらんば国体」 昼

食弁当開発関係資料、 SPP 事業資料

(3) A-2 の改善・向上方策（将来計画）

本学は、公私協力方式の設置の経緯を踏まえ、地域に根差した大学として、知（地） の

拠点としての役割を果たしている。 今後と も、更にその内容を充実させてし1 く 。

［基準A の自己評価］

・本学は 「人間尊重J を建学の理念と し、 教育の基軸ともいうべき 「ホスピタリ テ ィ 」の

精神を、理論のみではなく 、実践的に学ばせる教養科目として「茶道文化」 の授業を実

施することで、人間力、社会人としての基礎力を習得し、 もてなしの心が備わった人材

の育成を 目指している。また、地域貢献 ・国際交流 ・ 福祉活動など、 学外での活動にも

積極的に取り組んでいることは、地域に根ざす大学として高く評価できる。

・地域貢献に関しては、公私協力方式の設置の経緯を踏まえ、大学施設の開放や各委員の

受託など地域貢献に努め、 大学の物的・人的資源を社会に積極的に提供している。また、

開学以来の公開講座の開講は、地域の生涯教育として、 多様な分野の専門的内容をわか

りやすく 講義することを心がけ、地域に根差した生涯教育と しての役割を果たしている0

・ 学外講座として、本学教員と近隣地域を訪ねる「大学教授と訪ねる地域再発見講座J は、

地域の文化や歴史を学び直す機会となっており 、生涯教育の場としてだけでなく 、地域

活性化の役割も担っている。

・ 上記のように地域に根差した大学として、 知（地） の拠点、としての役割を十分に果たし

ていることは、高く評価できる。
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